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実際の受給
者証や

負担割合グ
ラフ等で

具体的に例
示し，

わかりやす
く解説！

①
基本的な
仕組み

②
対象患者

③
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ポイント
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給付内容

⑦
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給付調整

⑥
申請
手続き

⑤
窓口
負担額

〔内容見本は医学通信社HPから➡ 〕

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町２-６ 十歩ビル
tel.03-3512-0251, fax.03-3512-0250　
https://www.igakutushin.co.jp

 医学通信社
【送料】１冊～９冊：100円×冊数，
10冊以上何冊でも1,000円（消費税別）
（『月刊／保険診療』定期購読は無料）

【2026年 2月】



2　 診療点数早見表 2026 年度版　ISBN978-4-86840-016-5

最新刊 2026年度診療報酬改定準拠【医科】 2026年５月下旬刊予定

診療点数早見表 2026年度版 
2026年度改定の点数・施設基準・通知・事務連絡──等の完全収載版

★　2026年度診療報酬改定（2026年6月1日施行）による最新点数，施設基準，通知，事務連絡ＱＡ，材料基準，
療担規則，介護保険・給付調整，明細書記載要領──の完全収載版。情報量№１の点数表です ! !

★　オリジナル解説・算定例・Ｑ＆Ａ・図解・一覧表も多数収載。見逃しがちな「通則」「加算」等の適用項目
にすべて記号を付記し，施設基準等の該当ページも個々に明示。さらに改定内容が一目でわかるよう2026年
度改定による変更部分にすべてマーキング。──画期的なわかりやすさ・機能性・検索スピードを実現 ! !

★　全国の大多数の医療機関・公的機関・審査機関・教育機関（全国病院の９割超，教育機関の８割超※）で使
用。徹底した品質管理とコンピュータチェックにより「絶対の正確性」を実現し，様々な工夫と改良を重ね
て「精密な」「機能的な」「わかりやすい」点数表を実現。──クオリティを極めた最高機能の点数表!!

〔※　2017年３月／医学通信社・利用調査より〕

■B５判　約1,780頁
■多色刷（フルカラー）
■  届出様式（入力可能）ダ
ウンロードサービス付

■ 4,600円（＋税）

１　改定部分が一目でわかる！ ２　情報量No.1の点数表！ ３　オリジナル解説・Q＆A付き！
2026年度改定によって変わった点数・通知・施
設基準のすべての変更部分に下線等のマーキン
グを施した，実務に便利な画期的編集！

「早見表」ですが簡略版ではありません。事務連
絡，材料基準，療担規則，給付調整，明細書記
載要領まで完全収載した情報量No.1の点数表！

厚労省・地方厚生局等に確認した確実なQ＆A
を多数掲載。オリジナル解説・算定例・一覧表
も随所に付記し，わかりやすさ抜群！

４　見やすく機能的なレイアウト！ ５　自在な検索機能とスムースな連携！ ６　アフターサービスも万全！
フルカラーで通則・点数・基準・通知をビジュ
アルに分類。点数と通知，基準と通知をそれぞ
れ一括掲載した一覧性の高いレイアウト！

詳細な目次，約１万項目の緻密な索引によって
素早い検索が可能。さらに点数には該当施設基
準のページを明示し，素早く的確に基準確認！

改定後に出る追加通知・事務連絡を，本書の変
更箇所を具体的に示した，『追補』を無料送付。
HPでも追補情報を毎月掲載（無料閲覧可）！

※ 　発刊後の追加告示・通知・事務連絡を，直接購入された方に『追補』として無料送付（書店購入の方もご連絡いただければ無料送付）いたします。
なお，改定後のすべての告示・通知・事務連絡は『月刊／保険診療』，小社HPで掲載します。
※ 　『月刊／保険診療』定期購読者には本書を「2026年４・５月合併号」としてお届けします。定期購読の場合，送料無料かつ購読料（２月分3,600円
又は3,240円＋税）のみで本書を購入できます。

『診療点数早見表』１冊＝ワクチン２人分 　医学通信社では，本書『診療点数早見表2026年度版』１冊につきワクチン（ポリオワクチン）２人分相当を認定NPO法人「世
界の子どもにワクチンを　日本委員会（JCV）」に寄付する活動をしています。

→「通則5」について
「通則5」に規定する体外循環を要する手術とは，K
541からK544まで，K551，K553，K554からK556まで，
K557からK557-3まで，K558，K560，K560-2，K568，
K570，K571からK574まで，K576，K577，K579から
K580まで，K582からK589まで及びK592からK594ま
でに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。 平28保医発0304・3）

●■■■■●事務連絡 手術の患者への説明
問 手術を受けるすべての患者に対して，手術内容等を文書
を用いて説明するとあるが，手術の部の「通則5」及び
「6」に掲げる手術以外であっても説明が必要か。
答 文書による説明はすべての手術について実施する。

平18.3.28，一部修正）

通 則
6 区分番号K528，K528-3，K535，K583，K
586の 3， K587， K684， K695， K751の 3 及
び 4， K751-2， K756並びに K773に掲げる手
術（1歳未満の乳児に対して行われるものに限る）に
ついては，別に厚生労働大臣が定める施設基準
〔※告示 ?第12・2，p.1190〕を満たす保険医療機
関において行われる場合に限り算定する。

（編注）対象手術を1歳未満の乳児に行う場合は，①医療機
関で行われるすべての手術について患者に文書で説明，②
前年の（手術区分ごとの）実施件数を院内掲示すること等
が要件。本書では，該当する手術に???乳施 印を付した。

（編注）2016年改定により，「通則6」の施設基準については，
基準を満たしていれば届出は不要とされた。

通 則
7 区分番号K138，K142の 6，K145，K147，
K149， K150， K151-2， K154， K154-2， K
155， K163から K164-2まで， K166， K169，
K172から K174まで， K178， K180， K191，
K192，K239，K241，K243，K245，K259，
K261， K268， K269， K275から K281まで，
K282， K346， K386， K393の 1， K397， K
398の 2，K425からK426-2まで，K511の 3，
K513， K519， K528， K528-3， K534-3， K
535， K554から K558まで， K562から K572ま
で，K573の 2，K574からK587まで，K589か
らK591まで，K601，K603-2，K610の 1，K
616-3，K633の 4及び 5，K634，K635-3，K
636，K639，K644，K664，K666，K666-2，
K674，K674-2，K684，K697-5，K716の 1，
K716-2， K717， K726， K726-2， K729から
K729-3まで，K734からK735まで，K735-3，
K751の 1及び 2，K751-2，K756，K756-2，
K775，K805，K812-2並びにK913に掲げる手
術を手術時体重が 1,500g 未満の児又は新生児
（手術時体重が1,500g 未満の児を除く）に対して実
施する場合には，それぞれ当該手術の所定点数
の100分の400又は100分の300に相当する点数
を加算する。

（編注）本書では，該当する手術に ???低新 印を付した。

通 則
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼
児に対して手術（区分番号K618に掲げる中心静脈注
射用植込型カテーテル設置を除く）を行った場合は，
当該手術の所定点数に所定点数の100分の100
又は100分の50に相当する点数を加算する。た
だし，前号に規定する加算を算定する場合は算
定しない。

→「通則7」及び「通則8」について
「通則7」及び「通則8」の加算は，第1節手術料に
定める手術にのみ適用され，輸血料，手術医療機器等加
算，薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象となら
ない。
また，「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは，

第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の
「注」に規定する加算の合計をいい，「通則」の加算点数
は含まない。 平28保医発0304・3）

（編注）各種加算の算定例

通 則
9 区分番号 K293， K 294， K 314， K 343， K
374，K376，K394，K410，K412，K415，K
422，K424，K425，K439，K442の 2及び3，
K455， K458並びにK463に掲げる手術につい
ては，区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併
せて行った場合は，所定点数に片側の場合は
4,000点を，両側の場合は6,000点を加算する。

（編注）本書では，該当する手術に ?頸 印を付した。
→リンパ節群郭清術，頸部郭清術
悪性腫瘍に対する手術において，K469頸部郭清術

（ネックディセクション）及びK627リンパ節群郭清術の
「2」は所定点数に含まれ，特に規定する場合を除き，
別に算定できない。 平28保医発0304・3）

手術

手術〔通則〕507
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2 骨関節，腱の形成を要するもの 13,910点
K101-2 指癒着症手術
1 軟部形成のみのもの 7,320点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 13,910点

K102 巨指症手術 指2
1 軟部形成のみのもの 8,330点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 17,700点

K103 屈指症手術，斜指症手術 指2
1 軟部形成のみのもの 11,510点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 15,390点

K104 削除
K105 裂手，裂足手術 27,890点
K106 母指化手術 ???施5 35,610点
K107 指移植手術 ???施5 ?複 116,670点
K108 母指対立再建術 19,150点
K109 神経血管柄付植皮術（手，足）???施5

40,460点
K110 第四足指短縮症手術 10,790点
K110-2 第一足指外反症矯正手術 10,790点
K111 削除

（編注）「ばね指手術」は，K028腱鞘切開術など実際に行わ
れた手術手技により算定する。

脊柱，骨盤

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670点
K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 11,600点
K114及びK115 削除
K116 脊椎，骨盤骨掻爬術 ?複 17,170点
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点
K117-2 頸椎非観血的整復術 2,570点

（編注） K116～K 117-2は K 930脊髄誘発電位測定等加算
「1」が算定可。
→頸椎非観血的整復術
頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対す

る頸椎の非観血的整復術（全麻，牽引による）を行った
場合に算定する〔手術の前処置として変形機械矯正術
（垂直牽引，グリソン係蹄使用）を行った場合を除く〕。
なお，頸腕症候群及び五十肩に対するものについては

算定できない。 平28保医発0304・3）

●■■■■●事務連絡 問 頸椎の疾患に対して手術（K117-2頸椎非観
血的整復術）を行った後に頸椎カラーを使用した場合に，
胸部固定帯の考え方に準じて，手術の所定点数に含まれる
と理解してよいか。

答 そのとおり。 平22.4.30)

K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点
K118 脊椎，骨盤脱臼観血的手術 ?複 31,030点
K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320点
K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890点
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術

1,580点
K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

K122及びK123 削除
K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760点
K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 43,790点
K125 骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折観血的

手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く） 32,110点
（編注）K118はK930脊髄誘発電位測定等加算「1」が算定
可。K124-2，K125はK932創外固定器加算が算定可〔K
125は骨盤骨折（腸骨翼骨折を除く）の場合〕。

K126 脊椎，骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切
除によるもの）

1 棘突起，腸骨翼 3,150点
2 その他のもの 4,510点

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点
→自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために，患者の軟骨から組織

を採取した場合は，採取した回数にかかわらず，一連の
ものとして算定する。 平28保医発0304・3）

K127 削除
K128 脊椎，骨盤内異物（挿入物）除去術

12,770点
K129からK131まで 削除
K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300点
注 2椎弓以上について切除を行う場合は，1
椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100
分の50に相当する点数を加算する。ただし，
加算は4椎弓を超えないものとする。

（編注） K128～K 131-2は K 930脊髄誘発電位測定等加算
「1」が算定可。K131-2はK939画像等手術支援加算「1」
が算定可。

K132 削除
K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730点
K134 椎間板摘出術
1 前方摘出術 40,030点
2 後方摘出術 23,520点
3 側方摘出術 28,210点
4 経皮的髄核摘出術 15,310点
注 2について，2以上の椎間板の摘出を行う
場合には，1椎間を増すごとに所定点数に所
定点数の100分の50に相当する点数を加算す
る。ただし，加算は4椎間を超えないものと
する。

（編注）K133，K134はK930脊髄誘発電位測定等加算「1」
が算定可。

→椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術
1椎間につき2回を限度とする。 平28保医発0304・3）

K134-2 内視鏡下椎間板摘出（切除）術
1 前方摘出術 75,600点
2 後方摘出術 30,390点

K135 脊椎，骨盤腫瘍切除術 ?複 36,620点
K136 脊椎，骨盤悪性腫瘍手術 ???施5 ?複

手術

手術〔手術料／筋骨格系・四肢・体幹／脊柱，骨盤〕 K112～K136 528
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内容見本
★ 

す
べ
て
の
事
務
連
絡
Ｑ
＆
Ａ
と
、
厚
労
省

等
に
確
認
を
と
っ
た
、
確
か
な
内
容
の
医

療
団
体
Ｑ
＆
Ａ
を
多
数
掲
載

★ 

見
逃
し
が
ち
な
「
通
則
」
の
規
定
も
フ

ル
カ
ラ
ー
で
分
類
し
て
い
る
た
め
、
明

確
に
把
握
で
き
ま
す

★ オリジナル解説・算定例で，曖昧な解釈，
難解な規定を的確に解説。具体的な算定
例もわかりやすく明示しています

★ 

２
０
２
6
年
度
改
定
に
よ
る
新
規
・
追
加
・
変
更
部
分
は
も
ち
ろ

ん
、
改
定
に
よ
る
削
除
部
分
や
経
過
措
置
の
該
当
項
目
・
期
日
も

す
べ
て
明
示
。
す
べ
て
の
改
定
内
容
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す

★2026年度の改定部分を緑色でマーキング。さらに
変更内容を「編注」でわかりやすく解説。すべての
変更点が一目でわかる画期的なオリジナル編集

★ 

該
当
す
る
施
設
基
準
を
示
し
た
う
え
で
、

該
当
ペ
ー
ジ
も
明
示
。
点
数
か
ら
簡
単
に

施
設
基
準
を
検
索
で
き
ま
す

★ 「通則」の規定が適用される全項目に
「通則」の記号を表示した，便利なオ
リジナル編集

★ 告示点数・基準の直下に関連通知・事務連絡Q&Aを組み
合わせて掲載。無駄のないレイアウトで，ページ単位の
収載情報量が多く，全規定が一覧できます

★ 

別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
加
算
」
の
算
定
可
否
・
算
定
回
数

を
「
編
注
」
で
明
記
。「
通
則
」
記
号
と
合
わ
せ
て
，
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
規
定
が
把
握
で
き
ま
す

★ 削除箇所も明確にわかるよう，
マーキング・解説を加えていま
す。
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内-1（210mm）

最新刊 2018年版 2018年４月刊予定

【医療事務】実践対応ハンドブック
保険診療から公費・労災，患者接遇，未収金，外国人対応まで

★2018年４月診療報酬改定と最新の法制度・医学知見に完
全準拠し，バージョンアップさせた最新版 ! !

★第１章「対応事例Ｑ＆Ａ」では，医療事務現場で発生す
る法解釈や対応がむずかしい約380事例をＱ＆Ａでずば
り解決 ! !　第２章「データBOX」では，各種法制度，
医学知識などをコンパクトに凝縮して明快に解説 ! !

★本書１冊あれば，医療事務のいかなる疑問・トラブルに
も即応可能。医療事務に関する膨大なデータ・知識を
１冊に高濃縮させた高性能ハンドブックです ! !

日本病院事務研究会著
Ａ５判／２色刷／約190頁
1,800円（＋税）

※

実
践
対
応
事
例
Ｑ
＆
Ａ
（
33
の
テ
ー
マ
）
│
①
保
険
給
付
、
②

実
費
徴
収
、
③
高
額
療
養
費
、
④
保
険
外
併
用
療
養
費
、
⑤
入
院

時
食
事
・
生
活
療
養
費
、
⑥
レ
セ
プ
ト
審
査
、
⑦
指
導
・
監
査
、

⑧
公
費
負
担
医
療
、
⑨
労
災
保
険
、
⑩
自
賠
責
保
険
、
⑪
外
国

人
、
⑫
生
活
保
護
、
⑬
未
収
金
、
⑭
文
書
料
、
⑮
同
意
書
、
⑯
個

人
情
報
保
護
、
⑰
患
者
ク
レ
ー
ム
、
⑱
地
域
包
括
ケ
ア
、
な
ど

※

医
療
関
連
デ
ー
タ
Ｂ
Ｏ
Ｘ
（
30
の
制
度
一
覧
）
│
①
医
療
・
介

護
総
合
確
保
推
進
法
、
②
公
費
負
担
医
療
制
度
一
覧
、
③
患
者
負

担
一
覧
、
④
実
費
徴
収
可
能
な
費
用
一
覧
、
⑤
診
療
報
酬
の
対
象

疾
患
一
覧
、
⑥
敬
語
の
使
い
方
一
覧
、
⑦
統
計
・
計
算
式
一
覧
、

⑧
感
染
症
届
出
一
覧
、
⑨
文
書
・
記
録
の
保
存
期
間
一
覧
、
⑩
カ
ル

テ
略
語
一
覧
、
⑪
外
国
語
対
応
一
覧
、
⑫
地
域
医
療
構
想
、
な
ど

保険請求・適応疾患がすべてわかる

最新刊

■ 日本臨床検査医
学会 編著

■Ｂ５判　約430頁
■２色刷
■ 2,800円（＋税）

2018-19年版

最新 検査・画像診断事典
2018年４月改定準拠の最
新版。検査医学会が，最新
知見に基づいて適応疾患・
手技解説を徹底して精緻化
させたスタンダード事典!!

※
検
査
の
「
適
応
疾
患
」
は
レ
セ
プ
ト
審
査
で
特
に
注
意
す
べ
き
点
。
本
書

で
は
，
日
本
臨
床
検
査
医
学
会
の
協
力
の
も
と
，
特
に
「
適
応
疾
患
」
を

何
重
に
も
チ
ェ
ッ
ク
し
，
徹
底
し
た
精
緻
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

※
充
実
し
た
索
引
に
よ
り
，
検
査
項
目
か
ら
適
応
疾
患
名
へ
，
疾
患
名
か
ら

検
査
項
目
へ
と
自
在
に
検
索
可
能
。
レ
セ
プ
ト
の
適
応
疾
患
チ
ェ
ッ
ク
は

も
ち
ろ
ん
，
検
査
オ
ー
ダ
ー
時
の
適
応
チ
ェ
ッ
ク
に
も
最
適
で
す
。

2018年５月刊予定

★ 2018年４月診療報酬改定に完全準拠した最新版。点
数表上のすべての検査・画像診断・病理診断の項目（手
技）について，①適応疾患（標準病名），②目的・方法・
手技，③保険請求上の留意点──を明快に解説。

★改定による新設の検査項目もすべて収載し，全項目に
最新の診療報酬点数・通知も付記しています。

★「日本臨床検査医学会」の医学者多数が，最新の臨床
知見に基づいて「適応疾患」「手技解説」をダブルチ
ェックで徹底的に精緻化。審査機関などでも広く参照
され活用されている唯一のスタンダード事典です!!

★本書１冊で，検査・画像診断・病理診断の「適応疾患」
「頻度・回数」等のレセプトチェックは万全です!!

（
キ
リ
ト
リ
線
）

《近刊書籍のご予約》 部数 医療費早わかりBOOK 2018-19年版

診療点数早見表 2018年４月版 診療報酬・完全マスタードリル 2018-2019年版

診療報酬2018【BASIC点数表】 最新･医療事務入門 2018年版

薬価・効能早見表 2018 医療事務100問100答 2018年版

DPC点数早見表 2018年４月版 医事関連法の完全知識 2018年版

介護報酬早見表 2018年４月版 公費負担医療の実際知識 2018年版

介護報酬サービスコード表 2018-20年版 《既刊書籍のご注文》
最新　検査・画像診断事典 2018-19年版 外保連試案 2018

受験対策と予想問題集 2018年前期版 医療と介護のクロスロード to2025

【医療事務】実践対応ハンドブック 2018年版 “攻める”診療報酬──戦略と選択

レセプト総点検マニュアル 2018年版 医業経営を“最適化”させる36メソッド

診療報酬・完全攻略マニュアル 2018-19年版 医療機器＆材料ディテールＢＯＯＫ
（その他ご注文書籍）

★ご住所（ご自宅または医療機関） （お客様コード：宛名下のコードをお書き下さい）

〒

★お
（フリガナ）
名前

（ご本人または
ご担当者様） 印

★お電話番号 （内線 ） 2018.2

『月刊／保険診療』※　希望する番号・文字を○で囲んで下さい。
① 定期購読申込み〔 〕年〔　　　〕月号から〔 半年・１年 〕
※　「口座自動引落し＋１年契約」（割引特典）を〔 希望する・未定 〕

② 単品注文〔 〕年〔 〕月号〔 〕冊
 〔 〕年〔 〕月号〔 〕冊

③　『月刊／保険診療』見本誌希望　（無料）

内-2（208mm）

最新刊 2018年４月診療報酬改定準拠【医科】 2018年４月下旬刊

診療点数早見表 2018年４月版
2018年４月改定の点数・施設基準・通知・事務連絡──等の完全収載版

★ 2018年４月診療報酬改定による最新点数，施設基準，通知，事務連絡ＱＡ，材料価格，届出様式，療担
規則，介護保険・給付調整，明細書記載要領──の完全収載版。情報量№１の点数表です ! !

★ オリジナル解説・算定例・Ｑ＆Ａ・図解・一覧表も多数収載。見逃しがちな「通則」「加算」等の適用項
目にすべて記号を付記し，施設基準等の該当ページも個々に明示。さらに改定内容が一目でわかるよう2018

年改定による変更部分にすべてマーキング。──画期的なわかりやすさ・機能性・検索スピードを実現 ! !

★ 全国の圧倒的多数の医療機関・公的機関・審査機関・教育機関（全国病院の９割超，教育機関の８割超※）
で使用。徹底した品質管理により「絶対の正確性」を実現し，あらゆる工夫を凝らしてどこよりも「精密
な」「機能的な」「わかりやすい」点数表を実現。──クオリティを極めた最高機能の点数表!!

〔※　2017年３月／医学通信社・利用調査より〕

■B５判　約1,600頁
■多色刷（フルカラー）
■ 4,500円（＋税）

〔前回2016年４月版は４月22日刊行〕

１　改定部分が一目でわかる！ ２　情報量No.1の点数表！ ３　オリジナル解説・Q＆A付き！
2018年改定によって変わった点数・通知・施設
基準のすべての変更部分に下線等のマーキング
を施した，実務に便利な画期的編集！

「早見表」とはいえ簡略版にあらず。事務連絡，
材料価格，届出様式，療担規則，明細書記載要
領までを完全収載した情報量No.1の点数表！

厚労省・地方厚生局等に確認した確実なQ＆A
を多数掲載。オリジナル解説・算定例・一覧表
も随所に付記し，わかりやすさ抜群！

４　見やすく機能的なレイアウト！ ５　自在な検索機能とスムースな連携！ ６　アフターサービスも万全！
フルカラーで通則・点数・基準・通知をビジュ
アルに分類。点数と通知，基準と通知をそれぞ
れ一括掲載した一覧性の高いレイアウト

詳細な目次，約１万項目の緻密な索引によって
素早い検索が可能。さらに点数には該当施設基
準のページを明示し，素早く的確に基準確認！

４月改定後に出る追加通知・事務連絡を，本書
の変更箇所を具体的に示した，『追補』を無料送
付。HPでも追補情報を毎月掲載（無料閲覧可）！

※ 発刊後に厚労省から出される大幅な追加通知・事務連絡を，小社より直接購入された方に『追補』として無料送付（書店で購入された方もご連絡
いただければ無料送付）いたします。なお，改定後のすべての追加通知・事務連絡は『月刊／保険診療』，小社ホームページでも掲載します。

『診療点数早見表』１冊＝ワクチン２人分 　医学通信社では，本書『診療点数早見表2018年４月版』１冊につきワクチン（ポリオワ
クチン）２人分相当を認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを　日本委員会（JCV）」に寄付する活動をしています。

→「通則5」について
「通則5」に規定する体外循環を要する手術とは，K
541からK544まで，K551，K553，K554からK556まで，
K557からK557-3まで，K558，K560，K560-2，K568，
K570，K571からK574まで，K576，K577，K579から
K580まで，K582からK589まで及びK592からK594ま
でに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。 平28保医発0304・3）

●■■■■●事務連絡 手術の患者への説明
問 手術を受けるすべての患者に対して，手術内容等を文書
を用いて説明するとあるが，手術の部の「通則5」及び
「6」に掲げる手術以外であっても説明が必要か。
答 文書による説明はすべての手術について実施する。

平18.3.28，一部修正）

通 則
6 区分番号K528，K528-3，K535，K583，K
586の 3， K587， K684， K695， K751の 3 及
び 4， K751-2， K756並びに K773に掲げる手
術（1歳未満の乳児に対して行われるものに限る）に
ついては，別に厚生労働大臣が定める施設基準
〔※告示 ?第12・2，p.1190〕を満たす保険医療機
関において行われる場合に限り算定する。

（編注）対象手術を1歳未満の乳児に行う場合は，①医療機
関で行われるすべての手術について患者に文書で説明，②
前年の（手術区分ごとの）実施件数を院内掲示すること等
が要件。本書では，該当する手術に???乳施 印を付した。

（編注）2016年改定により，「通則6」の施設基準については，
基準を満たしていれば届出は不要とされた。

通 則
7 区分番号K138，K142の 6，K145，K147，
K149， K150， K151-2， K154， K154-2， K
155， K163から K164-2まで， K166， K169，
K172から K174まで， K178， K180， K191，
K192，K239，K241，K243，K245，K259，
K261， K268， K269， K275から K281まで，
K282， K346， K386， K393の 1， K397， K
398の 2，K425からK426-2まで，K511の 3，
K513， K519， K528， K528-3， K534-3， K
535， K554から K558まで， K562から K572ま
で，K573の 2，K574からK587まで，K589か
らK591まで，K601，K603-2，K610の 1，K
616-3，K633の 4及び 5，K634，K635-3，K
636，K639，K644，K664，K666，K666-2，
K674，K674-2，K684，K697-5，K716の 1，
K716-2， K717， K726， K726-2， K729から
K729-3まで，K734からK735まで，K735-3，
K751の 1及び 2，K751-2，K756，K756-2，
K775，K805，K812-2並びにK913に掲げる手
術を手術時体重が 1,500g 未満の児又は新生児
（手術時体重が1,500g 未満の児を除く）に対して実
施する場合には，それぞれ当該手術の所定点数
の100分の400又は100分の300に相当する点数
を加算する。

（編注）本書では，該当する手術に ???低新 印を付した。

通 則
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼
児に対して手術（区分番号K618に掲げる中心静脈注
射用植込型カテーテル設置を除く）を行った場合は，
当該手術の所定点数に所定点数の100分の100
又は100分の50に相当する点数を加算する。た
だし，前号に規定する加算を算定する場合は算
定しない。

→「通則7」及び「通則8」について
「通則7」及び「通則8」の加算は，第1節手術料に
定める手術にのみ適用され，輸血料，手術医療機器等加
算，薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象となら
ない。
また，「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは，

第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の
「注」に規定する加算の合計をいい，「通則」の加算点数
は含まない。 平28保医発0304・3）

（編注）各種加算の算定例

通 則
9 区分番号 K293， K 294， K 314， K 343， K
374，K376，K394，K410，K412，K415，K
422，K424，K425，K439，K442の 2及び3，
K455， K458並びにK463に掲げる手術につい
ては，区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併
せて行った場合は，所定点数に片側の場合は
4,000点を，両側の場合は6,000点を加算する。

（編注）本書では，該当する手術に ?頸 印を付した。
→リンパ節群郭清術，頸部郭清術
悪性腫瘍に対する手術において，K469頸部郭清術

（ネックディセクション）及びK627リンパ節群郭清術の
「2」は所定点数に含まれ，特に規定する場合を除き，
別に算定できない。 平28保医発0304・3）

手術

手術〔通則〕507

3（ 6 1 8） 1 6／0 4／1 4 2 0 : 0 4 ■ I T S H T E S T 0 2 1 0 A 0 0 V 0 1．0 1．0 1

2 骨関節，腱の形成を要するもの 13,910点
K101-2 指癒着症手術
1 軟部形成のみのもの 7,320点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 13,910点

K102 巨指症手術 指2
1 軟部形成のみのもの 8,330点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 17,700点

K103 屈指症手術，斜指症手術 指2
1 軟部形成のみのもの 11,510点
2 骨関節，腱の形成を要するもの 15,390点

K104 削除
K105 裂手，裂足手術 27,890点
K106 母指化手術 ???施5 35,610点
K107 指移植手術 ???施5 ?複 116,670点
K108 母指対立再建術 19,150点
K109 神経血管柄付植皮術（手，足）???施5

40,460点
K110 第四足指短縮症手術 10,790点
K110-2 第一足指外反症矯正手術 10,790点
K111 削除

（編注）「ばね指手術」は，K028腱鞘切開術など実際に行わ
れた手術手技により算定する。

脊柱，骨盤

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670点
K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 11,600点
K114及びK115 削除
K116 脊椎，骨盤骨掻爬術 ?複 17,170点
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点
K117-2 頸椎非観血的整復術 2,570点

（編注） K116～K 117-2は K 930脊髄誘発電位測定等加算
「1」が算定可。
→頸椎非観血的整復術
頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対す

る頸椎の非観血的整復術（全麻，牽引による）を行った
場合に算定する〔手術の前処置として変形機械矯正術
（垂直牽引，グリソン係蹄使用）を行った場合を除く〕。
なお，頸腕症候群及び五十肩に対するものについては

算定できない。 平28保医発0304・3）

●■■■■●事務連絡 問 頸椎の疾患に対して手術（K117-2頸椎非観
血的整復術）を行った後に頸椎カラーを使用した場合に，
胸部固定帯の考え方に準じて，手術の所定点数に含まれる
と理解してよいか。

答 そのとおり。 平22.4.30)

K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点
K118 脊椎，骨盤脱臼観血的手術 ?複 31,030点
K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320点
K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890点
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術

1,580点
K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

K122及びK123 削除
K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760点
K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 43,790点
K125 骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折観血的

手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く） 32,110点
（編注）K118はK930脊髄誘発電位測定等加算「1」が算定
可。K124-2，K125はK932創外固定器加算が算定可〔K
125は骨盤骨折（腸骨翼骨折を除く）の場合〕。

K126 脊椎，骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切
除によるもの）

1 棘突起，腸骨翼 3,150点
2 その他のもの 4,510点

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点
→自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために，患者の軟骨から組織

を採取した場合は，採取した回数にかかわらず，一連の
ものとして算定する。 平28保医発0304・3）

K127 削除
K128 脊椎，骨盤内異物（挿入物）除去術

12,770点
K129からK131まで 削除
K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300点
注 2椎弓以上について切除を行う場合は，1
椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100
分の50に相当する点数を加算する。ただし，
加算は4椎弓を超えないものとする。

（編注） K128～K 131-2は K 930脊髄誘発電位測定等加算
「1」が算定可。K131-2はK939画像等手術支援加算「1」
が算定可。

K132 削除
K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730点
K134 椎間板摘出術
1 前方摘出術 40,030点
2 後方摘出術 23,520点
3 側方摘出術 28,210点
4 経皮的髄核摘出術 15,310点
注 2について，2以上の椎間板の摘出を行う
場合には，1椎間を増すごとに所定点数に所
定点数の100分の50に相当する点数を加算す
る。ただし，加算は4椎間を超えないものと
する。

（編注）K133，K134はK930脊髄誘発電位測定等加算「1」
が算定可。

→椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術
1椎間につき2回を限度とする。 平28保医発0304・3）

K134-2 内視鏡下椎間板摘出（切除）術
1 前方摘出術 75,600点
2 後方摘出術 30,390点

K135 脊椎，骨盤腫瘍切除術 ?複 36,620点
K136 脊椎，骨盤悪性腫瘍手術 ???施5 ?複

手術

手術〔手術料／筋骨格系・四肢・体幹／脊柱，骨盤〕 K112～K136 528

2 4（ 6 3 9） 1 6／0 4／1 4 2 0 : 0 4 ■ I T S H T E S T 0 2 1 0 A 0 0 V 0 1．0 1．0 1

内容見本
★
す
べ
て
の
事
務
連
絡
Ｑ
＆
Ａ
と
、
厚
労
省

等
に
確
認
を
と
っ
た
、
確
か
な
内
容
の
医

療
団
体
Ｑ
＆
Ａ
を
多
数
掲
載

★
見
逃
し
が
ち
な
「
通
則
」
の
規
定
も
フ

ル
カ
ラ
ー
で
分
類
し
て
い
る
た
め
、
明

確
に
把
握
で
き
ま
す

★ オリジナル解説・算定例で，曖昧な解釈，
難解な規定を的確に解説。具体的な算定
例もわかりやすく明示しています

★
２
０
１
８
年
４
月
改
定
に
よ
る
新
規
・
追
加
・
変
更
部
分
は
も
ち

ろ
ん
、
改
定
に
よ
る
削
除
部
分
や
経
過
措
置
の
該
当
項
目
・
期
日

も
す
べ
て
明
示
。
す
べ
て
の
改
定
内
容
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す

★2018年４月改定部分を緑色でマーキング。さらに
変更内容を「編注」でわかりやすく解説。すべての
変更点が一目でわかる画期的なオリジナル編集

★
該
当
す
る
施
設
基
準
を
示
し
た
う
え
で
、

該
当
ペ
ー
ジ
も
明
示
。
点
数
か
ら
簡
単
に

施
設
基
準
を
検
索
で
き
ま
す

★ 「通則」の規定が適用される全項目に「通則」の
記号を表示した，便利なオリジナル編集

★ 告示点数・基準の直下に関連通知・事務連絡Q&Aを組み
合わせて掲載。無駄のないレイアウトで，ページ単位の
収載情報量が多く，全規定が一覧できます

★
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
加
算
」
の
算
定
可
否
・
算
定
回
数

を
「
編
注
」
で
明
記
。「
通
則
」
記
号
と
合
わ
せ
て
，
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
規
定
が
把
握
で
き
ま
す

内-3（206mm）

度測定の費用は所定点数に含まれる」とあり，「数日間連続
して測定した場合でも，一連のものとして算定する」と示
されているが，検査の包括規定は次のいずれになるか。
①同日
②同月（入院・外来問わず）
③同月において終夜睡眠ポリグラフィー（多点感圧センサ
ーを有する睡眠評価装置を使用した場合）が算定されて
いるレセプトにおいては算定できない。

答 診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。
平24.8.9）

●■■●参考 終夜睡眠ポリグラフィー
原則として，C103在宅酸素療法指導管理料「2」のその他

の場合について，在宅酸素療法指導管理料を慢性心不全で算
定する場合で，睡眠時無呼吸症候群の病名がない場合，終夜
睡眠ポリグラフィー「1」～「3」は認められない。【留意事
項】慢性心不全患者には SAS（とりわけ中枢性 SAS）の合
併が高頻度に見られること。また，その治療には在宅酸素療
法（HOT）と並んで在宅持続陽圧呼吸療法（C-PAP）が有効
であることが知られている。PSG を施行した慢性心不全患者
で SAS の病名が付いていないレセプトでは，PSG を必要と
した理由や無呼吸低呼吸指数（AHI）の値に関してコメント
することが適当である。 平22.6.21 支払基金，最終更新 :平26.9.22）

D237-2 反復睡眠潜時試験（MSLT） ?乳 ?幼 ?判
（D238） 5,000点

→反復睡眠潜時試験（MSLT）
反復睡眠潜時試験（MSLT）は，ナルコレプシー又は

特発性過眠症が強く疑われる患者に対し，診断の補助と
して，概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場
合に1月に1回を限度として算定する。なお，本検査と
D237終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には，
主たるもののみ算定する。 平28保医発0304・3）

D238 脳波検査判断料〔 ? ?判 脳〕

1 脳波検査判断料1 350点
2 脳波検査判断料2 180点
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず

月1回に限り算定するものとする。
2 1については，別に厚生労働大臣が定め
る施設基準〔※告示 ?第5・8の2，p.1163〕
に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる
場合に算定する。

3 遠隔脳波診断を行った場合については，
別に厚生労働大臣が定める施設基準〔※告
示?第5・8の3，p.1163〕に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関間で行われた場合に限り算定する。
この場合において，受信側の保険医療機関
が脳波検査判断料1の届出を行った保険医
療機関であり，当該保険医療機関において
常勤の医師が脳波診断を行い，その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告
した場合は，脳波検査判断料1を算定する
ことができる。

（編注）当該判断料は新生児・乳幼児・幼児加算の対象外。
（編注）2016年改定により，「1」が新設され，「1」につい
て施設基準が設けられた。また，遠隔脳波診断に関する規

定が新設された。
→脳波検査判断料
⑴ 脳波検査判断料1は，脳波診断を担当した経験を5
年以上有する医師が脳波診断を行い，その結果を文書
により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合
に，月の最初の診断の日に算定する。なお，当該保険
医療機関以外の施設に脳波診断を委託した場合は算定
できない（「注3」の遠隔脳波診断により算定する場
合を除く）。

⑵ 遠隔脳波診断を行った場合，脳波検査判断料1は，
受信側の保険医療機関において，脳波診断を担当した
経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い，その結
果を文書により送信側の保険医療機関における当該患
者の診療を担当する医師に報告した場合に，月の最初
の診断の日に算定する。この場合，当該患者の診療を
担当する医師は，報告された文書又はその写しを診療
録に貼付する。

⑶ 遠隔脳波診断を行った場合は，送信側の保険医療機
関においてD235脳波検査及び本区分の脳波検査判断
料1を算定できる。受信側の保険医療機関における診
断等に係る費用については受信側，送信側の医療機関
間における相互の合議に委ねる。 平28保医発0304・3）

神経・筋検査

通 則
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋

検査については，各所定点数及び区分番号D241
に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算し
た点数により算定する。

（編注）判断料と合算する検査に ?判（D241）と付記。

D239 筋電図検査 ?乳 ?幼 ?判（D241）
1 筋電図〔1肢につき（針電極にあっては1
筋につき）〕 300点

2 誘発筋電図（神経伝導速度測定を含む）
（1神経につき） 150点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
（一連につき） 400点
注1 2について，2神経以上に対して行う場

合には， 1神経を増すごとに150点を所定
点数に加算する。ただし，加算点数は
1,050点を超えないものとする。
2 3について，別に厚生労働大臣が定める
施設基準〔※告示?第5・9，p.1163〕に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関以外の保険医療機関にお
いて行われる場合には，所定点数の100分
の80に相当する点数により算定する。

→筋電図検査
⑴ 「1」において，顔面及び躯幹は，左右，腹背を問
わずそれぞれ1肢として扱う。

⑵ 「2」については，混合神経について，感覚神経及
び運動神経をそれぞれ測定した場合には，それぞれを

検査
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8の 2 脳波検査判断料1の施設基準

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。

→1 脳波検査判断料1に関する施設基準
⑴ 小児科，神経内科，脳神経外科，精神科，神経科又は心
療内科を標榜している保険医療機関である。

⑵ MRI 装置を有している。ただし，MRI 装置を有している
保険医療機関との連携体制が整備されている場合は，この
限りでない。

⑶ 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師
が1名以上配置されている。

⑷ 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が
1名以上配置されている。

⑸ 地域ごとに作成されたてんかんに関する地域連携診療計
画に2次診療施設として登録し，かつ，地域医療従事者へ
の研修を実施している，連携の拠点となる医療機関である。

⑹ 関係学会により教育研修施設として認定された施設であ
る。

⑺ 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していな
い。

⑻ 電子的方法によって，個々の患者の診療に関する情報等
を送受信する場合は，厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」を遵守し，安全な通信環境
を確保している。
2 届出に関する事項

⑴ 脳波検査判断料 1 の施設基準に係る届出は，別添 2
（p.1234～）の様式27の2を用いる。
⑵ 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師
の氏名，勤務の態様（常勤・非常勤，専従・非専従，専
任・非専任の別）及び勤務時間を別添2の様式4を用いて
提出する。 平28保医発0304・2）

●■■■■●事務連絡 問 D238脳波検査判断料「1」の施設基準に
「関係学会により教育研修施設として認定されている施設で
あること」とあるが，具体的には何を指すのか。

答 日本てんかん学会認定研修施設，日本神経学会認定施設，
日本脳神経外科学会専門研修施設，日本小児神経学会小児
神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研
修施設を指す。 平28.3.31）

8の 3 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生
労働大臣が定める施設基準（編注 : 遠隔脳波診断に係
る施設基準）

⑴ 送信側
脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機

器及び施設を有していること。
⑵ 受信側

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整
備されていること。

→1 遠隔脳波診断に関する施設基準
⑴ 送信側（脳波検査が実施される保険医療機関）において
は，以下の基準を全て満たす。
ア 脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・
機器を有している。

イ 電子的方法によって，個々の患者の診療に関する情報
等を送受信する場合は，厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を遵守し，安全な通
信環境を確保している。

⑵ 受信側（脳波検査の結果について診断が行われる病院で

ある保険医療機関）においては，以下の基準を全て満たす
こと。
ア 脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療
機関である。

イ 電子的方法によって，個々の患者の診療に関する情報
等を送受信する場合は，厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を遵守し，安全な通
信環境を確保している。
2 届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は，別添2（p.1234～）

の様式27の3を用いる。なお，届出については，送信側，受
信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であ
り，また，送信側の医療機関の届出書については，受信側に
係る事項についても記載する。 平28保医発0304・2）

9 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

⑴ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有し
ていること。

⑵ ⑴に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保
険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が，
当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であるこ
と。

→1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式に

より算出した数値が100分の20以上である。
2 届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出

は，別添2（p.1234～）の様式26を用いる。 平28保医発0304・2）

10 神経学的検査の施設基準

⑴ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。

⑵ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

→1 神経学的検査に関する施設基準
⑴ 神経内科，脳神経外科又は小児科を標榜している保険医
療機関である。

⑵ 神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科，
脳神経外科又は小児科を担当する常勤の医師（専ら神経系
疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る）
が1名以上配置されている。
2 届出に関する事項
神経学的検査の施設基準に係る届出は，別添2（p.1234～）

の様式28を用いる。 平28保医発0304・2）

10の 2 補聴器適合検査の施設基準

⑴ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。

⑵ 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有して
いること。

→1 補聴器適合検査に関する施設基準
⑴ 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり，厚生労
働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した耳鼻咽喉科
を担当する常勤の医師が1名以上配置されている。

⑵ 当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常
時備えている。
ア 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置
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1316　告示6　特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算の対象疾病

《 参考》

【例示した疾患名】
　この一覧表に例示した疾患名は，主な対象疾患を掲載したものであり，すべての対象疾患を掲載したものではない
ことを予めご了承ください。また，特定疾患療養管理料等の対象疾患の解釈については，都道府県の各審査委員会に
おいて見解が多少異なることもあり得ますので，詳細は各審査機関にご確認ください。
　なお，一覧表において疾患名は原則として「標準病名」に統一しています（青色文字の病名を除く）。

【表中の記号】
① 特：B000 特定疾患療養管理料，F100・F400 特定疾患処方管理加算の対象疾患（例示）
② ウイ：B001「１」 ウイルス疾患指導料の対象疾患（肝炎はウイルス性であることが明らかな疾患のみ表示）
③ 小特：B001「４」 小児特定疾患カウンセリング料の対象疾患
④ 難入：A210「１」 難病患者等入院診療加算の対象疾患
⑤ 難リ：H006  難病患者リハビリテーション料の対象疾患
⑥ 皮Ⅰ：B001「８」 皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）の対象疾患
⑦ 皮Ⅱ：B001「８」皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅱ）の対象疾患
⑧ 生習：B001-3  生活習慣病管理料の対象疾患
⑨ ×印：上記①～⑧のいずれにも該当しない疾患

（編注）2016年改定により，B001「５」小児科療養指導料，B001「７」難病外来指導管理料の対象が指定疾病として規定され
たことに伴い，記号表記は省略した。
※ 　「小児科療養指導料」の対象は，脳性麻痺，先天性心疾患，ネフローゼ症候群，ダウン症等の染色体異常，川崎病で冠動
脈瘤のあるもの，脂質代謝障害，腎炎，溶血性貧血，再生不良性貧血，血友病，血小板減少性紫斑病に，小児慢性特定疾
病医療支援の対象に相当する状態の患者（「小児慢性特定疾病情報センター」ＨＰ参照）が加えられた。
※ 「難病外来指導管理料」の対象は，①指定難病（p.206），②特定疾患治療研究事業に掲げる疾患（スモン，難治性肝炎の
うち劇症肝炎，重症急性膵炎等），③先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に掲げる疾患（先天性血液凝固因子
欠乏症，血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症）──の各受 給者証の交付を受けている患者等に変更された。

 特定疾患療養管理料等の対象疾患及び対象外疾患

数字・欧文
１型糖尿病 E10 特 生習
２型糖尿病 E11 特 生習
AHアミロイドーシス E858 難リ
AIDS B24 ウイ 難入
AIDS関連症候群 B24 ウイ 難入
AIDS検査陽性 R75 ウイ 難入
ALアミロイドーシス E858 難リ
Ａ型肝炎 B159 特 ウイ
Ａ型劇症肝炎 B150 ウイ
Ｂ型インスリン受容体異常症 E13 特 生習
Ｂ型肝炎 B169 特 ウイ
Ｂ型肝炎ウイルス感染 B169 特
Ｂ型急性肝炎 B169 ウイ
Ｂ型劇症肝炎 B169 ウイ
Ｂ型慢性肝炎 B181 特 ウイ
Ｂ細胞リンパ腫 C851 特
Ｃ型肝炎 B182 特 ウイ
Ｃ型肝炎ウイルス感染 B182 特
Ｃ型急性肝炎 B171 ウイ
Ｃ型劇症肝炎 B171 ウイ
Ｃ型慢性肝炎 B182 特 ウイ
DIC症候群（播種性血管内凝固） D65 × 　
Ｄ型肝炎 B178 特 ウイ
Ｅ型肝炎 B172 特 ウイ
Ｅ型劇症肝炎 B172 ウイ

GM1ガングリオシドーシス E751
特 難入
難リ

GM2ガングリオシドーシス E750
特 難入
難リ

GM3ガングリオシドーシス E751 特
HBウイルス腎症 B169 特 ウイ
HCウイルス腎症 B171 特 ウイ
HIV感染症 B24 ウイ 難入
HIV検査陽性 R75 ウイ 難入

Ｉ細胞病 E770
特 難入
難リ

LDLリポ蛋白血症（高 LDL血症） E780 特 生習
LE皮疹 L930 皮Ⅰ
LGL症候群 I456 ×
MALTリンパ腫 C851 特
MRSA感染症 A490 難入
NSAID胃潰瘍 K259 特
NSAID十二指腸潰瘍 K269 特
QT延長症候群 I490 特
QT短縮症候群 I498 特
RS3PE症候群 M0600 難リ
SLE（全身性エリテマトーデス） M329 難リ
SLE眼底 M321 難リ
Ｓ状結腸炎 A09 ×
Ｓ状結腸過長症 Q438 ×
TBG異常症 E078 特
TSH受容体異常症 E078 特
VLDリポ蛋白血症（脂質異常症） E785 特 生習
XO症候群 Q969 特
XXX症候群 Q970 特
XXY症候群 Q980 特

疾　患　名 ICD-10 算定可否 疾　患　名 ICD-10 算定可否

関連
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 診療報酬点数一覧表 （2016年４月現在）

１．初診・再診料 :::::::::::::::::::::749
２．入院基本料 ::::::::::::::::::::::::750
３．入院基本料等加算:::::::::::::::753
４．特定入院料 ::::::::::::::::::::::::758
５．短期滞在手術等基本料 ::::::::765
６．医学管理等 ::::::::::::::::::::::::766

７．在宅医療 :::::::::::::::::::::::::::773
８．検査 :::::::::::::::::::::::::::::::::782
９．画像診断 :::::::::::::::::::::::::::785
10．投薬 :::::::::::::::::::::::::::::::::787
11．注射 :::::::::::::::::::::::::::::::::788
12．リハビリテーション :::::::::::790

13．精神科専門療法 ::::::::::::::::::793
14．処置 :::::::::::::::::::::::::::::::::797
15．手術 :::::::::::::::::::::::::::::::::800
16．麻酔 :::::::::::::::::::::::::::::::::803
17．放射線治療 ::::::::::::::::::::::::804
18．病理診断 :::::::::::::::::::::::::::806

※ 以下，届印は，厚生労働大臣が定める施設基準に適合している旨，地方厚生（支）局長に届け出る必要があるものを示す。

基本診療料
 1． 初診・再診料

区分・点数 加　算 算定上のポイント
Ａ000 初診料 282点

注 2，注 3　紹介のない患者
の初診料：209点（※１）

注 4　医薬品の未妥結病院の
初診料：209点（※２）

注 5　同一日の別傷病での 2

科目受診：141点（注 2 ～
注 4の初診料を算定する場
合は104点）
◆ 2科目受診の場合，右の
加算は算定不可

●乳幼児加算（ 6歳未満）：75点（時間外等加算との併算定不可） ◆一傷病の診療継続中に他傷病
の初診を行った場合は再診料
を算定。ただし，初再診と同
一日の別傷病での他科初診に
ついては141点を算定可

◆患者が任意に診療を中止し 1
月以上経過後に再受診した場
合，慢性疾患などを除き，同
一病名でも初診として扱う

◆診察の結果，該当する病名が
ない場合でも初診料は算定可

◆初診後の即日入院でも算定可

時間外等加算（いずれか一つのみ算定） 6歳以上 6歳未満
●時間外加算（表示診療時間外）
●休日加算（日曜・祝日，12/29～1/3）
●深夜加算（午後10時～午前 6時）
●時間外特例医療機関・時間外加算（夜間）

85点
250点
480点
230点

200点
365点
695点
345点

●小児科標榜医療機関の 6 歳未満特例加算：夜間・休日・深夜
を診療時間とする場合に加算（200点・365点・695点）

●診療所の夜間・早朝等加算：50点（夜間・休日・深夜を診療
時間とする場合に加算。時間外特例医療機関，小児科標榜医
療機関の 6歳未満特例加算を算定する場合を除く）

Ａ001 再診料 72点
　
注 1　病院（一般病床数200床
未満）又は診療所で算定

注 2　未妥結病院：53点（※２）
注 3　同一日の別傷病での 2

科目受診：36点（注 2の未
妥結病院の再診料を算定す
る場合は26点）
◆右の加算は算定不可

●乳幼児加算（ 6歳未満）：38点（時間外等加算との併算定不可） ◆同日に 2以上の再診があった
場合（同日再診）でも各々算
定可（同一日の別傷病での 2
科目受診を除く）

◆患者又は看護者に電話等によ
り治療上の指示をした場合も
再診料を算定可（その場合，
外来管理加算と地域包括診療
加算，認知症地域包括診療加
算は算定不可だが，その他の
加算は算定可）

◆丁寧な問診や詳細な身体診察
などを行わず，簡単な症状の
確認等を行ったのみで継続処
方を行った場合，再診料は算
定できるが，外来管理加算は
算定不可

時間外等加算（いずれか一つのみ算定）（※３） 6歳以上 6歳未満
●時間外加算（表示診療時間外）
●休日加算（日曜・祝日，12/29～1/3）
●深夜加算（午後10時～午前 6時）
●時間外特例医療機関・時間外加算（夜間）

65点
190点
420点
180点

135点
260点
590点
250点

●小児科標榜医療機関６歳未満特例加算（※３）：夜間・休日・
深夜を診療時間とする場合に加算（135点・260点・590点）

●診療所の夜間・早朝等加算：50点（初診料と同じ）
●外来管理加算（※４）：52点
●時間外対応加算 1 届（常時対応の診療所）： 5点
●時間外対応加算 2 届（準夜帯対応の診療所）： 3点
●時間外対応加算 3 届（当番日の準夜帯対応の診療所）： 1点
●明細書発行体制等加算：１点（電子請求を行う診療所で，詳
細な明細書を無料交付している場合に加算）

●地域包括診療加算届（診療所）：20点（※５）
●認知症地域包括診療加算（診療所）：30点（※６）

Ａ002 外来診療料 73点

注 1　病院（一般病床数200床
以上）で算定

注 2，注 3　他院（一般病床
200床未満病院又は診療所）
紹介の申出にもかかわらず
当院を受診：54点（※１）

注 4　未妥結病院：54点（※２）
注 5　同一日の別傷病での 2

科目受診：36点（注 2～ 4
を算定する場合は26点）
◆右の加算は算定不可

●乳幼児加算（ 6歳未満）：38点（時間外等加算との併算定不可） ◆日常的な検査と処置の費用を
包括（※７）

◆外来管理加算，電話等による
再診料は算定不可。他は再診
料と同様

◆包括項目に係る「款」又は「注」
加算は算定不可。ただし，検
体検査実施料「通則 3 」の外
来迅速検体検査加算，包括検
査に係る判断料は別に算定可

◆包括処置に係る薬剤料，特定
保険医療材料料は算定可

時間外等加算（いずれか一つのみ算定）（※３） 6歳以上 6歳未満
●時間外加算（表示診療時間外）
●休日加算（日曜・祝日，12/29～1/3）
●深夜加算（午後10時～午前 6時）
●時間外特例医療機関・時間外加算（夜間）

65点
190点
420点
180点

135点
260点
590点
250点

●小児科標榜医療機関 6 歳未満特例加算（※３）：夜間・休日・
深夜を診療時間とする場合に加算（135点・260点・590点）

※ 1　①紹介率50％未満かつ逆紹介率50％未満の特定機能病院又は許可病床500床以上の地域医療支援病院，②紹介率40％未満か
つ逆紹介率30％未満の許可病床500床以上（一般病床200床未満を除く）の病院――が対象。

　　　紹介率＝（紹介患者数＋救急患者数）÷初診患者数。逆紹介率＝逆紹介患者数÷初診患者数
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★ 各診療報酬点数の「厚生労働大臣が定める施設基準」とは施設基
準のどの規定に該当するのかを（枝項目に至るまで）ピンポイン
トで示したうえで，その該当ページも示しているため，点数から
その施設基準を的確かつ簡単に検索することができます
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★ 規定が複雑・難解な項目につい
ては，わかりやすく整理したオ
リジナルの図表，参考図，一覧
表を多数掲載しています

★『診療報酬点数一覧表』──初・再診から
病理診断まで，診療報酬の各部の点数・
算定要件・施設基準をコンパクトでビジ
ュアルな一覧表にまとめています ★
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★ 全ページにインデックスを付け，診療
報酬の各部，施設基準ごとに分類。ま
た，詳細に分類した「ハシラ」により，
探したいページが素早く開けます

★
点
数
の
早
引
き
、
算
定
要
件
・
施
設

基
準
の
確
認
の
た
め
の
「
早
見
表
」

と
し
て
、
実
務
に
役
立
ち
ま
す

★
「
通
則
・
加
算
」
の
記
号
表
記
、さ
ら
に
検
査
の
「
判
断
料
」

が
算
定
可
能
な
項
目
に
も
記
号
表
記
。
複
雑
に
錯
綜
す
る

算
定
規
定
が
一
目
で
わ
か
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
で
す

★
明
細
書
の
略
号
も

付
記
し
て
い
ま
す

★
五
十
音
順
で
掲
載
し
た
１
５
０
０
疾
患
（
臨
床
で
登
場
す
る
主
な
疾
患
を
ほ
ぼ
網
羅
）

が
、「
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
」
や
「
生
活
習
慣
病
管
理
料
」
な
ど
点
数
表
上
で
対
象
疾

患
が
規
定
さ
れ
て
い
る
診
療
報
酬
の
適
応
と
な
る
か
否
か
を
示
し
た
一
覧
表
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★医療機関の経営管理職，医療事務職に向けた医療総合誌 ! !
「医療制度」「医療マネジメント」「保険請求」――に関するあ
らゆる情報を１冊に凝縮。2018年から2025年に向かう激動
の時代の，さらにその一歩先を行く，月に一度の必読誌 ! !

★2017年９月号～ 2018年６月号にかけては，連載特集「2018年
同時改定を読み解く」を掲載。厚労省担当官や中医協委員な
ど改定のキーパーソンに取材し，その全貌をキャッチ ! !

★2018年２月号では特集「2018年診療報酬改定――新点数全覧」
で，主要改定項目・新旧対照表を詳細に読み解き，３月号で
は改定シミュレーションと“日本で最も早い点数表”――別
冊『診療報酬2018【BASIC点数表】』を収録 ! !

★４・５月合併号は『診療点数早見表2018年４月版』，６～８
月号では2018年改定に対する医療機関の戦略と対策，新点数
算定事例集，算定Ｑ＆Ａなど，あらゆる角度から総特集 ! !

本誌の主な連載

月刊

本誌の主な特集
4  レセプトの“大学”──請求もれ240の視点
5  12枚の医業経営企画書
6  “地域連携”コーディネート術
7  医療＆ビジネス──連携と交渉術
8  収支改善３戦略「診療単価アップを極める」
9  収支改善３戦略「増患の法則」
10 収支改善３戦略「コスト減の全技術」
11 医療＆介護“境界線の歩き方”
12 間違いだらけのデータ＆シミュレーション

【2018年】（予定含む）
1  “10年後”への舵取り
2  2018年診療報酬改定──新点数全覧

2018年介護報酬改定はこうなる！
3  2018年同時改定──全詳報＆シミュレーション
別冊付録　診療報酬2018【BASIC点数表】
4 5   診療点数早見表 2018年４月版
6  2018年同時改定“完全攻略”マニュアル〔Ⅰ〕
7  2018年同時改定“完全攻略”マニュアル〔Ⅱ〕
連載特集   2018年診療報酬・介護報酬同時改

定を読み解く
〔2017年９月号～ 2018年６月号〕

※ お申込みは，注文ハガキ・FAX・電話・
HP等で，何月号から購読されるかお知ら
せいただくだけで結構です。

※ 定期購読の場合，送料は無料です。

■価格：1,800円（＋税）
（2018年３月号，４･５月合併号は特別価格となります）
■定期購読（送料無料）
半年：10,800円（＋税）　１年：21,600円（＋税）
★口座自動引落し＋１年契約は割引特典あり

⇨　 １年（1割引）：19,440円（＋税）

★2018年３月号
★４・５月合併号

特別価格　3,600円（＋税）
特別価格　4,500円（＋税）

→ 定期購読の場合は差額無料‼
→ 定期購読の場合，差額分（1年契約の場
合で計3,240円）はサービスとなります

2018年同時改定から2025年に向けた経営戦略とマネジメント，医療事務と保険請求を極める月刊誌!!

2018年同時改定
から2025年まで
を見通す月刊誌

■Ａ４判 約120頁
■フルカラー／２色刷
■毎月10日発行
■ 購読希望者には見
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特集／“10 年後”への舵取り
～社会・医療・介護はどこに漂着するのか～

連載特集  　2018 年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く 5

●第 47 回診療報酬請求事務能力認定試験（医科）：問題と解説

特
集
〝
10
年
後
〞
へ
の
舵
取
り

★日本の元気な病院＆クリニック…先進的な医療システム，画期的な経営改善事例を徹底取材
★視点…医療制度改革や医業経営に関する様々な異論・提言・卓説・高説を読み切り掲載
★元審査委員による特別講義 “保険診療”の教室…審査委員の視点からの「保険診療」の心得
★病院＆クリニック経営100問100答…医業経営のプロ達が経営改善のノウハウを明快に指南
★こうして医療機関を変えてきた！…院内改革を断行し，着実に成功させてきた貴重な経験知
★NEWS縦断…医療政策・診療報酬の潮流を探り，2025年改革への道筋をナビゲート
★プロの先読み・深読み・裏読みの技術…医療・診療報酬の変化を的確に読み解くプロの目
★大人なのに走る…病院を舞台に事務スタッフ達の様々な葛藤を瑞々しく描く短編小説群
★医療界の“不都合な真実”…医療制度の矛盾，医療現場の崩壊を警告する直言コラム
★実践DPC請求Navi…カルテ病名からDPC選択・算定までの実践的ノウハウを解説
★パーフェクトレセプトの探求…請求もれ・査定減をゼロにするための実践マニュアル
★レセプト点検の名探偵…請求ミスが埋もれたレセプトの“謎”を見事解決するプロの眼
★点数算定実践講座…カルテ読解から点数算定，レセプト作成までを事例問題で詳述
★カルテ・レセプトの原風景…医師の診断の思考過程，全診療行為のディテールを再現
★医療機器・材料をもっと知りたい…臨床現場の様々な機器・材料のディテールを解説
★医療事務Openフォーラム…現場の斬新な取組み，画期的工夫，業務改善ノウハウ紹介
★保険診療オールラウンドＱＡ…診療報酬・保険制度等のＱ＆Ａを集大成し明快に解説
★読者相談室…診療報酬・法制度・臨床等に関するあらゆる疑問・難問に答えるＱ＆Ａ
★厚生関連資料…最新の告示・通知等をポイント解説付きで掲載。点数表該当頁も明示

2018年３月号／別冊付録

診療報酬2018【BASIC点数表】
◆ 他のどこよりも早い最新点数表!!
◆ 全診療報酬項目の点数・施設基準・通知・
材料価格をすべて収載。３月22日頃刊行!!
〔別冊付録〕単品価格：2,800円（＋税）

11第 73 巻・第 1号（通巻 1537 号）

“10年後” への舵取り特集
～社会・医療・介護はどこへ漂着するのか～

諸事万端，あらゆる物・事に“流れ”というものがあります。未来に向かう医療の流れを“海流”に
たとえれば，「社会保障費抑制」「医療の市場化・産業化」「医学・医療技術の進歩」という 3本の“本流”
があり，その先に数多の“分流”が派生するという構図でしょうか。
「社会保障費抑制」という本流の先には「診療報酬マイナス改定」「公的給付縮小」「国民・患者負担増」
などの分流，「医療の市場化・産業化」の先には「混合診療の拡大」「民間医療保険の拡大」「労働規制
緩和」などの分流，「医学・医療技術の進歩」の先には「ICTの推進」「ゲノム医療の推進」「AI・ロボ
ット技術の進歩」などの分流が流れ，医療という船を押し流していきます。
そうした流れに乗り流されるだけなら簡単かもしれませんが，その行き着く先が南国の海か酷寒の流
氷群か，あるいは深層海流に運ばれた海の底かはわかりません。流れの方向性を見極め，ときには流れ
に乗り，ときには抗して，舵取りしていくのは難易度の高い技術です。
そして今，医療だけではなく，社会全体の“海流”も大きくうねり始めてきたようです。世界の政治・
経済の流れが制御不能な“うねり”と化しつつあるなかで，10 年後，日本という“船”はどんな場所
に辿り着いているのでしょうか。─ただ一つ確かなことは，自らの舵取りで到達した場所と，“うねり”
に呑み込まれて漂着した場所は，まったく違うということです。
また，これはたとえ話そのものの落とし穴ですが，“海流”が人間の力で変えられないのに対して，
社会の流れは我々自身で変えられるという点にも留意する必要があります。“未来は決して変えられな
いものではない”─そんな当たり前のことが，多くの人々の頭の中から抜け落ちてしまっています。
舵取りだけでなく，“海流”そのものを変えること。その“イマジン”が求められているはずですが，
そんな想像力もなく潮目も読めない航海士の動かす船が，巨大な“うねり”にただ呑み込まれていく図
式，それがこの国の現況なのかもしれません。─“10年後”は深く暗い霧の先にあります。

“タイタニック・ジャパン”の栄光の船出あるいは曳航の船出─。
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月刊／保険診療・2017 年 12 月

	2018年同時改定の意味するところ

─ 2025 年，さらにその先へ向けた流れのなかで，2018
年の同時改定をどのように捉えていますか。

ひとことでいえば，ちょうど「曲がり角」なのではな
いか，と思っています。来年の同時改定は，2025 年以
降に向けて，日本の医療と介護をどのように進めていく
のか，その方向性を示す重要な地点になるのではないで
しょうか。
─そのように思われる理由は。

とにかく，患者さんの数が減っていることです。特に
地方では，人口がどんどん減っています。人口が減れば
当然患者さんの数も減り，その患者さんも，これまでの
ような急性期の「治す」医療が必要な人が減り，どちら
かといえば「治し支える」ことが必要なご高齢の方が増
えています。75 歳以上の高齢者は 2025 年に急増し，そ
の後も少しずつ増えて，2040 年頃からは多少減る傾向
になりますが，それでも 75 歳以上の絶対数はあまり変
わりません。
高齢者が増えて壮年者が減れば，「治す」医療が必要
な人と「治し支える」医療が必要な人の数が逆転します。

地方ではすでにもう逆転現象が起きていて，中核都市
や都会でもこれから徐々に進み，2040～2050 年には確
実に逆転するでしょう。地方と都会では少し時間がずれ
ていますが，全体の傾向としては同じ流れです。
このような時代において，医療制度も診療報酬・介護

報酬も，今までと同じ考え方でよいのかどうか。抜本的
に考え直す必要があるのではないかと思っています。
病院についていえば，これからは，高度急性期や急性

期の医療もしつつ地域密着型の医療も担う，という従来
型の病院では，効率も悪く，やりたいこともすべて中途
半端になってしまいます。思い切って変えていく必要が
ありますが，それを診療報酬でどのように手当てするか
は，非常に大きな問題です。
私は，高度急性期や急性期はダウンサイズするしかな

いと思っています。その医療が必要な患者数が減るわけ
ですから。患者さんの割合からすれば「治す」医療が
20％，「治し支える」医療は 80％，さらに「治し支える」
医療の内訳も「支える」ほうが 80％くらい，という医
療を作っていかなくてはなりません。そのなかで何をど
う変えつつ，どう手当てをするのか。
来年の同時改定の意味は，そのような将来の「ありよ

う」をはっきりと示し，進むべき方向性を示唆すること
ではないかと思います。
何事も急には変えられません。特に診療報酬は，各病

院の経営に大きな影響を与えます。みんな従来どおりの
医療ではむずかしいのはわかっていても，急激に変える
と経営に直結してしまいます。ですので，まず将来を見
据えた医療のありようを示してもらい，いろいろな準備
や心構えをする。その方向性を示す改定だと思うのです。

	診療報酬・介護報酬の進むべき方向性

─将来に向けた診療報酬・介護報酬の進むべき方向性は，
どのようにお考えですか。

まず一つは，モノの評価から現実に提供している医療
そのものの評価へと，変わっていくことが重要ではない
かと思います。

2018年診療報酬・介護報酬
同時改定を読み解く 4  連載特集

相澤﻿﻿孝夫（あいざわ��たかお）
1947 年長野県松本市生まれ。1973 年に東京慈恵会医科大
学卒し，信州大学第二内科入局。1981 年に相澤病院副院
長就任後，1983 年，信州大学医学博士学位取得。1994 年
に慈泉会理事長 ･ 相澤病院院長就任し，現在に至る。
2017 年 5 月より日本病院会会長。

増大する高齢者への「治し支える」医療を中心に据えた変革が必要

社会保障審議会・医療部会委員（日本病院会会長）　 相澤 孝夫﻿氏

18 月刊／保険診療・2018 年 1 月

10年後の日本の政治・経済・社会のあり方
　格差社会と社会保障財源の
10年後

宮武　今回のテーマは，10 年後に日
本の社会がどう変わっていくのか，
です。10 年後というと 2027 ～ 2028
年頃で，75 歳以上が総人口の 2 割
に近づいている状況です。少子化は
さらに進展し，継続的に人口が減少
していく時代に入っているはずです。
　厚労省は，地域医療構想や地域包
括システムをその頃までに定着させ
ようと作業を進めておられるわけで
すが，まずはその近未来像について，
どのように捉えておられるか，うか
がいたいと思います。
横倉　10 年後の社会で私どもが一番

心配しているのは，格差社会がこれ
以上，広がらないかということです。

今の日本では，所得格差があっても，
税と社会保障による再配分によって
かなり格差が解消する社会になって
いますが，2027 年になると，高齢
者が増え，それを支える世代が減っ
ていきますからね。明るく元気な高
齢社会をつくり，高齢者でも可能な
うちは社会参加・社会貢献ができる
よう，元気な高齢者になっていただ
くために，今から準備をしていかな
ければと思っています。
鈴木　2025 年に団塊の世代全員が 75

歳以上になります。この人たちは若
い頃，人数が多い分，受験も就職も
大変だったと思いますが，老いるの
も大変ということになりそうです。
2025 年から 10 ～ 15 年間が，おそ
らく日本の医療・介護ニーズのピー
クで，その後は減っていきますから，

この山の時期をどう
乗り切るかというと
ころが直近の課題で
す。
　それと，横倉会長
のおっしゃった所得
再分配機能について
ですが，日本で社会
保障と税がどのくら
い再分配に寄与して

いるかというと，社会保障が 7，税
が 1 なんです。つまり，社会保障で
高齢者や弱者にきびしい処置をしす
ぎると，所得再分配機能が小さくな
るということです。
宮武　65 歳以上の単独世帯または夫

婦のみ世帯が，全世帯の 4 分の 1 を
占める時代がくるなかで，格差が拡
大すると，どうにも暗い社会になる。
金子先生は経済学者の視点から 10
年後をどう予測されていますか。
金子　まず危惧するのは財政がもって

いるかどうかです。生産年齢人口（15
～ 64 歳）はすでに落ち込み，この
4 年間で 388 万人ほど減っています。
このように現役世代の不足が始まっ
ているにもかかわらず，財政規律は
ほとんどないに等しい状況で，日銀
が 446 兆円も国債を買って財政を支
えている状態です。税金を集めて支
出をするという基本的な姿から外れ，
財政赤字を出してもお札を刷ればい
いという話になっているわけです。
2016 年度現在，国債などの借金は
1071 兆円です。財務省は，1％金利
が上がると，国債の価値が 67 兆円
もが棄損すると言っています。
　つまり，アベノミクスによって，
物価が上がらず金利は上がらない，
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特集　“10年後”への舵取り 座談会

“10年後”に辿り着く場所　〜漂着するか，到達するか〜
出席者（50音順／敬称略）：	慶應義塾大学 経済学部 教授   金子　　勝

 厚生労働省 医務技監   鈴木　康裕
 日本医師会 会長   横倉　義武
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Part�3

1 7 対 1 入院基本料改定への対応

1 ��背景����一般病棟（7対1）に関する診療報酬
改定のポイント

2016 年度診療報酬改定において，一般病棟入院基本
料（7対 1）については，前回に引き続いてさらなる要
件厳格化の方向が示されました。主なポイントは次のと
おりです（図表 1，図表 2）。
①重症度，医療・看護必要度の要件見直しと基準厳格化

②在宅復帰率の基準厳格化

③短期手術・検査入院の見直し

④病棟群単位の導入

これらは，前回の 2014 年度改定で定められた 7対 1
入院基本料算定病床の削減をより加速する施策となって
います。重症度，医療・看護必要度の項目改定と基準厳
格化は，一定数の 7対 1病床削減を前提としたものとな
っており，貴院においても，成り行きではクリアするこ
とができない状況となっています。

2 ��課題����貴院における改定インパクトのシミュ
レーション（図表 3）

貴院の一般病棟（7対 1）における診療報酬改定の影
響を試算しました。現在と同じ患者層・病床稼働率が継

P  a  r  t

3
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2016 年診療報酬改定対策
── 6 枚の企画書〔上〕

今改定で新設・大幅変更された診療報酬項目を算定することで収益はどう変化するのか─。経営コンサルタ
ントから医療機関への企画書というかたちで，費用対効果のシミュレーションを 2カ月に渡ってお届けします。

₁　7対1入院基本料改定への対応 ……………p.33
₂　回復期リハビリテーション病棟改定への対応 …p.37

小松 大介（株式会社メディヴァ取締役）

₃　�在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管
理料のマイナスへの対応………………………p.40

酒井麻由美（株式会社ヘルスケア経営研究所）

プロフィール

120 床の一般病院〔一般病棟（7対 1）1棟，
回復期リハビリ病棟 1棟，療養病棟 1棟〕
一般病棟（7：1）：二次救急対応と消化器
系の手術患者が中心

リハビリ：運動器リハビリⅠ他
回復期リハビリ病棟，療養病棟：改定の影
響は軽微。

Ⅰ．入院単価：35,000 円
Ⅱ．病床稼働率：80％
Ⅲ．看護必要度（重症度，医療・看護必要度）：

（改定前）18％→（改定後）21％
Ⅳ．在宅復帰率：（改定後）75％
Ⅴ．平均在院日数：（改定前・後）13日

院長の悩み

✓

✓

✓
✓

重症度，医療・看護必要度の見直
しに対応して収益を維持するに
は，どうすればいいだろうか

図表1　7対1入院基本料　診療報酬改定のポイント

在
院
日
数
の
短
縮

①重症度，医
療・看護必要度
の見直し

◦A項目に無菌治療室治療・救急搬送が
追加，B項目から起き上がり・座位保
持が削除，危険行動・意思疎通が追加，
Ｃ項目として手術等が追加
※ Ｃ項目（開頭・開胸・開腹の手術，胸腔
鏡・腹腔鏡手術，救命等に関わる内科的
治療等）

◦対象患者の基準引上げ（25％以上）
※ ただし2018年3月末までは200床未
満は23％以上

②在宅復帰率の
厳格化

◦在宅復帰率80％以上
◦有床診療所（在宅復帰機能強化型）が
在宅扱いとして追加

③短期手術・
検査入院の
見直し

◦対象範囲の拡大（シャント拡張術，
ESWL，定位放射線治療等）

◦年齢，対象範囲（片眼 /両眼）等によ
る区分け

◦一部薬剤，治療方法を包括外へ（透析，
インターフェロン，抗ウイルス剤等）

④病棟群単位の
導入

◦7対 1病棟に限り，10対 1への転換
において，病棟群単位で申請可能
※ 7対 1として一定期間以上経過，病棟群
単位の提出は1回のみ，一定期間後7対
1病床を削減，相互の転棟禁止等

34 月刊／保険診療・2016 年 6 月

2016 年診療報酬改定の読解術〔Ⅰ〕

特集

続すると仮定すると，重症度，医療・看護必要度の評価
項目厳格化に伴い，重症患者数は 5.8 人（18％）→6.7
人（21％）となり，対象患者数こそ増えるものの，基準
を下回る状況となっています。また在宅復帰率も 75％
で，こちらも現状では基準を下回るかたちとなります。
7 対 1 の施設基準を維持し続けるためには，経過措置の
期間中になんらかの施策を行う必要がある状況です。

3 ����対応策����対応策と概算シミュレーション

では，具体的にどのような対応策が可能でしょうか。

本企画書では，次のような 4 つの方向性を検討いたしま
す（図表 4）。
A案：7対 1病床を現状維持

B案：7対 1病床の規模を縮小

C案：7対 1病床の一部を地域包括ケア病床に転換

D案：10 対 1病床に転換

まず上記の 4 つの施策について，一定の前提条件に基
づいて改定の影響度をシミュレーションしました。この
場合は，影響度をわかりやすく理解するため，入院基本
料と付随する加算以外の要素は，運動器リハビリテーシ

B 患者の状況等 0点 1点 2点
9 寝返り できる 何かにつかまればできる できない
10 移乗 介助なし 一部介助 全介助
11 口腔清潔 介助なし 介助あり ─
12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助
13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助
14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ ─
15 危険行動 ない ─ ある

C 手術等の医学的状況 0点 1点
16 開頭手術（7日間） なし あり
17 開胸手術（7日間） なし あり
18 開腹手術（5日間） なし あり
19 骨の手術（5日間） なし あり
20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間） なし あり
21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（2日間） なし あり

22

救命等に係る内科的治療（2日間）
（①経皮的血管内治療
  ②経皮的心筋焼灼術等の治療
 ③侵襲的な消化器治療）

なし あり

［各入院料・加算における該当患者の基準］
対象入院料・加算 基準

一般病棟用
・A得点2点以上かつB得点3点以上
・A得点3点以上
・C得点1点以上

総合入院体制加算 ・A得点2点以上
・C得点1点以上

地域包括ケア病棟入院料
（地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合も含む）

・A得点1点以上
・C得点1点以上

回復期リハビリテーション
病棟入院料1 ・A得点1点以上

A モニタリング及び処置等 0点 1点 2点

1 創傷処置
〔①創傷の処置（褥瘡の処置を除く），②褥瘡の処置〕 なし あり ─

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり ─
3 点滴ライン同時3本以上の管理 なし あり ─
4 心電図モニターの管理 なし あり ─
5 シリンジポンプの管理 なし あり ─
6 輸血や血液製剤の管理 なし あり ─

7

専門的な治療・処置
〔①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ），
 ②抗悪性腫瘍剤の内服の管理，
 ③麻薬の使用（注射剤のみ），
④麻薬の内服，貼付，坐剤の管理，
  ⑤放射線治療，⑥免疫抑制剤の管理，
 ⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ），
 ⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ），
 ⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用，
 ⑩ドレナージの管理，⑪無菌治療室での治療〕

なし ─ あり

8 救急搬送後の入院（2日間） なし ─ あり

図表2　一般病棟用の「重症度，医療・看護必要度」の見直し（評価票について）（紺色文字は 2016 年改定による変更部分）

図表3　7対1施設基準変更によるインパクト
概要 医療行為，患者状態 診療点数：点 入院単価：円 費用，人員数 収支

病床数 平均在院
患者数

重症度，医療・
看護必要度

在宅
復帰率

リハ単位数�
（単位／日）

入院
基本料

看護必要
度加算2

地域包括ケア
病棟の加算

運動器
リハⅠ

基本料
等 リハビリ その他

（食事含）
看護職員数 PT

OT
医業
原価 収入（年間）医業原価・看護師等費用（年間）

収入増減
（年間）

費用増減
（年間）

収支差増減
（円）

収支差増
減（％）病棟 手術

重症
患者数

在宅復帰
患者数

診療報酬改定前 40 32 18％ 5.8 75％ 52.0 32 1,591 180 15,910 1,800 17,290 20.9 5.0 2.6 25.0％ 408,800,000 230,144,444
診療報酬改定後（成行） 40 32 21％ 6.7 75％ 52.0 32 1,591 185 15,910 1,850 17,290 20.9 5.0 2.6

A��7：1，稼働維持 40 32 23％ 7.4 80％ 55.0 32 1,591 185 15,910 1,850 17,290 20.9 5.0 2.6 25.0％ 409,384,000※1 230,144,444 584,000 0 584,000 0.1％
B��7：1，縮小 40 29 23％ 6.7 80％ 51.0 29 1,591 185 15,910 1,850 17,290 19.0 5.0 2.4 25.0％ 373,785,391 212,221,710 −35,014,609※2 −17,922,734 −17,091,874※3 −4.2％
C��7：1
＋地域包括ケア

32 25 23％ 6.5 80％ 54.0 25 1,591 185 15,910 1,850 17,290 20.9 5.0 3.1 25.2％ 319,831,250 232,679,167 −2,694,065※4 2,534,722 −5,228,787※5 −1.3％8 7 11％ 70％ 14 2,558 300 28,580 5,187 看護職員配置加算，看護補助者配置加算 86,274,685
D��10：1
＋看護必要度加算2 40 32 21％ 6.7 52.0 32 1,332 45 185 13,770 1,850 17,290 17.6 5.0 2.6 26.6％ 384,388,800 215,487,302 −24,411,200※6 −14,657,143 −9,754,057※7 −2.4％

※看護職員等人件費年間 450万

現　状

対策案
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�事　例
A病院は 300床。A246退院支援加算1，「注4」地
域連携診療計画加算の届出施設。患者は70歳の男性。
6月4日（土）：くも膜下出血にてA病院に緊急入院となる。
介護保険未申請のため，早期に退院調整に介入する。症
状が安定し，リハビリにより障害の改善が見込める状態
となったため，地域包括ケアセンターのケアマネジャー
が来院し，患者，家族の意向を確認したあと，認定後の
介護サービスについて検討を行った。
6 月 23 日（木）：退院。
6 月 24 日（金）：B病院（リハビリ病院）への通院を開始
する。

 解　説 
A246 退院支援加算は，退院支援の強化を目的に新設

されたものである（図表 16）。「1」の場合，①退院支援
部門〔（専従する看護師または社会福祉士 1 名および専
任 1 名配置），②専任病棟配置 1 名（1 人につき 2 病棟，
計 120 床）〕（①の専任は，②の病棟配置と兼ねてもよい），
③早期退院に向けた院内の取組み，④ 20 以上の連携先
の確保─などが施設基準になっている。また，「1」「3」
に対しては，「注 4」地域連携診療計画加算（地域連携パ
ス作成等の評価）が設けられている。従来（B005-2，

B005-3 の地域連携パス）の対象疾患の規定は削除された。
 算定の原則と留意事項 

退院支援加算の算定に当たっては，以下の点に注意する。
①同加算と，B003 開放型病院共同指導料（Ⅱ），B005 退院

時共同指導料 2，B005-1-2 介護支援連携指導料，B009 診
療情報提供料（Ⅰ）は併算定できるが，A246「注 4」地域
連携診療計画加算を算定した場合は，併算定できない。

②地域連携診療計画書（特掲診療料の施設基準等「別添 2」
の「様式 12 の 2」）（早見表 p.1236）に準じた様式を疾病
ごとに作成する。毎年 7 月 1 日時点での届出が必要となる。

③「1」を届け出るためには，20 以上の医療機関・介護事業
所等との連携を確保し，退院支援部門等の職員が年 3 回以
上面会を実施し，その記録を残さなければならない。

④「1」の退院支援・地域連携業務に専従する看護師等は，
病棟に専任で配置されなければならない（配置は専任，業
務は専従である）。

��入院基本料等加算��

事例�
？

退院支援加算の算定
退院調整加算が改変され新設されたA246退院支援加算だが，ケア
マネジャー等との共同指導を行った場合，どのように算定するのか。

《長面川》

�レセプト記載例��　（6 月分より抜粋）

� ＊退院支援加算 1� 600×1
＊地域連携診療計画加算� 300×1

事例の場合，ケアマネジャーと連携し入院中の患者および家族
等に指導を行っているのでB005︲1︲2 介護支援連携指導料の対
象となるが，A246「注 4」地域連携診療計画加算を算定する
場合，介護支援連携指導料は算定できない。

図表16　退院支援加算算定の流れ

退院支援加算１（600点） 地域連携診療計画加算（300点）

A医療機関

A病院からB病院へ
①診療情報提供書
②地域連携パス

パスを受けた患者について
Ｂ病院から診療情報提供書を
Ａ病院に提供

B医療機関

診療情報提供料（Ⅰ）� ：�250点
地域連携診療計画加算※�：� 50点

※外来の患者のみ算定できる。

以下は，地域連携診療計画加算
（地域連携パス）と併施不可
・開放型病院共同指導料（Ⅱ）
・退院時共同指導料２
・介護支援連携指導料
・診療情報提供料（Ⅰ）

2018年３月号 特集「2018年同時改定――全詳報＆シミュレーション」　（特別価格：3,600円＋税）

★ 2018年改定の変更ポイント総まとめ，厚労省保健局医療課課長などによる2018年改定セミナーの
内容，改定影響度シミュレーション等を掲載。

別冊付録 診療報酬2018 【BASIC点数表】　（下掲・内容見本参照）
★ 他のどこよりも早い点数表。全項目の点数告示・通知，施設基準告示・通知，材料価格を完全収
載した実用版点数表。すべての変更部分にマーキング，ポイント解説を付記。
★ 単行本（2,800円＋税）としても発行。定期購読なら，３月号本体＋別冊付録の特別価格（3,600円
＋税）が，購読料（１年契約・口座引落し・１月分：1,620円＋税）のみで購読可。送料も無料。

2018年４・５月合併号 『診療点数早見表2018年４月版』　（特別価格：4,500円＋税）

★ 定期購読の場合，『診療点数早見表2018年４月版』が購読料（１年契約・口座引落し・２カ月分：
3,240円＋税）のみで講読可。送料も無料。定期購読ならではの特典！

2018年６月号／７月号 特集「2018年同時改定“完全攻略”マニュアル」〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕
★ 医療機関の戦略と対策，詳細なシミュレーション分析に基づく企画提案，新点数算定事例集，算
定Ｑ＆Ａ――など，２カ月に渡り，あらゆる角度から2018年同時改定を総特集！

■2018年３月号別冊付録　『診療報酬 2018【BASIC点数表】』　 2018年３月22日刊予定
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2018年３月号／別冊付録
 診 療報酬2018

【BASIC点数表】
■Ａ４判変型／２色刷
■約680頁
■別冊付録の単品注文も可
単品価格：2,800円（＋税）

★
該
当
す
る
施
設
基
準
と
ペ
ー
ジ
を
明
示

し
、「
巻
末
索
引
」
も
収
載
。
請
求
実
務

に
そ
の
ま
ま
使
え
る
実
用
版
点
数
表
!!

〔『
月
刊
／
保
険
診
療
』
内
容
見
本
〕

★ 2018年改定に対応し，医療機関の
戦略と対策，経営・算定シミュレ
ーション，新点数の算定事例，Ｑ
＆Ａ総まとめなど徹底特集!!

内 -01（210mm） 内 -02（208mm） 内 -03（206mm） 内 -04（204mm） 内 -05（202mm）内-3（206mm）

★ 点数部分と施設基準をビジュアルに分類し，複雑な基準をすっきり
整理。「重症度，医療・看護必要度評価票」や計画書，同意書，指
示書などもすべて掲載しています（届出様式はそのまま入力可能な
ダウンロードサービスとして提供しています）

★ 『診療報酬点数一覧表』──初・再診から
病理診断まで，診療報酬の各部の点数・
算定要件・施設基準をコンパクトでビジ
ュアルな一覧表にまとめています

★ 規定が複雑・難解な項目につい
ては，わかりやすく整理したオ
リジナルの図表，参考図，一覧
表を多数掲載しています

★ 全ページにインデックスを付け，診療
報酬の各部，施設基準ごとに分類。ま
た，詳細に分類した「ハシラ」により，
探したいページが素早く開けます

★ 各診療報酬点数の「厚生労働大臣が定める施設基準」とは施設基準
のどの規定に該当するのかを（枝項目に至るまで）ピンポイントで
示したうえで，その該当ページも示しているため，点数からその施
設基準を的確かつ簡単に検索することができます　

★ 

審
査
機
関
の
取
扱
い
（「
審
査
情
報
提
供
事
例
」）
も

す
べ
て
掲
載
。
レ
セ
プ
ト
請
求
・
点
検
の
実
務
に
そ

の
ま
ま
役
立
つ
情
報
を
フ
ル
装
備
し
て
い
ま
す

★ 

施
設
基
準
に
お
い
て
も
、
事
務
連
絡
Ｑ
＆
Ａ
や

医
療
団
体
Ｑ
＆
Ａ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
解
説
を
多
数

掲
載
し
て
い
ま
す

★ 

施
設
基
準
に
お
い
て
も
、
告
示
と
関
連
通
知
を

一
対
一
で
組
み
合
わ
せ
て
一
括
掲
載
し
て
い
る

の
で
、
内
容
確
認
が
即
座
に
で
き
ま
す

★ 

点
数
、
算
定
要
件
（
算
定
回
数
・
期
間
、
対
象
疾
患
、
年
齢
要
件
、
時
間
要
件
、

入
院
・
外
来
の
別
、
包
括
項
目
、
併
算
定
の
可
否
等
）、
施
設
基
準
（
人
員
配
置
、

施
設
要
件
等
）
―
―
な
ど
、
す
べ
て
の
算
定
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
凝
縮

★ 

点
数
の
早
引
き
、
算
定
要
件
・
施
設

基
準
の
確
認
の
た
め
の
「
早
見
表
」

と
し
て
、
実
務
に
役
立
ち
ま
す

★ 

「
通
則
・
加
算
」、
検
査
の
「
判
断
料
」
が
算

定
可
能
な
項
目
に
記
号
表
記
。
複
雑
な
算
定
規

定
が
一
目
で
わ
か
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
で
す

★ 

約
１
５
０
０
疾
患
（
臨
床
で
登
場
す
る
主
な
疾
患
を
網
羅
）
が
、「
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
」
や
「
生
活
習
慣
病
管
理
料
」
な
ど
点
数
表
上
で
対
象
疾
患

が
規
定
さ
れ
て
い
る
診
療
報
酬
の
適
応
と
な
る
か
否
か
を
示
し
た
一
覧
表

★ 

明
細
書
の
略
号
も

付
記
し
て
い
ま
す

★ 

今
回
２
０
２
6
年
度
版
で
も
疾
患
を
増
や
し
、
大
幅
に

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
。
審
査
の
査
定
減
点
の
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
適
応
疾
患
の
チ
ェ
ッ
ク
に
効
果
抜
群
で
す
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最新刊 2026年４月診療報酬改定準拠【医科】 2026年３月下旬刊予定

診療報酬BASIC点数表 2026
点数・算定要件・施設基準をすべて収載した最速版・点数表

★　2026年３月上旬に発出される点数・施設基準の告示（点数と基本要件）・通知（細則）をすべて収載し，
わかりやすく編集・解説した，どこよりも早く，かつ内容・機能が充実した診療報酬点数表!!

★　2026年度改定による新設・変更・削除箇所にすべてマーキングと改定内容のポイント解説を付記している
ので，改定内容が一目で把握できます。改定内容の理解と説明，改定シミュレーション，レセコンの更新と
チェック，施設基準の組み換え等の改定対応に画期的に便利です! !

★　『診療点数早見表』と同じフルカラーの見やすく機能的な構成・レイアウトで，点数と施設基準の告示・
通知，「材料価格基準」「入院時食事療養費・生活療養費」の告示（価格）も収録しています。診療報酬に必
須な基本要素をすべて収録しているので，６月からの請求実務にもそのまま活用できます!!

★　目次・インデックス・索引・施設基準とのリンクなどの検索機能も充実させ，「通則」「加算」「判断料」
等の該当項目に記号表記してあるので，わかりやすさ・機能性・使いやすさ抜群です! !　また，刊行後に追
加・訂正された告示・通知はすべて弊社ホームページに掲載し，アフターサービスも万全です!!

■B５判　約1,100頁
■多色刷（フルカラー）
■  届出様式（入力可能）ダ
ウンロードサービス付

■ 3,200円（＋税）

※ 　『月刊／保険診療』定期購
読者には「2026年３月号／別
冊」としてお届けします

　※『診療報酬BASIC点数表』と『診療点数早見表』の共通点＆相違点　

共通点（両方に収載） 相違点（『診療点数早見表』のみに収載）
★点数・施設基準のすべての告示・通知
★材料価格基準，入院時食事療養費の告示（価格）
★新設・変更・削除箇所にマーキング，改定ポイント解説
★目次・インデックス・索引・施設基準とのリンク機能
★フルカラーのレイアウト，「通則」「判断料」等の記号表記

★疑義解釈（事務連絡Ｑ＆Ａ）
★材料価格基準，入院時食事療養費の通知（要件）
★ 「医療と介護の給付調整」「医師等の員数の基準」「療養担当規則」
「保険外併用療養費」「明細書の記載要領」等の告示・通知
★「編注」「参考」「一覧表」（オリジナル解説）

　※『月刊／保険診療』定期購読者には，本書を「2026年３月号／別冊」としてお届けします　
　★　 『月刊／保険診療』定期購読者の特典：定期購読の場合，送料無料かつ購読料（月1,800円又は1,620円＋税）のみで本書を購入できます（詳し

くは同封の『月刊／保険診療』のご案内，弊社ＨＰでご確認ください）。

検査

382　検査〔生体検査料/内視鏡検査〕

→皮内反応検査，ヒナルゴンテスト，鼻アレルギー誘発
試験，過敏性転嫁検査，薬物光線貼布試験，最小紅斑
量（MED）測定

⑴　皮内反応検査とは，ツベルクリン反応，各種アレル
ゲンの皮膚貼布試験（皮内テスト，スクラッチテスト
を含む）等であり，ツベルクリン，アレルゲン等検査
に使用した薬剤に係る費用は，Ｄ500薬剤により算定
する。

⑵　数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを
用いて皮内反応検査を行った場合は，それぞれにつき
１箇所として所定点数を算定する。

⑶　薬物投与に当たり，あらかじめ皮内反応，注射等に
よる過敏性検査を行った場合にあっては，皮内反応検
査の所定点数は算定できない。� （令４保医発0304･1）

→薬物光線貼布試験，最小紅斑量（MED）測定
　薬物光線貼布試験，最小紅斑量（MED）測定は，１
照射につき１箇所として算定する。� （令４保医発0304･1）

Ｄ291-2　小児食物アレルギー負荷検査� 乳�
短１ �短３ � 1,000点

　注１　別に厚生労働大臣が定める施設基準〔※
告示4第５・12，p.896〕に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において，16歳未満の患者に対して食
物アレルギー負荷検査を行った場合に，年
３回に限り算定する。

　　２　小児食物アレルギー負荷検査に係る投
薬，注射及び処置の費用は，所定点数に含
まれるものとする。

→小児食物アレルギー負荷検査
⑴　問診及び血液検査等から，食物アレルギーが強く疑
われる16歳未満の小児に対し，原因抗原の特定，耐性
獲得の確認のために，食物負荷検査を実施した場合に，
12月に３回を限度として算定する。

⑵　検査を行うに当たっては，食物アレルギー負荷検査
の危険性，必要性，検査方法及びその他の留意事項に
ついて，患者又はその家族等に対して文書により説明
の上交付するとともに，その文書の写しを診療録に添
付する。

⑶　負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。
⑷　小児食物アレルギーの診療に当たっては，「AMED
研究班による食物アレルギーの診療の手引き2017」を
参考とする。

⑸　「注２」の注射とは，第６部第１節第１款の注射実
施料をいい，施用した薬剤の費用は，別途算定する。�
� （令４保医発0304･1）

Ｄ291-3　内服・点滴誘発試験�乳� 1,000点
　注　別に厚生労働大臣が定める施設基準〔※告

示4第５・13，p.896〕に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて行われる場合に，２月に１回に限り算
定する。

→内服・点滴誘発試験
⑴　貼付試験，皮内反応，リンパ球幼若化検査等で診断
がつかない薬疹の診断を目的とした場合であって，入
院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注
した場合に限り算定できる。

⑵　検査を行うに当たっては，内服・点滴誘発試験の危
険性，必要性，検査方法及びその他の留意事項につい
て，患者又はその家族等に対して文書により説明の上
交付するとともに，その文書の写しを診療録に添付す
る。� （令４保医発0304･1）

ラジオアイソトープを用いた諸検査

通　則
　区分番号Ｄ292及びＤ293に掲げるラジオアイソ
トープを用いた諸検査については，各区分の所定
点数及び区分番号Ｄ294に掲げるラジオアイソト
ープ検査判断料の所定点数を合算した点数により
算定する。〔編注：該当検査に 判（Ｄ294）と付記〕

Ｄ292　体外からの計測によらない諸検査� 乳� 判
（Ｄ294）

　１　循環血液量測定，血漿量測定� 480点
　２　血球量測定� 800点
　３　吸収機能検査，赤血球寿命測定� 1,550点
　４　造血機能検査，血小板寿命測定� 2,600点
　注１　同一のラジオアイソトープを用いて区分

番号Ｄ292若しくはＤ293に掲げる検査又は
区分番号Ｅ100からＥ101-4までに掲げる核
医学診断のうちいずれか２以上を行った場
合の検査料又は核医学診断料は，主たる検
査又は核医学診断に係るいずれかの所定点
数のみにより算定する。

　　２　検査に数日を要した場合であっても同一
のラジオアイソトープを用いた検査は，一
連として１回の算定とする。

　　３　核種が異なる場合であっても同一の検査
とみなすものとする。

Ｄ293　シンチグラム（画像を伴わないもの）�乳�判（Ｄ
294）

　１　甲状腺ラジオアイソトープ摂取率（一
連につき）� 365点

　２　レノグラム，肝血流量（ヘパトグラム）�575点
　注　核種が異なる場合であっても同一の検査と
みなすものとする。

Ｄ294　ラジオアイソトープ検査判断料� 110点
　注　ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類
又は回数にかかわらず月１回に限り算定する
ものとする。

内視鏡検査

通　則
１　超音波内視鏡検査を実施した場合は，超音波
内視鏡検査加算として，300点を所定点数に加
算する。
２　区分番号Ｄ295からＤ323まで及びＤ325に掲
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特施

896　告示4　特掲診療料の施設基準等〔第５　検査〕

の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置され
ている場合には，当該基準を満たしていることとみなすこと
ができる。
【届出に関する事項】　ロービジョン検査判断料の施設基準に
係る届出は，別添２（→Web 版）の様式29の２に準ずる様式
を用いる。� （令４保医発0304･3）

12　小児食物アレルギー負荷検査の施設基準

⑴　当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。
⑵　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

→　小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準
⑴　小児科を標榜している保険医療機関である。
⑵　小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有
する小児科を担当する常勤の医師が１名以上配置されてい
る。なお，週３日以上常態として勤務しており，かつ，所
定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科を担
当する非常勤医師（小児食物アレルギーの診断及び治療の
経験を10年以上有する医師に限る）を２名以上組み合わせ
ることにより，常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれ
らの非常勤医師が配置されている場合には，当該基準を満
たしていることとみなすことができる。
⑶　急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検
査を行うための体制が整備されている。
【届出に関する事項】
⑴　小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は，
別添２（→Web 版）の様式31を用いる。
⑵　小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び
治療経験が分かるものを添付する。� （令４保医発0304･3）

13 　内服・点滴誘発試験の施設基準

⑴　当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。
⑵　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

→　内服・点滴誘発試験に関する施設基準
⑴　皮膚科を標榜している保険医療機関である。
⑵　薬疹の診断及び治療の経験を10年以上有する皮膚科を担
当する常勤の医師が１名以上配置されている。
⑶　急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検
査を行うための体制が整備されている。
【届出に関する事項】
⑴　内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は，別添２
（→Web 版）の様式31の２を用いる。
⑵　皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験が分
かるものを添付する。� （令４保医発0304･3）

14 　センチネルリンパ節生検（片側）の施設基準

⑴　当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。
⑵　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

→　センチネルリンパ節生検（片側）に関する施設基準
⑴　乳腺外科又は外科の経験を５年以上有しており，乳がん
センチネルリンパ節生検を，当該手術に習熟した医師の指
導の下に，術者として５症例以上経験している医師が配置
されている。

⑵　当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標
榜しており，当該診療科において常勤の医師が２名以上配
置されている。ただし，「２� 単独法」のうち，色素のみに
よるもののみを実施する施設にあっては，放射線科を標榜
していなくても差し支えない。

⑶　常勤の麻酔に従事する医師（医療法第６条の６第１項に
規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻
酔科標榜医」という）が配置されている。

⑷　病理部門が設置され，病理医が配置されている。
【届出に関する事項】　センチネルリンパ節生検（片側）の施
設基準に係る届出は，別添２（→Web 版）の様式31の３及び
様式52を用いる。� （令４保医発0304･3）

14の２　前立腺針生検法の注に規定する施設基準

⑴　当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。

⑵　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

→　前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によ
るものに関する施設基準

⑴　泌尿器科を標榜している保険医療機関である。
⑵　専ら泌尿器科に従事し，当該診療科について４年以上の
経験を有する医師が配置されている。また，当該医師は，
前立腺針生検法（MRI撮影及び超音波検査融合画像による
もの）を主として実施する医師として５例以上の症例を実
施している。

⑶　放射線科の経験を５年以上有している医師が１名以上配
置されている。

⑷　当該療法に用いる医療機器について，適切に保守管理が
なされている。

⑸　1.5テスラ以上のMRI装置を有している。
【届出に関する事項】　前立腺針生検法（MRI撮影及び超音波
検査融合画像によるもの）の施設基準に係る届出は，別添２
の様式31の４及び様式52を用いる。� （令４保医発0304･3）

15　CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準

⑴　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

⑵　当該検査を行うにつき十分な機器を有しているこ
と。

→　CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準
⑴　Ｅ200コンピューター断層撮影の「１」CT撮影の「イ」
64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」
16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に
係る施設基準のいずれかを現に届け出ている。

⑵　専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し，呼吸器系疾患
の診療の経験を５年以上有する常勤の医師が配置されてい
る。

⑶　診療放射線技師が配置されている。
【届出に関する事項】　CT透視下気管支鏡検査加算の施設基
準に係る届出は，別添２（→Web 版）の様式38を用いる。�
� （令４保医発0304･3）

15の２　経気管支凍結生検法の施設基準

⑴　当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要
な医師が配置されていること。

⑵　当該検査を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

BASIC点数表 BASIC点数表
KJ04■20220313_020531.indd   896 2022/03/13   2:21
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★ ３月下旬に刊行する最速・点数表。診療報酬の必須要素
（点数・算定要件・施設基準）をすべて収録しているので，
改定対応はもちろん，実際の請求実務にも活用できます

★ 
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★ 目次・インデックス・索引など検索機能も充実。点数と
施設基準をリンク（該当項目・ページを明示）させている
ので，点数の要件確認が素早く確実に可能となります

★ 全頁フルカラーで，『診療点数早見表』と共通の構成・
レイアウト・記号表記にしています。『診療点数早見表』
同様，使いやすさ・機能性・わかりやすさ抜群です

★ 
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★ 「通則」もフルカラーで表示しているため見逃しません。
さらに，オリジナル編集で「通則」「加算」「判断料」等
の該当項目に記号も付記し，請求もれを確実に防ぎます
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外-6（202mm）

最新刊 2018年版 2018年４月刊予定 難病法等の自己負担
の変更など，2018年
４月現在の法制度に
完全準拠。実務ディ
テールを明快解説!!

公費負担医療の実際知識
実例・図解による請求事務マニュアル

★2018年４月現在の法制度と診療報酬・介護報酬同時改定に準拠した最新版。制度
概要から，医療保険や介護保険との併用，医療機関での取扱い（請求・申請・報
告の方法，様式の記載要領）まで，公費請求のノウハウを具体的に解説しています。

★公費請求の初歩から実践ディテールまでを，負担割合グラフ等の図解や事例
でわかりやすく解説。公費負担医療制度をこれほど体系的かつ実践的に解説
した書籍は本書のみ。難解な公費請求もこれ１冊で完璧に理解できます !!

★感染症法，生活保護法，障害者総合支援法，精神保健福祉法，難病法，児童
福祉法，原爆援護法，母子保健法，肝炎治療特別促進事業──など国のあら
ゆる公費負担制度と各自治体の主な制度を収録した充実の内容！

栗林令子　他著
Ｂ５／２色刷／約310頁
3,000円（＋税）

最新刊 2018年版 2018年５月刊予定 2018年同時改定準拠
の最新版。2017年の
医療法・介護保険法
改正等も加え，医事
関連92法を完全収録

医事関連法の完全知識
これだけは知っておきたい医療事務92法

★2018年４月現在の最新の医療関連92法に完全準拠させた最新版 !!

★今回2018年版では，2017年成立の医療法等改正，次世代医療基盤法，臨床研究
法，介護保険法等改正（介護医療院の創設等）を完全収録 !! 　2018年診療報
酬・介護報酬同時改定にも準拠して，全面的にバージョンアップ !!

★また，最新の医療・介護の動向──2025年モデルに向けた地域包括ケアシステ
ムや地域医療構想，病床機能分化等についてもわかりやすく解説しています。

★健康保険法や医療法など，医療に関する全92法を網羅し，「法制度の仕組み」
「条文と要点解説」「申請・給付・負担」「申請書の様式」等をわかりやすく
解説。医事現場のあらゆる法律問題に対応できる必読必携の“虎の巻” !!

望月稔之　他著
Ｂ５／２色刷／約420頁
3,200円（＋税）

最新刊 2018年版 2018年４月刊予定 2018年同時改定と最
新の法制度に完全準
拠。医療事務のすべ
ての知識を１冊に収
録した入門書決定版

最新・医療事務入門
窓口業務から保険請求，統計業務までの実務知識

★2018年４月現在の法制度と診療報酬・介護報酬同時改定に完全準拠した最新
版 !! 　レセプトオンラインやDPCなど，最新の医療制度・医事システムに
も対応。外来・入退院業務，患者接遇，料金徴収，保険請求，医事統計まで，
幅広い医療事務の全ディテールを１冊凝縮し，明快に解説しています !!

★医療事務の全仕事──①業務の流れ，②関連する法制度や専門用語の意味，
③具体的な業務内容と最新のノウハウ，④患者接遇の心得と実践知識──を
図表・イラスト・写真を使ってわかりやすく解説した実務入門書の決定版 !!

★医療機関の新人研修，専門学校の実務テキストとして最適 ! ! 　業務全般を
カバーしているため，中堅職員の必携業務マニュアルとしても有効です。

木津正昭　著
B５／２色刷／約260頁
2,400円（＋税）

最新刊 実 践 対 応 2018年版 2018年５月刊予定 査定減点対策の“虎の
巻”。事務点検，医師
点検ともに役立つ，あ
らゆる実務知識を凝縮
した点検マニュアル!!

レセプト総点検マニュアル
2018年４月改定準拠／診療科別レセプト審査のポイント

★2018年４月診療報酬改定に完全準拠した最新版！　検査や投薬・手術等の適応
疾患・回数・分量・併算定の可否など，点数表ではわからない審査上の指標
（内規）を具体的に網羅した実践的な請求・点検ガイドライン。

★審査機関の審査委員による「診療科別レセプト審査のポイント」も収載。各科
審査委員が「最近の審査の傾向」「審査チェックポイント」「症状詳記のアドバ
イス」を明快に解説。本書だけで知り得る，貴重な情報です !!

★そのほか，支払基金が保険適応の可否を示した「審査情報提供事例」や「レセ
プト略号・摘要欄記載事項一覧」なども収載した充実の内容 !!　レセプト点検
で注意すべきチェックポイントのすべてを，この１冊に総まとめしています !!

Ｂ５／２色刷／約200頁
2,200円（＋税）

外-07（206mm）

★ 圧倒的大多数のDPC病院で
使われているDPC点数表の
決定版!! 　診断群分類樹形図
の選択に役立つオリジナル編
集の「ポイント解説」付き!!
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★「樹形図」「入院期間別点数」「主傷病名」「手
術・処置等」「副傷病名」など，バラバラに発
出された告示・通知を一括掲載。DPCに必要
なすべての情報が一覧できたうえに，フルカ
ラーによる色分類・記号により，その対応が
一目でわかるよう編集されています
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外 -06（202mm） 外 -07（204mm）

最新刊 2026年度版 2026年５月下旬刊予定

DPC点数早見表
診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧

★2026年度診療報酬改定（2026年６月１日施行）に完全準拠。
DPC/PDPS（診断群分類と包括点数）に関する告示・通知・
事務連絡をすべて収載したDPC点数表の最新版です。

★「DPC点数表の読解術」，「診断群分類樹形図と点数早見表」，
「関係告示・通知」──で構成され，さらに「付録・コーディ
ングテキスト」を完全収載 !! 　複雑なDPCの告示・通知の体
系をすっきり整理して機能的に再構成しています。

★オリジナル編集として，「ポイント解説」も多数収載 !!　傷病
名の選択，副傷病の取扱い，手術・処置等の選択など，解釈
の不明をピンポイント解説 ! !　さらにオリジナル編集の「手
術・処置等で扱われる薬剤（商品名）一覧」も充実させ，わ
かりやすさとコーディングの精度を徹底追求 ! !

★①診断群分類樹形図＋②入院期間別の包括点数（具体的期間
を明示して点数表示）＋③診断群分類に対応する傷病名＋④ 
適応手術・処置名＋⑤副傷病名のICD名称──を組み合わせ
て一括掲載。フルカラーのビジュアルなレイアウトで，ペー
ジをめくらず，すべての情報が一目でわかる全覧表です ! !

★ICDの詳細な傷病名分類表に基づく精密な検索機能──「ICD
名称索引」「ICDコード索引」により，スピーディかつ正確に
該当する診断群分類と包括点数に到達できます。

★本書購入者に限り無料でダウンロード可能な電子版ダウンロ
ードサービス付き。電子版には本書の内容がすべて収録され，
目次・検索機能も備えているので，パソコン（Windows）上
での活用も可能です。

電子版ダウンロードサービス付
〔Windows対応〕

■Ａ４判　約600頁　■ 4,600円 （＋税）

P05

★ 「手術・処置等２」の薬剤が具体的にどの医薬
品（商品）に該当するのかを総まとめしたオリ
ジナル編集の一覧表。実際の請求実務に役立つ
よう，様々な解説や参考情報も収載しています

★ 「樹形図」「入院期間別点数」「主傷病名」「手
術・処置等」「副傷病名」など，バラバラに発
出された告示・通知を一括掲載。DPCに必要
なすべての情報が一覧できたうえに，フルカ
ラーによる色分類・記号により，その対応が
一目でわかるよう編集されています

★ DPC制度の仕組み，機能評価係数，診断群分
類樹形図の構成，算定・請求方法など，すべ
ての基礎知識を体系的にわかりやすく解説し
た「DPC点数表の読解術」。DPC関連のすべ
てのＱＡを総まとめした「DPC点数表Ｑ＆
Ａ」，コーディング方法を具体的に示した事例
集「コーディングテキスト」も収録しています

★ 2026年改定による関係告示・通知（対象患者・
算定方法・請求書の記載要領等）の変更部分に
はマーキング。改定対応に画期的に便利です

★ 

樹
形
図
に
対
応
し
た
入
院
期
間
別

の
包
括
点
数
一
覧
表
。
オ
リ
ジ
ナ

ル
編
集
に
よ
り
個
々
に
具
体
的
期

間
を
明
示
し
て
点
数
表
示

★ 

診
断
群
分
類
樹
形
図
。
フ
ル
カ
ラ
ー
に
よ
る
一
対

一
対
応
の
色
分
類
に
よ
り
、
点
数
、
手
術
・
処
置

名
、
副
傷
病
名
と
の
対
応
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す

★ 
Ｉ
Ｃ
Ｄ
病
名
が
ど
の
Ｄ
Ｐ
Ｃ
に
該

当
す
る
か
が
わ
か
る
Ｉ
Ｃ
Ｄ
分
類

名
称
・
コ
ー
ド
も
一
覧
掲
載

★ 

Ｄ
Ｐ
Ｃ
分
類
に
該
当

す
る
手
術
・
処
置
名
、

副
傷
病
の
Ｉ
Ｃ
Ｄ
分

類
名
称
・
コ
ー
ド

★ 

オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
に

よ
る
「
編
注
」
に
よ

り
解
釈
の
不
明
を
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト
解
説



6　 薬価・効能早見表　2026　ISBN978-4-86840-012-7

p06

1 神経系及び感覚器官用医薬品

11 中枢神経系用薬
111 全身麻酔剤

品 名〔会社名〕 規格単位 薬 価

1112 ハロゲン炭化水素製剤；ハロタン等
○局ハロタン 1mL 53.80
1114 エーテル系製剤
○局麻酔用エーテル 1mL 9.60
1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製

剤
○局注射用チアミラールナトリウム 300㎎1瓶

(溶解液付)
458

○局注射用チアミラールナトリウム 500㎎1瓶
(溶解液付)

449

イソゾール注射用0.5ℊ[日医工]
○局注射用チオペンタールナトリウム 300㎎1管 750

ラボナール注射用0.3ℊ[ニプロＥＳ]
○局注射用チオペンタールナトリウム 500㎎1管 919

ラボナール注射用0.5ℊ[ニプロＥＳ]
1116 亜酸化窒素製剤
○局亜酸化窒素

□局※液化亜酸化窒素(日産) 1ℊ 3.60★
□局※ 〃 (日本エア・リキード) 1ℊ 3.60
□局小池笑気[小池メディカル] 1ℊ 3.20★
□局マルワ亜酸化窒素[和歌山酸素] 1ℊ 3.20

○局亜酸化窒素 1ℊ 2.50
アネスタ[星医療酸器]

1119 その他の全身麻酔剤
○局イソフルラン吸入液

◇□局イソフルラン吸入麻酔液
｢ＶＴＲＳ｣

1mL 23.80

☆ケタミン塩酸塩注射液
○麻ケタラール静注用50㎎

[第一三共プロファーマ]
50㎎5mL1管 438

○麻 〃 静注用200㎎
[第一三共プロファーマ]

200㎎20mL1瓶 1,077

○麻 〃 筋注用500㎎
[第一三共プロファーマ]

500㎎10mL1瓶 1,529

○局セボフルラン吸入液
□局セボフレン吸入麻酔液[丸石製薬] 1mL 27.20

★セボフルラン吸入液 1mL 27.20
セボフルラン吸入麻酔液｢ＶＴＲＳ｣
〃 吸入麻酔液｢ニッコー｣

☆デスフルラン吸入液
スープレン吸入麻酔液

[バクスター・ジャパン]
1mL 38.70

☆ドロペリドール注射液
ドロレプタン注射液25㎎

[アルフレッサファーマ]
2.5㎎1mLバイアル 95

☆プロポフォール注射液
１％ディプリバン注

[サンドファーマ]
200㎎20mL1管 752 ★

プロポフォール１％静注20mL
｢ＶＴＲＳ｣

200㎎20mL1管 752

〃 静注１％20mL｢マルイシ｣ 200㎎20mL1管 752
〃 １％静注20mL｢日医工｣ 200㎎20mL1管 594 ★

〃 静注１％20mL｢ＦＫ｣ 200㎎20mL1管 594
１％ディプリバン注

[サンドファーマ]
500㎎50mL1瓶 1,021 ★

プロポフォール１％静注50mL
｢ＶＴＲＳ｣

500㎎50mL1瓶 1,021

プロポフォール１％静注50mL
｢日医工｣

500㎎50mL1瓶 1,021

〃 静注１％50mL｢マルイシ｣ 500㎎50mL1瓶 1,021
〃 静注１％50mL｢ＦＫ｣ 500㎎50mL1瓶 886 ★

〃 静注２％50mL｢マルイシ｣ 1ℊ50mL1瓶 1,593
〃 １％静注100mL｢ＶＴＲＳ｣ 1ℊ100mL1瓶 1,593 ★

〃 １％静注100mL｢日医工｣ 1ℊ100mL1瓶 1,593
〃 静注１％100mL｢マルイシ｣ 1ℊ100mL1瓶 1,593
〃 静注１％100mL｢ＦＫ｣ 1ℊ100mL1瓶 1,268 ★

１％ディプリバン注
[サンドファーマ]

1ℊ100mL1瓶 743 ★

☆プロポフォールキット
１％ディプリバン注－キット

[サンドファーマ]
200㎎20mL1筒 1,117

〃 注－キット
[サンドファーマ]

500㎎50mL1筒 1,581

☆レミマゾラムベシル酸塩静注用
アネレム静注用50㎎

[ムンディファーマ]
50㎎1瓶 2,218

112 催眠鎮静剤，抗不安剤
1121 有機ブロム化合物製剤；ブロムワレリル尿素，ブロムカ

ンフル系製剤
○局ブロモバレリル尿素 1ℊ 7.50
1123 抱水クロラール系製剤
○局抱水クロラール 1ℊ 36.90
☆抱水クロラール坐剤

エスクレ坐剤｢250｣[久光製薬] 250㎎1個 46.10
〃 坐剤｢500｣[久光製薬] 500㎎1個 58.50

☆抱水クロラールキット
エスクレ注腸用キット｢500｣

[久光製薬]
500㎎1筒 319.00

1124 ベンゾジアゼピン系製剤
☆アルプラゾラム錠

コンスタン0.4㎎錠[武田テバ薬品] 0.4㎎1錠 5.90
ソラナックス0.4㎎錠

[ヴィアトリス製薬]
0.4㎎1錠 5.90

◇★アルプラゾラム0.4㎎錠 0.4㎎1錠 5.70
◇ アルプラゾラム錠0.4㎎｢アメル｣
◇ 〃 錠0.4㎎｢トーワ｣
◇ 〃 錠0.4㎎｢サワイ｣

☆アルプラゾラム錠
アルプラゾラム錠0.8㎎｢アメル｣ 0.8㎎1錠 8.90★
コンスタン0.8㎎錠[武田テバ薬品] 0.8㎎1錠 8.60★
ソラナックス0.8㎎錠

[ヴィアトリス製薬]
0.8㎎1錠 8.60

◇★アルプラゾラム0.8㎎錠 0.8㎎1錠 5.90
◇ アルプラゾラム錠0.8㎎｢トーワ｣
◇ 〃 錠0.8㎎｢サワイ｣

☆エスタゾラム散
ユーロジン散１％[武田テバ薬品] 1％1ℊ 39.30

☆エスタゾラム錠
エスタゾラム錠１㎎｢アメル｣ 1㎎1錠 5.90
ユーロジン１㎎錠[武田テバ薬品] 1㎎1錠 5.90
〃 ２㎎錠[武田テバ薬品] 2㎎1錠 9.20

◇★エスタゾラム２㎎錠 2㎎1錠 7.30
◇ エスタゾラム錠２㎎｢アメル｣

☆オキサゾラム散
セレナール散10％

[アルフレッサファーマ]
10％1ℊ 25.10

☆オキサゾラム錠
セレナール錠５

[アルフレッサファーマ]
5㎎1錠 5.70

〃 錠10
[アルフレッサファーマ]

10㎎1錠 5.80

☆クアゼパム錠
ドラール錠15[久光製薬] 15㎎1錠 48.30★

◇ クアゼパム錠15㎎｢トーワ｣ 15㎎1錠 30.20★
◇ 〃 錠15㎎｢日医工｣ 15㎎1錠 30.20
◇ 〃 錠15㎎｢ＭＮＰ｣ 15㎎1錠 30.20

111 全身麻酔剤 112 催眠鎮静剤，抗不安剤
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適応疾患・禁忌疾患・用法用量・薬価の全覧

薬価・効能
早見表 2026

保険請求・レセプト点検に必須最新刊

■B５判／約1,300頁／ 2色刷　■5,600円（+税）

■「薬効分類別・薬価表」，「一般
名索引」，「審査情報提供事例」も
収録し，機能性と情報量を最大化
させた最高機能の薬価一覧表‼　
■診療報酬上の「特定薬剤」等の
記号や「後発品」「麻薬」「静脈注
射薬」等の記号表記も万全‼

★2026年４月薬価改定準拠の最新版‼　すべての医薬品（内用・外用・
注射・歯科用薬）の，①薬価，②効能効果（適応疾患・適応菌種），
③効能関連注意，④用法用量，⑤用法関連注意，⑥ 禁忌疾患・併
用禁忌，⑦保険適用関連通知──を完全収載。

★レセプト・調剤業務に画期的に役立つ「薬効分類別・薬価表」を収載。
「腫瘍用薬」「ホルモン剤」「抗生剤」など薬効分類番号別に薬剤（一
般名・商品名）と薬価をすべて収載しています。

★一般名処方に対応し，医薬品名（商品名）からだけでなく一般名
から個々の商品名が検索できる便利な「一般名索引」も収録。

★レセプト点検に必須の保険適用関連通知はもちろん，審査機関の
「審査情報提供事例／適用外使用が認められる事例」も収録。

★診療報酬のB001「２」特定薬剤治療管理料，B008薬剤管理指導料
「２」（特に安全管理が必要な医薬品），C101在宅自己注射指導管理
料などの対象医薬品を個別にマーク表記。
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診療報酬の算定＆レセプト請求パーフェクトガイド

最新刊

■ 医学通信社　編
■Ｂ５判　約240頁
■フルカラー＋２色刷
■2,500円（＋税）

2026-27年版

診療報酬の完全知識＆技術
点数表読解，算定方法，
レセプト請求・点検スキ
ルのすべてを明快解説。
３書籍を１冊に総まとめ
した360°対応＆最高クオ
リティの解説本・決定版!!

実戦知識のキーポイント　29

レ
セ
プ
ト
作
成
術

記載例
ポイント

p. 29

(摘要欄)

㉝ ＊点滴注射　﹁2﹂ 102×3
＊ソリタ-T1号輸液500mL 2袋， 　

　 　ソリタ-T3号輸液500mL 1袋， 　
　強力ネオミノファーゲンシー静注20mL 1A，
　パンスポリン静注用1g バッグS 1 キット，
　アルブミン20％静注10g／50mL
　　「JB」〔献血〕  625×3

　
﹁㊵処置﹂欄◆P

　⑴ 　処置の名称，回数と合計点数（加算点数
も合計。薬剤料等は除く）を記載する。

　⑵ 　特定保険医療材料を使用した場合は，﹁薬
剤﹂の項に合算して記載する（※とくに明
確な規定はないので﹁手技﹂の項で算定して
も誤りではないが，本書では﹁薬剤﹂の項で
の記載に統一した）。

　⑶ 　薬剤を使用した場合は，﹁薬剤﹂の項に点
数を記載する（回数の記載は不要）。

　⑷ 　内訳については，処置名，手技の加算，
処置医療機器等加算，薬剤，特定保険医療
材料等の順に﹁摘要欄﹂に記載する。

レセプト記載例①
(点数欄)

㊵
処
置
　 1 回　　 52
薬 剤 　 　 2

(摘要欄)

㊵ ＊創傷処置﹁1﹂ 52×1
＊イソジン液10％10mL 2×1

レセプト記載例②（外来）両眼処置，両鼓室処置
(摘要欄)

㊵ ＊眼処置 25× 1
＊鼓室処置（右) 62× 1
＊鼓室処置（左) 62× 1

※　左右別々に記載する

﹁㊿手術・麻酔﹂欄◆Q
　⑴ 　手術・麻酔の手技料（麻酔管理料も含む）

を合わせた合計回数（麻酔管理料も 1回と
カウント）と合計点数（加算点数も合計。
薬剤料等は除く）を記載する。Ｌ008の閉鎖
循環式全身麻酔の際の酸素・窒素の費用（点

数）も，この手技料の合計点数に合算する。
　⑵ 　特定保険医療材料を使用した場合は，﹁薬

剤﹂の項に合算して記載する（※とくに明
確な規定はないので﹁手技﹂の項で算定して
も誤りではないが，本書では﹁薬剤﹂の項で
の記載に統一した）。

　⑶ 　薬剤を使用した場合は，﹁薬剤﹂の項に点
数を記載する（回数の記載は不要）。

　⑷ 　内訳は，手術名，手技の加算，手術医療
機器等加算，手術日，薬剤，特定保険医療
材料等の順に﹁摘要欄﹂に記載する。

レセプト記載例
(点数欄)

㊿
麻
酔

手
術

　 1　　回 2,538
薬 剤 　 　 36

(摘要欄)

㊿ ＊創傷処理﹁5﹂(真皮縫合) 深 ( 4 日) 2,538×1
＊生理食塩液100mL，1V 14×1

　 ＊キシロカイン注射液1％ 10mL2バイアル 22×1

﹁�検査・病理﹂欄◆R
　⑴ 　検査・病理診断名，合計回数，合計点数

（加算点数も合計。薬剤料等は除く。判断
料を﹁摘要欄﹂に記載した場合は判断料も
合計する）を記載する。

　⑵ 　検査・病理診断の数が多い場合は，検査・
病理診断名と検査・病理診断ごとの点数×
回数を﹁摘要欄﹂に記載する。

　⑶ 　﹁回数﹂は，検体検査についてはＤ026検
体検査判断料の各グループ別・検査日別で
まとめて 1回とし，その実施回数をカウン
トする。また，検体検査判断料・病理診断
料・病理判断料については，異なる判断料
が複数算定されていても，それらを合わせ
て全体として 1回としてカウントする。採
血料についてもカウントする。
※ 回数の数え方については，とくに明確に規
定はされていないので，実際のレセプト審
査や認定試験などでは，チェック対象とは
ならない（他の欄でも同様）。

　⑷ 　判断料については，その略号（ 判尿 ， 
判血 等）と所定点数を記載する（﹁摘要欄﹂
に記載してもよい）。
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第８章　㊿　輸　　血　119

輸血　血液は液状の血漿と，有形成分である赤血球，顆粒球（白血球），血小板などから構成されていま
す。これらの働きが不足するときに，血液を体内に注入して補うのが輸血です。「輸血料」は手術の
場合に多量に血液を必要とする場合や，患者の病状によって血液が不足している場合に，輸血をした
際に算定します。
　輸血に用いられる血液の価格は，薬剤と同じく薬価基準に公定価格が収載されています。
　また，自己血輸血といって，手術（輸血）の実施が予定されている場合に患者自身の血液を採血し
て保存しておき，手術時に使用する方法があります。
　なお，輸血に際しては必ず患者または家族に説明し，同意がなければ算定できません。
〔レセプト記載例〕

　備考　輸血は手術の部の第 2節輸血料によりますが，本書では第 8章として，手術と別掲載して説明します。

Ａ．輸血の基礎知識

1 ．輸血（Ｋ920）の種類（図表 8 ‒ 1 ， 8 ‒ 2 ）
1 ．全血輸血
　供血者から採血したばかりの血液〔生血・自家採血（施設内での採血）輸血〕や，血液センターで
調整された血液（人

ヒト

全血液）を，まるごと輸血します。
2 ．成分輸血
　赤血球，血小板，血漿など必要とする血液成分のみを輸血します。全血採血の血液より分離して製
造する場合と，血漿や血小板など一部の成分のみを分離採血する場合（成分採血）があります。
3 ．交換輸血
　主として，母子間の血液型の不適合（Rh因子不適合）の場合（新生児赤芽球症）に，児の循環血

㊿
麻
酔

　手
術

　　　　　　　　　 ２ 回� １,775

薬　剤� 3,439

㊿ ＊保存血液輸血560mL
　血液交叉試験・間接クームス各 ２ 回
　ABO，Rh
　不規則抗体検査� １,555× １
＊赤血球液 -LR「日赤」400mL 由来 ２ 袋� 3,439× １
＊� ２２0× １輸管Ⅰ血液の使用量，加算，薬剤名と使用量の内訳を記載する

p.00/p.00は，“本書ページ数／「診療点数早見表」2024年度版ページ数” です。

手術　第 2節　輸血料     �p.119/p.８42
　K920　輸血
　K920-2　輸血管理料
　K92１　造血幹細胞採取
　K92１-2　間葉系幹細胞採取
　K92１-３　末梢血単核球採取
　K922　造血幹細胞移植

　K922-2　CAR 発現生Ｔ細胞投与
　K922-3　自己骨髄由来間葉系幹細胞投与
　K92３　術中術後自己血回収術
　K924　自己生体組織接着剤作成術
　K924-2　自己クリオプレシピテート作製術（用手法）
　K924-３　同種クリオプレシピテート作製術

輸血の一覧

第　　　　章

㊿　輸　　血
8

※ 
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入院３

日間），②５月27日～31日（５日間），③7月8日
～15日（8日間）の3回，入院している。同一傷病
名による3カ月以内の再入院だから，入院の起算日
は初回の５月4日となる。①4日間＋②５日間＝9
日間なので，今回入院の7月8日は10日目として算

定する。よって，7月8日から12日までの５日間が
「14日以内」，7月13日から15日までの3日間が「15
日以上30日以内」の入院となる。なお，入院初日に
算定できる入院基本料等加算は入院期間が通算され
る再入院の症例であることから算定しない。
［8～12日］届出の状況から，A100一般病棟入院
基本料「1」「イ」急性期一般入院料1（1,688点）
＋「注3」「イ」（450点）＋A207-3急性期看護補助
体制加算「3」50対1（200点）＋A218地域加算
「6」6級地（５点）＝2,343点。2,343点×５＝
11,715点。
［13～15日］A100「1」「イ」（1,688点）＋「注
3」「ロ」（192点）＋A218「6」（５点）＝1,885
点。1,885点×3＝5,655点。A207-3は14日が限度
であるため，算定できない。

　入院時食事療養�費　　［8～15日］
入院時食事療養（Ⅰ）（1）の条件により1食につき
670円。本例では，8日（昼，夕の2食）＋9～11
日，12～13日（3食×５＝15食）＋12日（朝，夕の
2食）＋15日（朝の1食）＝20食。心臓疾患の減塩
食は特別食として算定する（1食76円）。食堂加算
の対象となる食事を提供した日は8日間（1日につ
き50円）。したがって，基準（670円×20食＝13,400
円）＋特別食（76円×20食＝1,520円）＋食堂加算
（50円×8日間＝400円）＝15,320円。標準負担額は
1食490円。490円×20＝9,800円。

　負担金�額　
後期高齢者被保険者証の提示により，自己負担割合
1割の算定だが，高額療養費の現物給付の対象とな
るため，適用区分「29区エ」の取扱いとして自己負
担上限額が57,600円となる。

2

処方箋料・特定疾患処方管理加算

　処方箋料は（1）３種類以上の抗不安薬，睡眠薬，抗うつ薬，抗精神病薬又は
４種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合，（2）１以外で内服薬７
種類以上等，（3）１及び２以外の３区分です。
　2004年４月の改定で，「処方期間が28日以上の場合」が新設された特定疾患処
方管理加算ですが，2024年には，月１回を限度として，１処方につき56点とする
改定が行われました。
　算定の注意点としては，①処方された薬剤の処方期間が28日以上であること，②リフィル処方箋の場合
は複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含むことなどです。
　なお，2024年4月の改定で処方期間が28日未満の場合は算定できなくなりました。

注意してみていこう

区分 　精神　結核　療養 特 記 事 項 保険医
療機関
の所在
地及び
名 称

氏

名
西脇小夜子

　1男　2女　1明　2大　3昭　4平　５令� 生
職務上の事由 1 職務上　　　2 下船後3月以内　 　3 通勤災害

傷
病
名

（１）重症大動脈弁狭窄症（主），収縮性心膜炎，胸水貯留
（２）２型糖尿病・糖尿病性合併症なし，うっ血性心不全
（３）肝硬変，本態性高血圧症，慢性関節リウマチ，不眠症

診
療
開
始
日

令和６
令和６
令和６

年
年
年

４
４
４

月
月
月

26
26
26

日
日
日

（１）
（２）
（３）

転

帰

治ゆ 死亡 中止 診
療
実
日
数

保
険 8日
公
費
①

日
公
費
②

日

⑪初　　診 時間外・休日　深夜 回� 点 公費分点数

⑬医学管理 380
⑭在　　宅

⑳

投

薬

㉑ 内 服 60 単位 690

㉒ 屯 服 単位

㉓ 外 用 単位

㉕ 調 剤 ２ 日 14

㉖ 麻 毒 ２ 日 ２

㉗ 調 基

㉚
注
射

㉛ 皮下筋肉内 回

㉜ 静 脈 内　 回

㉝ そ の 他　 ９ 回 601
㊵
処
置

回
薬 剤

㊿
麻
酔

手
術

１ 回 37,430
薬 剤 39,061

�
病
理

検
査

21 回 4,152
薬 剤

�
診
断

画
像

３ 回 630
薬 剤

�
そ
の
他

16 回 160
薬 剤

�

入

院

入院年月日 令和　６　年　 ５　月 ４ 日

病 診 �入院基本料・加算� 点

急一般１
急50

2,343 × ５日間　 11,715
1,885 × ３日間　 5,655

× 日間　
× 日間　
× 日間　

�特定入院料・その他 ※高額療養費� 円 ※公費負担点数� 点

�
食事
・
生活

基準
特別
食堂
環境

670 円 × 20回
76 円 × 20回
50 円 × ８日
 円 × 日

※公費負担点数� 点
基準（生）  円× 回
特別（生）  円× 回

減・免・猶・Ⅰ・Ⅱ・3月超

療
養
の
給
付

保
険
請　求� 点
� 100,490

※決　定� 点 負担金額� 円

57,600
食
事
・
生
活
療
養

保
険

回
20

請　求� 円
� 15,320

※決　定� 円 （標準負担額）� 円
� 9,800

公
費
①

� 点 ※� 点 � 円 公
費
①

回 � 円 ※� 円 � 円

公
費
②

� 点 ※� 点 � 円 公
費
②

回 � 円 ※� 円 � 円

13.　９.　17  29区エ

塩液50mL２瓶，生理食塩液500mL４袋，ノルアドリナリ
ン注射液0.1％１mL１管，リドカイン注射液２％５mL１
管，オムニパーク350注50mL75.49％２瓶  776×１

�　＊末梢血液一般，HbA1c  70×１
＊末梢血液一般  21×２
＊ AST，ALT，LD，CK，TP，BIL/総，BUN，   
クレアチニン，Na・Cl，K，グルコース，T-cho，TG，   
HDL-cho，LDL-cho，UA（入院初回）  123×１
＊ AST，ALT，LD，CK，TP，BIL/総，BUN，   
クレアチニン，Na・Cl，K，グルコース，T-cho，TG，   
HDL-cho，LDL-cho，UA  103×２
＊HBs抗原定性・半定量，HCV抗体定性・定量  131×１
＊ 梅毒血清反応（STS）定性，   
梅毒トレポネーマ抗体定性  47×１
＊CRP定性  16×３
＊ABO，Rh（D）  48×１
＊PT  18×１
＊BNP  130×１
＊ECG12  130×１
＊超音波（心臓超音波検査）（経胸壁心エコー）  880×１
＊超音波（心臓超音波検査）（経胸壁心エコー）減  792×２
＊超音波（ドプラ法）（末梢血管血行動態）  20×１
＊超音波（ドプラ法）（末梢血管血行動態）減  18×１
＊ 判血    判生Ⅰ    判生Ⅱ    判免    検管Ⅱ   657×１

�　＊胸部単純X-P（デジタル撮影）１方向，  電画   210×３
�　＊ 看処遇10   10×８
＊ 入ベア10   10×８

�　　第１回入院：令和6.5.4〜5.7
　第２回入院：令和6.5.27〜5.31
　今回入院日：令和6.7.8〜7.15
＊急一般１（14日以内），急50 ，６級地  2,343×５
＊急一般１（15日以上〜30日以内），６級地  1,885×３

2026年７月刊予定

★診療報酬関連３書籍──『入門・診療報酬の請求』『レセ
プト請求の全技術』『受験対策と予想問題集』の多様なエ
ッセンスを再編・統合した画期的な入門解説書・決定版!!

★点数表の読解，算定ノウハウ，レセプト請求・点検の
実践スキルのすべてに360°対応したオールラウンドな１
冊。図解と一覧表，事例と問題で明快に解説しています。

★第１章「診療報酬の基礎知識」，第２章「診療報酬の実践
知識」，第３章「レセプト請求・点検の実践知識」，第４章「レ
セプト請求・点検の事例問題」で構成した万全の内容。

★本書１冊で，初級者入門から中・上級者のステップアップ
まですべてをカバーできます。基礎から実践応用までの全
知識とノウハウを総まとめした最高クオリティの１冊!!

2026年改定対応マニュアル＆最新サービスコード表

臨時刊行

■医学通信社　編
■B５判　約680頁
■フルカラー＋２色刷
■2,200円（＋税）

2026年

介護報酬改定の全容＆サービスコード表
2026年６月介護報酬改定
の全内容を総まとめして
変更点を明快に解説し，
更新された最新サービス
コード表をすべて収載し
た完全対応マニュアル!!

※ 
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2026年４月刊予定

★2026年６月施行の臨時介護報酬改定では，①介護職員
等処遇改善加算の拡充（単位数引上げ，訪問看護・訪
問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援
への対象拡大），②食費基準の引上げ──が行われます。

★第１章「2026年介護報酬改定の全内容」では，改定内容
をすべて収載したうえで，一覧表やポイント解説を付記。

★第２章「介護報酬サービスコード表」は，2026年改定で
更新された最新サービスコード表を完全収載。２色刷の
オリジナル編集により，新設・変更部分にわかりやすく
マーキングしてあるので，改定対応に必須です。

★2026年介護報酬改定の全情報を１冊に総まとめした完全
対応マニュアル。本書１冊あれば，改定対応は万全です ! !

3

第巻・第号（通巻 1630 号）

第 81 巻・第 2号（通巻 1630 号）

補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み（令和8年8月～）

3．基準費用額（食費）の見直し

訪問介護

Ⅰ  居宅サービスコード
１  訪問介護サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

11 4845 身体介護０１ (1)20分未満 163 1回につき

11 4846 身体介護０１・夜 夜間早朝の場合 加算 204
11 4847 身体介護０１・深 単位 深夜の場合 加算 245
11 4848 身体介護０１・２人 326
11 4849 身体介護０１・２人・夜 夜間早朝の場合 加算 408
11 4850 身体介護０１・２人・深 × 深夜の場合 加算 489
11 A001 身体介護０１・虐防 161
11 A002 身体介護０１・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 201
11 A003 身体介護０１・虐防・深 深夜の場合 加算 242
11 A004 身体介護０１・虐防・２人 322
11 A005 身体介護０１・虐防・２人・夜 減算 夜間早朝の場合 加算 403
11 A006 身体介護０１・虐防・２人・深 × 深夜の場合 加算 483
11 4551 身体介護０２ (1)20分未満 163
11 4552 身体介護０２・夜 夜間早朝の場合 加算 204
11 4553 身体介護０２・深 単位 深夜の場合 加算 245
11 4554 身体介護０２・２人 326
11 4555 身体介護０２・２人・夜 夜間早朝の場合 加算 408
11 4556 身体介護０２・２人・深 × 深夜の場合 加算 489
11 A007 身体介護０２・虐防 161
11 A008 身体介護０２・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 201
11 A009 身体介護０２・虐防・深 深夜の場合 加算 242
11 A010 身体介護０２・虐防・２人 322
11 A011 身体介護０２・虐防・２人・夜 減算 夜間早朝の場合 加算 403
11 A012 身体介護０２・虐防・２人・深 × 深夜の場合 加算 483
11 1111 身体介護１ (2)20分以上30分未満 244
11 1112 身体介護１・夜 夜間早朝の場合 加算 305
11 1113 身体介護１・深 単位 深夜の場合 加算 366
11 1121 身体介護１・２人 488
11 1122 身体介護１・２人・夜 夜間早朝の場合 加算 610
11 1123 身体介護１・２人・深 × 深夜の場合 加算 732
11 A013 身体介護１・虐防 242
11 A014 身体介護１・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 303
11 A015 身体介護１・虐防・深 深夜の場合 加算 363
11 A016 身体介護１・虐防・２人 484
11 A017 身体介護１・虐防・２人・夜 減算 夜間早朝の場合 加算 605
11 A018 身体介護１・虐防・２人・深 × 深夜の場合 加算 726
11 4111 身体１生活１ 309
11 4112 身体１生活１・夜 20分以上45分 夜間早朝の場合 加算 386
11 4113 身体１生活１・深 未満行った場合 深夜の場合 加算 464
11 4121 身体１生活１・２人 単位 ＋ 1 × 618
11 4122 身体１生活１・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 773
11 4123 身体１生活１・２人・深 × 深夜の場合 加算 927
11 4211 身体１生活２ 374
11 4212 身体１生活２・夜 45分以上70分 夜間早朝の場合 加算 468
11 4213 身体１生活２・深 未満行った場合 深夜の場合 加算 561
11 4221 身体１生活２・２人 ＋ 2 × 748
11 4222 身体１生活２・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 935
11 4223 身体１生活２・２人・深 × 深夜の場合 加算 1,122
11 4311 身体１生活３ 439
11 4312 身体１生活３・夜 70分以上 夜間早朝の場合 加算 549
11 4313 身体１生活３・深 行った場合 深夜の場合 加算 659
11 4321 身体１生活３・２人 ＋ 3 × 878
11 4322 身体１生活３・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 1,098
11 4323 身体１生活３・２人・深 × 深夜の場合 加算 1,317
11 A019 身体１・虐防・生１ 307
11 A020 身体１・虐防・生１・夜 20分以上45分 夜間早朝の場合 加算 384
11 A021 身体１・虐防・生１・深 未満行った場合 深夜の場合 加算 461
11 A022 身体１・虐防・生１・２人 減算 ＋ 1 × 614
11 A023 身体１・虐防・生１・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 768
11 A024 身体１・虐防・生１・２人・深 × 深夜の場合 加算 921
11 A025 身体１・虐防・生２ 372
11 A026 身体１・虐防・生２・夜 45分以上70分 夜間早朝の場合 加算 465
11 A027 身体１・虐防・生２・深 未満行った場合 深夜の場合 加算 558
11 A028 身体１・虐防・生２・２人 ＋ 2 × 744
11 A029 身体１・虐防・生２・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 930
11 A030 身体１・虐防・生２・２人・深 × 深夜の場合 加算 1,116
11 A031 身体１・虐防・生３ 437
11 A032 身体１・虐防・生３・夜 70分以上 夜間早朝の場合 加算 546
11 A033 身体１・虐防・生３・深 行った場合 深夜の場合 加算 656
11 A034 身体１・虐防・生３・２人 ＋ 3 × 874
11 A035 身体１・虐防・生３・２人・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 1,093
11 A036 身体１・虐防・生３・２人・深 × 深夜の場合 加算 1,31150%
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Ⅰ　居宅サービスコード
1 訪問介護サービスコード表 

訪問看護

３  訪問看護サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

13 1010 訪看Ⅰ１ (1) 20分未満 314 1回につき

13 1015 訪看Ⅰ１・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 393
13 1016 訪看Ⅰ１・深 深夜の場合 加算 471
13 1017 訪看Ⅰ１・複１１ 568
13 1018 訪看Ⅰ１・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 647
13 1019 訪看Ⅰ１・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 725
13 1040 訪看Ⅰ１・複２１ 515
13 1041 訪看Ⅰ１・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 594
13 1042 訪看Ⅰ１・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 672
13 1051 訪看Ⅰ１・虐防 311
13 1052 訪看Ⅰ１・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 389
13 1053 訪看Ⅰ１・虐防・深 深夜の場合 加算 467
13 1054 訪看Ⅰ１・虐防・複１１ 減算 565
13 1055 訪看Ⅰ１・虐防・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 643
13 1056 訪看Ⅰ１・虐防・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 721
13 1057 訪看Ⅰ１・虐防・複２１ 512
13 1058 訪看Ⅰ１・虐防・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 590
13 1059 訪看Ⅰ１・虐防・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 668
13 1020 訪看Ⅰ１・准 283
13 1025 訪看Ⅰ１・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 354
13 1026 訪看Ⅰ１・准・深 深夜の場合 加算 425
13 1027 訪看Ⅰ１・准・複１１ 537
13 1028 訪看Ⅰ１・准・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 608
13 1029 訪看Ⅰ１・准・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 679
13 1030 訪看Ⅰ１・准・複２１ 484
13 1031 訪看Ⅰ１・准・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 555
13 1032 訪看Ⅰ１・准・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 626
13 1060 訪看Ⅰ１・准・虐防 280
13 1061 訪看Ⅰ１・准・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 350
13 1062 訪看Ⅰ１・准・虐防・深 深夜の場合 加算 420
13 1063 訪看Ⅰ１・准・虐防・複１１ 減算 534
13 1064 訪看Ⅰ１・准・虐防・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 604
13 1065 訪看Ⅰ１・准・虐防・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 674
13 1066 訪看Ⅰ１・准・虐防・複２１ 481
13 1067 訪看Ⅰ１・准・虐防・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 551
13 1068 訪看Ⅰ１・准・虐防・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 621
13 1111 訪看Ⅰ２ (2) 30分未満 471
13 1112 訪看Ⅰ２・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 589
13 1113 訪看Ⅰ２・深 深夜の場合 加算 707
13 1114 訪看Ⅰ２・複１１ 725
13 1115 訪看Ⅰ２・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 843
13 1116 訪看Ⅰ２・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 961
13 1117 訪看Ⅰ２・複２１ 672
13 1118 訪看Ⅰ２・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 790
13 1119 訪看Ⅰ２・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 908
13 1151 訪看Ⅰ２・虐防 466
13 1152 訪看Ⅰ２・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 583
13 1153 訪看Ⅰ２・虐防・深 深夜の場合 加算 699
13 1154 訪看Ⅰ２・虐防・複１１ 減算 720
13 1155 訪看Ⅰ２・虐防・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 837
13 1156 訪看Ⅰ２・虐防・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 953
13 1157 訪看Ⅰ２・虐防・複２１ 667
13 1158 訪看Ⅰ２・虐防・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 784
13 1159 訪看Ⅰ２・虐防・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 900
13 1121 訪看Ⅰ２・准 424
13 1122 訪看Ⅰ２・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 530
13 1123 訪看Ⅰ２・准・深 深夜の場合 加算 636
13 1124 訪看Ⅰ２・准・複１１ 678
13 1125 訪看Ⅰ２・准・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 784
13 1126 訪看Ⅰ２・准・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 890
13 1127 訪看Ⅰ２・准・複２１ 625
13 1128 訪看Ⅰ２・准・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 731
13 1129 訪看Ⅰ２・准・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 837
13 1160 訪看Ⅰ２・准・虐防 419
13 1161 訪看Ⅰ２・准・虐防・夜 夜間早朝の場合 加算 524
13 1162 訪看Ⅰ２・准・虐防・深 深夜の場合 加算 629
13 1163 訪看Ⅰ２・准・虐防・複１１ 減算 673
13 1164 訪看Ⅰ２・准・虐防・夜・複１１ 夜間早朝の場合 加算 778
13 1165 訪看Ⅰ２・准・虐防・深・複１１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 883
13 1166 訪看Ⅰ２・准・虐防・複２１ 620
13 1167 訪看Ⅰ２・准・虐防・夜・複２１ 夜間早朝の場合 加算 725
13 1168 訪看Ⅰ２・准・虐防・深・複２１ 深夜の場合 加算 ＋ 単位 830
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8　 最新 検査・画像診断事典　ISBN978-4-86840-022-6
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保険請求・適応疾患がすべてわかる

最新刊

■ 日本臨床検査医
学会 編著

■Ｂ５判　約440頁
■２色刷
■ 2,800円（＋税）

2026-27年版

最新 検査・画像診断事典
2026年改定に完全準拠し，
新規検査もすべて収録した
最新版。検査医学会が最新
知見に基づき適応疾患・手
技解説を精緻化させた唯一
無二のスタンダード事典!!

第5章

免疫学的検査

D011 免疫血液学的検査

⚑ ABO血液型，Rh(D)血液型 24点

⚒ Coombs 試験
イ 直接 34点

ロ 間接 47点

⚓ Rh（その他の因子）血液型 152点

⚔ 不規則抗体 159点

⚕ ABO血液型関連糖転移酵素活性 186点

⚖ 血小板関連 IgG（PA-IgG） 198点

⚗ ABO血液型亜型 260点

⚘ 抗血小板抗体 262点

⚙ 血小板第⚔因子-ヘパリン複合体抗体（IgG抗体） 378点

10 血小板第⚔因子-ヘパリン複合体抗体（IgG，IgM及び IgA 抗体） 390点

⚑ ① ABO血液型 ABO blood groups test，② Rh (D) 血液型 Rh (D) blood group test（血型） 24点
【目的】 血液型不適合による輸血副作用を起こさないため，また，不適合妊娠や新生児溶血性疾患診療
に必要な血液型を判定する検査。ABO血液型と Rh 式血液型を検査する。ABO血液型は，受血者血球
と抗Ａ，抗Ｂ抗体を反応させる「オモテ試験」と受血者血清と標準Ａ血球，Ｂ血球を反応させる「ウラ
試験」を実施する。Rh 式血液型は，もっとも抗原性が強く輸血副作用を起こす頻度が高いＤ抗原を有
する場合をRh陽性，Ｄ抗原のない場合をRh陰性という。
【方法】 血球・粒子凝集法（スライド法，試験管法，カラム凝集法）
適応疾患 ▶輸血 ▶貧血 ▶出血 ▶不適合妊娠（血液型不適合，Rh不適合）▶新生児溶血性貧血 ▶臓器移
植 ▶母子間血液型不適合

⚒ ③ Coombs 試験，イ．直接 direct Coombs (antiglobulin) test（直接クームス) 34点
【目的】 クームス試験は，赤血球抗体の存在の有無を調べる検査である。直接クームス試験では，患者
赤血球に存在する抗赤血球自己抗体や補体成分を検出する。
【方法】 血球・粒子凝集法（試験管法，カラム凝集法）
適応疾患 ▶自己免疫性溶血性貧血 ▶新生児溶血性貧血 ▶全身性エリテマトーデス ▶膠原病 ▶シェーグ
レン症候群 ▶発作性夜間ヘモグロビン尿症 ▶寒冷凝集素症 ▶免疫性汎血球減少症 ▶続発性溶血性貧血
▶悪性リンパ腫 ▶白血病

⚒ ④ Coombs 試験，ロ．間接 indirect Coombs (antiglobulin) test（間接クームス) 47点
【目的】 クームス試験は，赤血球抗体の存在の有無を調べる検査である。間接クームス試験では患者血
清中の同種抗体，不規則抗体を検出する。
【方法】 血球・粒子凝集法（試験管法，カラム凝集法）
適応疾患 ▶血液型不適合輸血後（ABO 因子不適合輸血，Rh 因子不適合輸血，不適合輸血反応）▶血
液型不適合妊娠（血液型不適合，ABO 因子不適合，Rh 不適合など）▶輸血時 ▶輸血後 ▶自己免疫性
溶血性貧血

⚓ ⑤ Rh（その他の因子）血液型 Rh blood groups 152点
【目的】 Rh 式血液型（その他の因子）はＤ抗原以外のC, c, d, E, e についての型である。C, c, d, E,
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チップ基板層

分子結合前

水溶液層

エパネッセント光
発生領域

（数百ナノメートル）

入射光

蛍光標識
タンパク質

固定化分子

チップ基板層

非洗浄状態での
蛍光観察が可能

分子結合後

水溶液層

蛍光強度データ

蛍
光
強
度

分子の結合数

解析
システム

●赤血球凝集法
A B

●PHA法による抗体測定（HBcの例）

被検検体中に抗HBc抗体が存在すると，
感作血球は凝集。

抗HBc抗体 HBc抗原感作赤血球 凝集する＋ →

●粒子凝集法

抗原

抗体

ゼラチン粒子，ラテックス
粒子，金コロイドなど

⑨鏡検法
顕微鏡を用いて，目視で検体を観察する検査法。
グラム染色などの適切な染色を施して検出対象を鮮明に染め出したのちに鏡検する場合が

多い。
糞便中の虫卵検出，細菌の顕微鏡検査，末梢血液像の血球形態観察などに用いられている。

⑩蛍光発光免疫測定法（FEIA，ELFA，EV-FIA）
抗原抗体反応を利用し，反応物の検出に蛍光物質を用いる方法。
EIA 法や ELISA 法（②）において，抗体や抗原に蛍光物質を標識する方法や，酵素を標識しておいて２次反

応に蛍光基質を用いる方法がある。
試薬製造元の呼称として，FEIA法（fluorescent enzyme immunoassay），ELFA（enzyme linked fluorescent
assay）などがみられる。
● EV-FIA 法（evanescent wave fluoro immunoassay）：蛍光免疫測定法の一つで，エバネセント波を用いたも
のである。抗原抗体反応によって生成される免疫化学的複合体の標識抗体上の標識蛍光物質を励起して蛍光発
光させるとともに，標識蛍光物質からの蛍光放射を全反射しながら反応系内にしみだした光（エバネセント
波）で励起することによって，標識蛍光物質から放射される蛍光強度を測定する。競合法によるものとサンド
イッチ法による
ものがある（方
法の概要は⑮参
照）。エバネセ
ント波はチップ
基板表面近傍の
複合体の蛍光色
素を選択的に励
起するため，
B/F 分離する
ことなく，検体
中の被検物質量
を反映した蛍光
強度が検出できる。

⑪血球・粒子凝集法
血球凝集反応や粒子凝集反応を調べる方法を，本書では「血球・粒子凝集法」と総称している。
以前は凝集像の検出に動物血球が用いられることが

多かったが，近年は原材料の確保と均質な条件設定が
容易な粒子凝集法が汎用されるようになった。
特に下記の３つが多く用いられている。

●受身赤血球凝集反応（PHA：passive hemaggluti-
nation）：表面にウイルス抗原を吸着させた赤血球
（感作赤血球）を用いて抗体を反応させ，抗原抗体
反応による凝集の有無によって抗体の存在を判定す
る方法。

●粒子凝集反応（PA：particle agglutination）：抗原
または抗体を吸着させたゼラチン粒子など（感作粒
子）を用いて反応させ，抗原抗体反応による凝集の
有無によって抗体または抗原の存在を判定する方法。
PHA と比べて非特異的凝集が少ないという特徴を
もつ。

●金コロイド凝集法：抗原または抗体を吸着させた金
コロイド粒子を反応させ，抗原抗体反応によって金
コロイド粒子が凝集する色調変化を光学的に測定す
る方法。
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★ 2026年度診療報酬改定に完全準拠した最新版。点数
表上のすべての検査・画像診断・病理診断の項目（手
技）について，①適応疾患（標準病名），②目的・方法・
手技，③保険請求上の留意点──を明快に解説。

★改定による新設の検査項目もすべて収載し，全項目に
最新の診療報酬点数・通知も付記しています。

★「日本臨床検査医学会」の医学者多数が，最新の臨床
知見に基づいて「適応疾患」「手技解説」をダブルチ
ェックで徹底的に精緻化。審査機関などでも広く参照
され活用されている唯一のスタンダード事典です!!

★本書１冊で，検査・画像診断・病理診断の「適応疾患」
「頻度・回数」等のレセプトチェックは万全です!!

最新刊 2026年度版 ダウンロードサービス付  2026年７月刊予定

特定保険医療材料ガイドブック
材料の図解，使用目的・方法，適応疾患・手術・処置の全ガイド

■日本医療機器テクノロジー協会
■Ａ４判　約1,030頁■フルカラー
■25,000円（＋税）（本書は医学通信社
への直接注文に限ります）

日本医療機器テクノロジー
協会が厚労省の協力を得て
編纂した医療材料の唯一の
スタンダード解説書!!

★2026年７月現在のすべての特定保険医療材料の，①材料の定義，②製品の特色，
③使用目的・方法，④算定上の留意事項，⑤適応疾患，⑥適応手術・処置──等
を，ビジュアルなカラー写真やイラストで，わかりやすく解説。また，「電子版」
（ダウンロードサービス）によりパソコン上での活用も可能です !!

★手術に際しての材料使用マニュアルとして，また保険請求・レセプト点検時に材
料の適応を確認するためのガイドブックとして役立つ情報満載です !!

ビジュアルなカラー写真・イラストを豊富に使用：
医療材料の実際の形態や色，使用方法，術式のデ
ィテールが目で見てわかります。

主な適応疾患，適応手術・処置：どのような疾患
に対する，どのような手術・処置で，実際にどう
使用されるのか──を手術例と処置例を示して具
体的に解説しています。臨床の手引き書としては
もちろん，レセプト点検にも役立ちます。

※ 　その他，「材料の定義の解説」「価格」「算定の
留意事項」「関連する手術料・処置料」「取扱い
企業」等についても詳細に解説。

※ 　臨床と保険請求において必要なすべての情報
を収録。本書１冊あれば，「材料」＝「適応手術・
処置」＝「診療報酬」のチェックは万全です。

※ 　製造元企業200社以上が加盟する日本医療機器
テクノロジー協会が厚労省の協力を得て編纂し
た，信頼できるスタンダード解説書!!
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処置・リハビリ・生体検査・注射・麻酔・放射線治療・精神科専門療法

最新刊

■寺島裕夫 監修
■専門医40数名 著
■Ｂ５判　約400頁
■２色刷
■3,000円（＋税）

診療報酬点数表　2026-27年版

臨床手技の完全解説
2026年改定に完全準拠した
最新版。専門医40数名がダ
ブルチェックで，処置やリ
ハビリ等のすべての手技・
適応疾患を見直し精緻化さ
せたスタンダード事典!!

※ 

臨
床
手
技
の
内
容
・
デ
ィ
テ
ー
ル
を
，
多
数
の
イ
ラ
ス
ト
や
図
表
を
用
い

て
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
わ
か
り
や
す
く
解
説
。
実
際
の
臨
床
手
技
が
、
点
数

表
上
の
ど
の
報
酬
項
目
に
該
当
す
る
の
か
が
明
快
に
わ
か
り
ま
す
！

※ 

レ
セ
プ
ト
の
適
応
疾
患
チ
ェ
ッ
ク
に
最
適
。
ま
た
、
傷
病
名
に
適
応
す
る

手
技
を
逆
引
き
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
、
こ
の
病
名
な
ら
こ
の
手
技
が

行
わ
れ
て
い
る
は
ず
│
│
等
の
請
求
も
れ
チ
ェ
ッ
ク
も
可
能
で
す
！

図1-2 足関節絆創膏固定 図1-3 膝関節絆創膏固定 図1-6 鎖骨用ベルト(バンド) 図1-7 肋骨絆創膏固定

図1-5 鎖骨絆創膏固定

図1-4 鎖骨⚘の字包帯法

⑧「⚔」3000cm2以上6000cm2未満，「⚕」6000cm2以上
については，⚖歳未満の乳幼児の場合，乳幼児加算
として55点を加算する。
適応疾患 ▶熱傷 ▶化学外傷（化学熱傷）▶電撃傷
▶日焼け ▶放射線性熱傷 ▶凍傷
使用物品 外用消毒薬（イソジン，ヒビテンなど），軟
膏（ゲンタシン軟膏など），皮膚炎治療薬，創面保護
用被覆材。
皮膚欠損用創傷被覆材，真皮欠損用グラフト，非

固着性シリコンガーゼ，デキストラノマーは病名に
皮膚欠損が必要

J001-2 絆創膏固定術 500点

いわゆるテーピングであり足関節捻挫・靱帯損傷
（図1-2），膝関節捻挫・靱帯損傷（図1-3）に対して行う
ものを対象とする。ちなみに捻挫とは㔸帯損傷の軽い
ものと考えてよい。粘着性テーピングテープによる固
定以外にも，弾性包帯その他の固定材料による固定も
同様と考えることもあるが，地域により扱いに差があ
るので確認を要する。固定材料費は別途請求できな
い。頻回の交換の場合はJ000創傷処置で算定する。ス
ポーツ選手で試合や練習を継続する場合は毎日張替え
が普通であり，皮膚のかぶれ防止にも絆創膏やテーピ
ングテープは頻回に張り替える必要がある。
《保険請求》
交換は原則として週⚑回のみ算定可能。
適応疾患 ▶膝関節㔸帯損傷 ▶足関節捻挫，（再固定
時のみ準用 肋骨骨折）
使用物品 絆創膏，テーピング用テープ，アンダーラ
ップテープ，弾性包帯，伸縮性包帯

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

鎖骨または肋骨の固定に際し，転位を進行させない
ようにそのままの位置で固定する場合に適応する。
鎖骨に対しては弾性（弾力）包帯やチューブ状包帯

（ストッキネットなど）と綿包帯を使用した⚘の字包
帯法（図1-4），骨折部を直接押さえ込む絆創膏固定（図
1-5），市販の鎖骨用ベルト（鎖骨固定帯，図1-6）を使

用する方法などがある。上肢への動静脈圧迫や神経圧
迫や皮膚障害に注意しつつ固定の程度を調節する必要
がある。転位のある骨折を整復する場合はK044骨折
非観血的整復術「⚓」1440点も適用する。鎖骨固定帯
は他の方法より患者にとって快適なので，特に成人で
はほとんどこの方法がとられている。処置の通則⚑に
従えば，「処置に用いる衛生材料を患者に持参させ又
は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とする
ことは認められない」。また「特定保険医療材料」でも
ないので，鎖骨固定帯を別途請求はできず処置料に含
められる。
肋骨骨折では絆創膏固定（図1-7），弾性包帯固定も

あるが，市販の胸部固定帯を用いるのが簡便である。
この場合も，J001-3肋骨骨折固定術（500点）で算定す
る。
《保険請求》
①鎖骨の⚘の字包帯や鎖骨固定帯の巻き替え・調整は

J000創傷処置に準じて算定する。
②鎖骨の絆創膏固定の場合⚒回目以降の絆創膏貼用を
絆創膏固定術に準じ週⚑回を原則として算定する。
⚘の字包帯を作り替え絆創膏固定術で申請する場合
は症状詳記が必要であろう。

③肋骨の絆創膏固定の場合，⚒回目以降は週⚑回を原
則とするJ001-2絆創膏固定術で算定する。弾性包帯

4 第⚑章 処置

処 置

一 般

2026年６月刊予定

★点数表上のすべての処置・リハビリ・生体検査・注射・
麻酔・放射線治療・精神科専門療法について，①適
応疾患（標準病名），②手技，③材料・機器，④保険
請求上の留意点──をイラスト併載で明快に解説。

★ 2026年度診療報酬改定に準拠した最新版。改定によ
る新設項目・新点数もすべて収載しています。

★高度な医療水準を誇る国立国際医療センターを中心
とした専門医 40名と，外科系学会社会保険委員会連
合（外保連）加盟学会の専門医多数が「適応疾患」「材
料・機器」をダブルチェックして徹底的に精緻化。

★審査機関などでも広く参照されているスタンダード
書籍!!　臨床手技と適応疾患のチェックに最適です。

元東京逓信病院副院長兼一般・消化器外科部長

処
置
・
リ
ハ
ビ
リ
・
生
体
検
査
・
注
射
・
麻
酔
・
放
射
線
治
療
・

精
神
科
専
門
療
法
／
適
応
疾
患
と
手
技

年版2026-27

処置・リハビリ・生体検査・注射・麻酔・放射線治療・精神科専門療法
適応疾患と手技

2026
-27
年版

臨
床
手
技
の
完
全
解
説

医
学
通
信
社

寺
島
裕
夫

寺島裕夫 Terashima Hiroo

臨床手技の完全解説
医学通信社

RSK-2026-案02

1450術式のポイント解説と適応疾患・使用材料

最新刊

■寺島裕夫 監修
■専門医45名 著
■Ｂ５判　約600頁
■２色刷
■3,500円（＋税）

診療報酬点数表　2026-27年版

手術術式の完全解説
2026年改定に完全準拠し，
新規手術もすべて収録した
最新版。専門医45名がダブ
ルチェックで手技・適応疾
患・材料を精緻化させた手
術術式のスタンダード!!

※ 

手
術
術
式
の
内
容
・
デ
ィ
テ
ー
ル
を
，
多
数
の
イ
ラ
ス
ト
や
図
表
を
用
い

て
，
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
わ
か
り
や
す
く
解
説
。
実
際
の
術
式
が
，
点
数
表
上

の
ど
の
手
術
項
目
に
該
当
す
る
の
か
が
明
快
に
わ
か
り
ま
す
！

※ 

レ
セ
プ
ト
の
適
応
疾
患
チ
ェ
ッ
ク
，
算
定
術
式
チ
ェ
ッ
ク
，
医
療
材
料
の

請
求
も
れ
チ
ェ
ッ
ク
に
最
適
。
充
実
し
た
索
引
に
よ
り
，
傷
病
名
・
医
療

材
料
・
医
療
機
器
に
適
応
す
る
手
術
を
検
索
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

2026年６月刊予定

★ 2026年度診療報酬改定に準拠した最新版。点数表上
の全手術項目の，①適応疾患（標準病名），②目的と
手技，③医療材料・医療機器，④併施・類似手術，⑤
保険請求上の留意点──を明快に解説しています。

★術式・手順を図解したイラストも多数使用。改定によ
る新設手術・新点数もすべて収載しています。

★高度な医療水準を誇る国立国際医療センターを中心と
する専門医 20数名と，外科系学会社会保険委員会連
合（外保連）加盟学会の専門医多数が，「適応疾患」「使
用材料」をダブルチェックして徹底的に精緻化。

★審査機関でも使用されているスタンダード書籍 !!　手
術・適応疾患・使用材料のチェックに最適です。



10　 医学管理の完全解説　ISBN978-4-86840-027-1　　在宅医療の完全解説　ISBN978-4-86840-033-2

p9

「医学管理等｣ 全 100項目──指導管理・適応疾患の全ディテール

最新刊

■川人明　
　山内常男　著
■Ｂ５判／約190頁
■２色刷
■1,800円（＋税）

診療報酬点数表　2026-27年版

医学管理の完全解説
煩雑さゆえに請求ミスも多
い「医学管理等」。その具
体的な内容，臨床のディテ
ール，適応疾患，請求上の
留意点を明快に解説した唯
一のスタンダード書籍!!

※ 

点
数
表
か
ら
で
は
実
像
や
中
身
が
見
え
に
く
い
医
学
管
理
等
（
治
療
計

画
、
地
域
連
携
、
指
導
管
理
等
）
の
デ
ィ
テ
ー
ル
と
適
応
を
、
図
表
や
写

真
も
交
え
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

※ 
点
数
表
の
「
医
学
管
理
等
」
全
項
目
を
解
説
。
診
療
内
容
の
ほ
か
に
、
①

点
数
・
注
規
定
，
②
保
険
請
求
上
の
留
意
点
、
③
カ
ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
摘

要
欄
へ
の
記
載
事
項
も
す
っ
き
り
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。

2026年６月刊予定

★診療報酬点数表の「医学管理等」全項目（B000～
B100）につき，①診療の実際，②治療計画・連携・
指導管理の内容，③対象患者・適応疾患，④保険請求
上の留意点──を，すっきり明快に解説。

★ 2026年改定に完全準拠。新設項目，カルテ・レセプト
への記載事項も追加し大幅にバージョンアップ !!

★多岐に渡る煩雑な規定ゆえに請求もれも多い「医学管
理等」。その全項目につき，解釈のグレイゾーンと臨
床の実際をまるごと解説した書籍は本書のみ。

★本書１冊あれば，医学管理等の診療内容・指導管理＝
適応疾患＝診療報酬のチェックは万全。臨床と保険請
求を完全一致させるためのスタンダード書籍です !!

在宅診療・指導管理・適応疾患・使用材料の全ディテール

最新刊

■川人明 著
■Ｂ５判／約200頁
■２色刷
■1,800円（＋税）

診療報酬点数表　2026-27年版

在宅医療の完全解説
2026年改定に準拠した最新
版。複雑な「在宅医療」の
具体的内容，臨床ディテー
ル，適応疾患，使用材料，
請求上の留意点を明快に解
説したスタンダード書籍!!

※ 

点
数
表
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
実
際
の
在
宅
医
療
（
訪
問
診
療
，
指
導
管

理
、
処
置
、
投
薬
、
注
射
、
材
料
・
機
器
等
）
の
デ
ィ
テ
ー
ル
と
適
応
疾

患
・
対
象
患
者
を
、
図
表
も
交
え
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

※ 

「
在
宅
医
療
」
の
全
項
目
（
材
料
加
算
、
薬
剤
、
特
定
保
険
医
療
材
料
も

含
む
）
を
解
説
。
①
点
数
・
注
規
定
、
②
保
険
請
求
上
の
留
意
点
、
③
カ

ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
へ
の
記
載
事
項
も
す
っ
き
り
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。

2026年８月刊予定

★診療報酬点数表（2026年改定準拠）の在宅医療の全
項目（C000～ C300）につき，①診療の実際，②指導
管理の内容，③適応疾患・対象患者，④材料・機器・
薬剤，⑤保険請求上の留意点──を明快に解説。

★「材料加算」「特定保険医療材料」についても，その
使用法，適応，算定方法を具体的に解説しています。

★在宅医療の第一人者が，在宅医療現場のディテールと
保険請求上のポイントを詳しく解説。点数表の「在宅
医療」全項目の具体的な内容を解説した唯一の書 ! !

★本書１冊あれば，在宅医療の診療内容・指導管理＝適
応疾患＝診療報酬のチェックは万全です。臨床と保険
請求を完全一致させるためのスタンダード書籍 ! !
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ビジュアル速解・点数表全一覧＆レセプト請求の要点解説

最新刊

■ 診療報酬請求事
務・認定コーチ

　青山美智子　著
■Ｂ５判／約500頁
■2,800円（＋税）

2026-27年版

診療報酬・完全攻略マニュアル
2026年診療報酬点数表の全
内容を凝縮した，算定要件
と施設基準が一覧できる速
解マニュアル。診療報酬が
100％理解できる点数表のス
ーパー副読本──最新版!!

※ 

点
数
・
加
算
・
判
断
料
，
算
定
要
件
（
入
院
・
外
来
の
別
，
患
者
要
件
，
適

応
疾
患
，
回
数
・
期
間
制
限
，
併
算
定
の
可
否
等
），
施
設
基
準
要
件
（
人
員
・

施
設
・
届
出
）・
略
号
な
ど
が
一
目
で
わ
か
る
高
機
能
一
覧
表
。

※ 

レ
セ
プ
ト
の
記
載
方
法
と
注
意
点
，個
々
の
診
療
報
酬
の「
レ
セ
プ
ト
摘
要
欄
」

の
記
載
例
も
示
し
，
術
式
・
臓
器
・
医
療
機
器
の
イ
ラ
ス
ト
図
解
も
多
数
収

録
し
て
い
る
の
で
，
わ
か
り
や
す
さ
抜
群
で
す
。

2026年６月刊予定

2.サーモン

0-20-15-0

マニュアル 2026 27 版年-

医学通信社

医学通信社

診療報酬請求事務・医事コンピュータ・認定コーチ／職業訓練指導員

青山美智子 著

診療報酬
完全攻略

医
学
通
信
社

診
療
報
酬
・
完
全
攻
略
マ
ニ
ュ
ア
ル

初再

入院
基本

入院
加算

特定
入院

短期
滞在

医学

在宅

検査

画像

投薬

注射

リハ
精神

処置

手術

麻酔
放射

病理
その他

食事

青
山
美
智
子 

著

4
月
補
訂 
版

4
月
補
訂 
版

2
0
2
6-

2
7
年 
版

束幅　19ミリ

B5版　182×257

アタリ

★2026年改定に準拠した最新版。点数表全項目の点数・算
定要件・施設基準・記載要領・略号・ポイント解説をコン
パクトに凝縮し，機能的でビジュアルな一覧表に整理 ! !

★すべての点数・要件を一覧表に総まとめし，「通則」加算
や判断料等もわかりやすく一覧表示。点数算定と内容理
解が飛躍的にスピードアップする速解マニュアルです ! !

★「算定方法・計算手順」「レセプトの書き方」をわかり
やすく実例解説。一覧表には「レセプト摘要欄」の記載例
や術式・臓器・機器のイラスト図解も盛り込んでいます。

★診療報酬の基礎から請求実務のディテールまでを１冊に
収載。算定入門書としても絶好で，複雑で難解な診療報
酬点数表をすっきり明確に理解することができます。

★ 2026年診療報酬改定と審査機関の審査基準に準拠した最新版 !!

★「第 1章」では，検査・投薬・手術等の適応疾患・回数・分量・併算定の可
否など，点数表ではわからないレセプト審査上の具体的な指標を収録。支払
基金の「審査情報提供事例」もすべて収録しています。

★「第２章」には，審査機関の保険審査委員による「診療科別レセプト審査の
ポイント」を収録 ! !　外科・脳神経外科・呼吸器外科・内科・泌尿器科・皮
膚科・整形外科・麻酔科の審査委員が，「最近の審査の傾向」，「診療科別の
審査チェックポイント」，「症状詳記のアドバイス」を，実例をあげて解説。
──本書だけで知り得る，この上なく貴重な内容です !!

★「レセプト点検のチェックポイント 140」「算定上の留意点」「診療録への要
点記載事項」「2026年改定の新設項目」──なども収録。本書 1冊に，レセ
プト点検の全チェックポイントが総まとめされています !!

2026年６月刊予定実 践 対 応　2026 年版

レセプト総点検マニュアル
■Ｂ５判／２色刷／約250頁
■2,400円（＋税）

2026年改定に準拠した最新版。
保険審査委員による「審査の傾
向」「診療科別点検ポイント」「症
状詳記のアドバイス」など，査
定減点対策の“秘中の秘”を集
大成。事務点検，医師点検とも
に役立つ貴重な１冊！

2026年改定準拠／「診療科別レセプト審査のポイント」収録

最新刊

※ 　

ど
こ
ま
で
が
保
険
診
療
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
，
点
数
表
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
（
適
応
・
回
数
・
期
間
・
分
量
・
併
算
定
可
否
等
）
に
つ
い
て
審
査
上
の
「
指
標
」
を
収
載
!!

CONTENTS
第１章　レセプトチェックの全ポイント
　1　点検のチェックポイント140
　2～13（初診料～放射線治療／精神
科専門療法）

　【記載例】◆「血液ガスと電解質測定：
急性期４日間は４～６回／日，以後
１週間は２～３回／日，２週間以降
は１回／日以内」，◆「３月以内の再
入院での梅毒反応，肝炎ウイルスマ
ーカー検査：原則として認められな
い。輸血後などは理由を付して算
定」，◆「バルーン留置時の膀胱洗浄：
週２回，月10日を限度」，◆「Ｓ状結

腸・直腸癌手術時の病理組織学的診
断：２臓器とする」，◆「胆囊摘出の
翌日に出血のため肝縫合術：肝縫合
術を試験開腹術で算定」──など

第２章　診療科別レセプト審査のポイント
　1　一般外科　　　　5　泌尿器科
　2　脳神経外科　　　6　皮膚科
　3　呼吸器外科　　　7　整形外科
　4　内科　　　　　　8　麻酔科
第３章　レセプト記載・一覧表
　1　レセプト略号一覧表
　2　 レセプト摘要欄記載が必要な診

療行為一覧

＊無菌製剤処理料 1（イ以外） 

＊デカドロン注射液 1.65mg

　ラクテック注 500mL　1袋，

　ヘパリンNaロック用 100 単位/mLシリンジ

　「オーツカ」10mL　1,000 単位 10mL　1筒 

＊デカドロン注射液 1.65mg

＊ECG12 

2つ目の診療科名を
記載する

検査日を記入する

診療時間を記載する

＊無菌製剤処理料 1（イ以外） 

＊デカドロン注射液 1.65mg

　ラクテック注 500mL　1袋，

　ヘパリンNaロック用 100 単位/mLシリンジ

　「オーツカ」10mL　1,000 単位 10mL　1筒 

＊デカドロン注射液 1.65mg

＊ECG12 

2026
レセプト
総点検マニュアル

実践対応 2026年6月現在の診療報酬に準拠

2
0
2
6
年版

実
践
対
応

レ
セ
プ
ト
総
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル

R E Z E P T

年版

R
E

Z
E

P
T

医
学
通
信
社 医学通信社

医学通信社

束11mm RZP2026-01
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2026年７月刊予定保険審査委員による

“保険診療＆請求”ガイドライン
2026-27年版

■進藤勝久（近畿大学名誉教授）　著
■Ａ５判／２色刷／約280頁
■2,600円（＋税）

審査と指導を熟知した元・支払
基金医療顧問による，医師・医
療スタッフ・事務職員のための
“保険診療＆保険請求”ガイドラ
イン。貴重な情報・知見・ノウ
ハウを満載した唯一無二の１冊!!

電子カルテ＆レセプト──最適化のための27章

最新刊

※ 　

点
数
表
の
個
別
具
体
的
な
診
療
項
目
や
医
薬
品
が
、
な
ぜ
査
定
・
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
の

か
、
ど
の
よ
う
な
対
策
や
改
善
（
レ
セ
プ
ト
症
状
詳
記
等
）
を
図
れ
ば
よ
い
の
か
を
解
説
。

※ 　

医
学
・
法
規
・
審
査
規
定
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
実
践
的
・
保
険
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
!!

CONTENTS
総論 　保険診療の基本（第１章～第５章）
■新時代の診療体系，■電子カルテとレセプトの連動と療担規則，■レセ審査をパスす
るためにどんな点に注意するか，■審査機関と厚生局の関係と指導のポイント　他

各論 　保険請求の項目別留意点（第６章～第26章）
■初・再診料，■入院料，■DPC，■医学管理等，■在宅医療，■検査，■画像診断，
■投薬，■注射，■リハビリテーション，■精神科専門療法，■手術，■麻酔　他
第27章　適正な診療と適正な請求を行うために

★2026年診療報酬改定と最新の審査基準・法制度に完全準拠させ，大幅に加筆
を加えてリニューアルした最新2026-27年版!!

★「なぜ査定減点・指導されるのか」──臨床医が行う「保険診療」のルール
と範囲，「レセプト審査」「指導」の実際，「点数表」の構造を明快に解説。

★支払基金医療顧問（保険審査委員）を務め，医療現場と審査・指導現場を熟
知した著者が，その経験知と医学・法制度のエビデンスに基づいて書き下ろ
した，日本で唯一の「保険診療ガイドライン」と呼べる貴重な１冊 ! !

★類書にありがちな概論ではなく，「保険診療」と「保険請求」のノウハウを
個別具体的な事例で実践的に解説した“ガイドライン”全 27章 !!

★実際の診療事例・請求事例ごとに保険審査・指導のポイント──なぜ査定減
点・指導されるのかを具体的に解説。点数表だけでは判断のつかないポイン
トも，医学的根拠や実際の審査規定に基づいて明快な解釈を示しています。

★医師や看護師のための「保険診療ガイドライン」，医事部門のための「保険
請求マニュアル」として，すべての医療機関とそのスタッフに必須の１冊 ! !

窓口業務から保険請求，統計業務までの実務知識

最新刊

■木津正昭　著
■Ｂ５判　約260頁
■２色刷
■2,500円（＋税）

2026年版

最新・医療事務入門
2026年４月現在の医療制
度・医事業務に準拠した最
新版。医療事務のすべての
基礎知識と実践ノウハウを，
これ以上なくわかりやすく
解説した入門書の決定版!!
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₁．医療保険制度
　医療保険制度とは，加入者が収入に応じて保
険料を出し合い，そこから医療費を支出する公
的な仕組みのことです。日本では，すべての人
が医療保険制度に加入することになっており，
これを「�国民皆保険制度」と呼んでいます。

⑴　医療保険の種類
　医療保険制度にはいくつかの種類があり，そ
れぞれの職域・地域・年齢などによって加入す
る制度が異なります。大きくは，「�職域保険
（	被用者保険）」，「�地域保険（	国民健康保険）」，
「�後期高齢者医療保険」に分けられます（図表₁）。
→詳しくは p.38「第２章」「１．医療保険制度」

⑵　保険者と被保険者
　健康保険事業に関しては，運営を担う側を
「	保険者」，保険給付を受ける側を「	被保険者」
と言います。

受給

被保険者

保険給付

徴収 保険料支払

保険者

⑶　�保険給付の範囲
　各健康保険では，傷病に係る給付，出産に係
る給付，死亡に係る給付など様々な保険給付を
行っています（図表₂）。→詳しくは p.39「♴　保
険の給付」

図表₁　医療保険の種類図表1　医療保険の種類

職域保険（被用者保険）

　サラリーマンなど，事業所に使用されている人を被保険
者とする医療保険です。

地域保険（国民健康保険）

　農業者や自営業者，自由業者，無職の人など，被用者保
険に加入していない人々を対象とした医療保険です。

❶健康保険（健保）
民間企業などで働く人とその家族を対象とした医
療保険です。健保組合が保険者となる「組合管掌
健康保険」と，全国健康保険協会が保険者となる
「全国健康保険協会管掌健康保険」（協会けんぽ）
があります。

都道府県が保険者となり，その都道府県内の住
民が被保険者となります。
市町村は，被保険者証の発行・保険料の徴収・
保険給付の決定などを行います。

同種の自営業者（医師，歯科医師，理容師など）
によって組織されます。

国家公務員，地方公務員，私立学校教職員とその
家族を対象とした各共済組合が保険者となります。

船員として船舶所有者に使用される人とその家
族を対象としたもので，政府が保険者（運用は
協会けんぽ）となります。

❷船員保険

❸共済組合

❷国民健康保険組合

後期高齢者医療保険

　75歳以上と65～74歳の一定の障害者を
対象とする医療保険です。

❶都道府県・市町村国保
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３．医事課の窓口業務ダイジェスト

外来業務のABC

初診患者受付（一般例）

⑴　診療申込書の受付
　診療申込書は，受診の意思表示として患者自
身で記入してもらいます。また，患者の氏名・
住所・生年月日等が被保険者証と違う場合もあ
るので，その確認の意味もあります。

⑵　診療科の選択
　一般的には，患者本人が診療申込書の受診希
望科欄を○で囲む方法を採っています。また，

症状だけでは一概に診療科が判断できないケー
スなどに対応するために，案内窓口に看護師長
などが配置されていて，相談に応じる体制をと
っているところも多いようです。

⑶　受給資格の確認
　保険医療機関は，保険診療を受ける資格があ
るかどうかを患者が持参した被保険者証，組合
員証などで確認する必要があります。被保険者

※ 

医
療
事
務
の
す
べ
て
の
業
務
の
流
れ
・
内
容
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
イ
ラ
ス
ト
・

図
表
等
で
明
快
に
図
解
。
医
療
制
度
や
専
門
用
語
に
は
わ
か
り
や
す
い
解

説
を
加
え
て
い
る
の
で
、
新
人
教
育
・
初
級
者
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最
適
!!
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医
療
事
務
・
医
療
制
度
の
基
本
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れ
以
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な
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す
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外
来
業
務
新患
再来

科別に連番または年が変わるごとに年号を付し
た連番，姓名の読み方を数字化するなどでした
が，今日では，患者登録番号を付番する病院が
多くなっています。

⑸　住所欄
　住所の登録は郵便番号を入力することにより
区市町村名まで表示できる方法が多く採用され，
補足作業として丁目番地を入力することで簡単
に登録できるようになりました。住所の登録に
よって患者がどこの地域から多く来院している
かなど，患者の診療圏（地域別患者数）の把握
に役立てることもできます。

⑹　保険者名欄
　被保険者証に記載されている８桁の保険者番
号を入力する場合は，保険者番号の検証番号と

同様になるように，コンピュータのプログラム
にチェック機構を設計してあるので，誤入力し
たときはエラー表示され，登録できないシステ
ムになっています。
　しかし，国民健康保険（退職者医療を除く）
の保険者番号（６桁）を入力する場合は，
HAPPY-ACS独自に設定した法別番号（給付割
合別の番号）を付加して入力するため，コンピ
ュータで計算した８桁末尾の検証番号と国民健
康保険の６桁末尾の検証番号が不一致であって
も独自の法別番号と保険者番号が入力できるよ
うになっています。
　このことから，独自設定した給付割合別の法
別番号の誤入力が発生した場合は，誤った一部
負担金が算定され，誤った給付割合の診療報酬
明細書が作成され，誤った診療報酬請求書が国
保連合会に提出するおそれがあります。

図表₄─１１　患者登録の主な手順

2026年４月刊予定

★2026年度診療報酬・療養担当規則・保険外併用療養費改
定，マイナ保険証のスマートフォン対応など，2026年４
月現在の法制度や医療事務システムに準拠した最新版! !

★医療機関の仕組み，医療制度・診療報酬，外来・入退
院業務，患者接遇，料金徴収，レセプト請求，医事統
計まで，医療事務の全知識とノウハウを明快に解説。

★医療事務の，①業務の流れ，②具体的な内容，③窓口
業務のノウハウ──などを実践的に解説。概要解説だ
けの入門書とは違う本格派・実務入門書‼ 

★新人研修，専門学校テキストとして最適な“医療事務
入門書”の決定版 !!　業務のすべてをカバーしている
ため，“医事業務マニュアル”としても活用できます ! !
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これだけは知っておきたい医療関連 114法

最新刊

■ 望月稔之，並木洋，
小笠原一志　著

■Ｂ５判　約460頁
■２色刷
■3,200円（＋税）

2026年版

医療関連法の完全知識
薬機法改正，労働安全衛
生法改正，2026年度診療
報酬・療養担当規則・保
険外併用療養費改定など，
2026年４月現在の法制度
に完全準拠した最新版!!
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介
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必
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縮
!!
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①
法
律
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制
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概
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法
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表
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②
主
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文

と
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釈
，③
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・
給
付
・
負
担
の
内
容
，④
申
請
や
給
付
の
流
れ
（
図
解
），

⑤
申
請
書
・
届
出
書
等
の
様
式
│
│
等
を
わ
か
り
や
す
く
要
点
解
説
!!

2026年６月刊予定

★医療に関連するすべての法規定（114法）の内容と医
療機関での取扱いをわかりやすく解説。2026年４月現
在の法制度に完全準拠した最新版・実務マニュアル !!

★2026年版では，薬機法改正，労働安全衛生法改正，児童
虐待防止法改正，2026年度診療報酬・療養担当規則・保険
外併用療養費改定などを新たに収録してアップデート !!

★さらに第８次医療計画，新・地域医療構想，働き方改
革，医師偏在対策等の動向や施策もわかりやすく解説。

★医療関連 114法について，①制度の仕組み，②条文解釈，
③運用・給付・負担の内容，④申請・給付の流れ，⑤申請書・
届出書の様式──等を具体的に解説。医療機関のあらゆ
る法律問題や運用・手続きに対応できる“虎の巻”!!

実例・図解による請求事務マニュアル

最新刊

■ 医学通信社　編
■Ｂ５判　約300頁
■２色刷
■3,000円（＋税）

2026年版

公費負担医療の実際知識
2026年４月現在の公費負
担医療制度に準拠した最
新版!!　具体的な事例解
説と図解，レセプト記載
例で，難解な公費制度が
すっきり理解できます!!

※ 

感
染
症
法
，
生
活
保
護
法
，
障
害
者
総
合
支
援
法
，
精
神
保
険
福
祉
法
，

難
病
法
，
児
童
福
祉
法
，
原
爆
援
護
法
，
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
な
ど
，

国
の
あ
ら
ゆ
る
公
費
制
度
と
自
治
体
の
公
費
制
度
の
一
部
を
収
録
。

※ 

①
公
費
・
保
険
・
患
者
負
担
の
割
合
，
②
公
費
制
度
・
医
療
保
険
・
介
護

保
険
の
併
用
，
③
医
療
機
関
で
の
取
扱
い
，
④
申
請
・
報
告
の
方
法
，
⑤

請
求
書
・
明
細
書
の
記
載
方
法
な
ど
を
，
実
例
を
示
し
て
明
快
に
解
説
!!

2026年４月下旬刊予定

★2026年４月現在の公費負担医療制度，2026年度診療報
酬改定に完全準拠 ! !　制度運用，手続き，負担割合，負担
上限額，レセプト請求などをアップデートした最新版 ! !

★感染症法，生活保護法，障害者総合支援法，精神保健福
祉法など，国のすべての公費負担医療制度の煩雑な仕組
み・取扱いをわかりやすく実践的に解説しています。

★①制度概要，②負担割合，③公費・医療・介護の併用，④
医療機関での取扱い（請求方法，申請・報告，各種様式の
記載方法）──などを具体的事例・記載例で明快に解説。

★公費負担医療の初歩から実務ノウハウまで，多数の図解
（負担割合グラフ等）やレセプト事例などで実践的に解説。
難解な公費制度も本書１冊でらくらく理解できます !!
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■ 医学通信社　編
■ Ａ５判／フルカ
ラー／約120頁

■1,600円（＋税）

マイナ保険証スマホ対応
など取扱いの変更，2026

年度診療報酬・療養担当
規則・保険外併用療養費
改定など，制度変更をす
べて反映させた最新版!!

2008 年に老人保健法を全面改正して施行
された法律です。本稿では，同法のうち 75
歳以上を対象とする後期高齢者医療制度につ
いて解説します。
各都道府県単位で設けられる後期高齢者医

療広域連合が運営主体となります。
対象者は，それまでの医療保険からは脱退

し（被保険者証は回収され），新たに「後期
高齢者医療被保険者証」（図表 1-8）が交付さ
れます。有効期間は，原則として毎年 8月か
ら 7月までの 1年間です。
  対象患者  　・区域内に住所を有する 75 歳
以上の者

・ 65 歳以上 75 歳未満で，政令で定める程度
の障害をもち，後期高齢者医療広域連合の
認定を受けた者（生活保護受給者は適用除
外）
なお，下記の場合は受給資格を喪失します。
①　他の都道府県へ転出するとき
②　死亡したとき
③　65 歳以上 75 歳未満の者が，一定の障害
の状態に該当しなくなったときまたは本人
が障害の認定に係る申請を取り下げたとき
④　適用除外要件に該当したとき（生活保護
の開始等）
  窓口確認  　「後期高齢者医療被保険者証」，

3
高齢者の医療の確保に関する
法律による療養の給付
（後期高齢者医療制度） 法別番号 39

8　　 3   高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付（後期高齢者医療制度）

図表1-8　後期高齢者医療被保険者証
（表　面）

後期高齢者医療被保険者証　　　　　有効期限　年　月　日

　　　被保険者番号
　　　住　所
　　　氏　名　　　　　　　　　　　性　別
　　　生　年　月　日　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　　資格取得年月日　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　　発　効　期　日　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　　交  付  年  月  日　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　　一部負担金の割合

保険者番号　　　　　　　　　　　

保険者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

（裏　面）
注意事項　 保険医療機関等において診療を受けようとするとき

は，必ずこの証をその窓口で渡してください。

備　　考　

※ 　以下の欄に記入することにより，臓器提供に関する意思を表示することがで
きます。記入する場合は，1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。

1．私は，脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも，移植の為に臓器を提供します。
2．私は，心臓が停止した死後に限り，移植の為に臓器を提供します。
3．私は，臓器を提供しません。
《1又は 2を選んだ方で，提供したくない臓器があれば，×をつけてください。》

【心臓・肺・肝臓・腎
じん

臓・膵
すい

臓・小腸・眼球】
〔特記欄：　　　　　　　　　　　　　　　　〕
署名年月日：　　　　年　　　月　　　日
本人署名（自筆）：　　　　　　　　　　  　   家族署名（自筆）：　　　　　　　　　　  

備考　1．プラスチックその他の材料を用い，使用に十分耐え得るものとすること。
　　　2．この証の大きさは，縦 54ミリメートル，横 86ミリメートルとすること。
　　　3 ．必要があるときは，横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更

又は調整を加えることができること。
　　　4 ．別途被保険者等に周知することにより，注意事項を省略することができること。
　　　5．被保険者等に次に掲げる事項を周知すること。
　　　　（以下略）

様
式
第
一
号
（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

様
式
第
二
号
（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

（裏　面）

注意事項
保険医療機関等において診療を受けようとすると
きは，必ず，この証をその窓口で渡してください。

備　　考

※ 　以下の欄に記入することにより，臓
器提供の意思を表示することができま
す。記入する場合は 1から 3までのい
ずれかの番号を○で囲んでください。

1． 私は，脳死後及び心臓が停止した死後のい
ずれでも，移植のために臓器を提供します。

2． 私は，心臓が停止した死後に限り，移植の
ために臓器を提供します。

3． 私は，臓器を提供しません。
《1又は 2を選んだ方で，提供したくない臓器
があれば，×をつけてください》
【心臓・肺・肝臓・腎

じん

臓・膵
すい

臓・小腸・眼球】
〔特記欄：　　　　　　　　　　　　　〕
署名年月日：　　　年　　　月　　　日
本人署名（自筆）：　　　　　　　　　  
家族署名（自筆）：　　　　　　　　　  

（表　面）

後期高齢者医療被保険者証
有効期限　　年　月　日

被保険者番号

被
保
険
者

住　　所

氏　　名
男
・
女

生年月日 年　月　日

資格取得年月日 年　月　日

発効期日 年　月　日

交付年月日 年　月　日

一部負担金
の割合

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

備考　1 ．この証の大きさは縦 128ミリメートル，横 91ミリメートルとすること。
　　　2 ．必要があるときは，各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加える

ことその他所要の調整を加えることができること。
　　　3 ．別途被保険者等に周知することにより，注意事項を省略することができること。
　　　4．被保険者等に次に掲げる事項を周知すること。
　　　  ⑴ 　被保険者証の交付を受けたときは，大切に保管すること。
　　　  ⑵ 　被保険者の資格を喪失したときは，直ちに被保険者証を市町村に提出するこ

と。また，転出の届出をする際には，被保険者証を添えること。
　　　  ⑶ 　被保険者証の記載事項に変更があったときは，14日以内に，被保険者証を添

えて，後期高齢者医療広域連合あての届出を，市町村に提出すること。
　　　  ⑷ 　有効期限を経過したときは，被保険者証を使用することができないため，速

やかに，市町村に提出して，後期高齢者医療広域連合の検認又は更新を受ける
こと。

　　　  ⑸ 　不正に被保険者証を使用した者は，刑法により詐欺罪として懲役の処分を受
けることがあること。

　　　  ⑹ 　特別の事情がないのに保険料を滞納した場合，被保険者証を返還していただ
くことがあること。

一部負担金の
割合を確認

後期高齢者医
療制度の法別
番号は「39」

有効期限
を確認

  医療機関  　国や都道府県等が設置した精神
科病院または指定病院。
  窓口確認  　措置患者収容依頼書
公費負担者番号

法別番号 都道府県番号 実施機関番号 検証番号
2 0

  負担割合  　原則として，全額公費負担対象
で医療保険優先

医療保険 70％

公費負担 30％（所得に応じて自己負担あり※）

※　患者，配偶者，生計を一にする扶養義務者の前年
分の所得税額の合算額が147万円以下の場合は0円，
147万円を超える場合は自己負担上限月額2万円（た
だし，措置入院に要した医療費の額から他の法律に
よる給付の額を控除して得た額が 2万円に満たない
場合はその額）。

  他の給付との調整  　
①高齢者医療確保法
a． 高齢者医療確保法に基づく一部負担金の額が，

精神保健福祉法に基づく費用徴収額を超える
ときは，超えた額について公費負担による医
療が行われます。

b． 後期高齢者医療受給対象者が同一の月に一の
医療機関について受けた措置入院患者に係る
医療費の一部負担金の額が 57,600 円を超え
るときは，超えた額を高額療養費として支給
します。

後期高齢者医療給付 公費 費用
徴収額

定率負担

限度額  入院：57,600 円高額療養費現物給付

c． 措置入院患者に係る医療とそれ以外の医療が
同時に行われる場合，それぞれ区分して扱い
ますが，医療機関での一部負担金の徴収は，
公費併用に係る費用徴収額と保険単独の医療
に係る定率負担額とを合算して，後期高齢者
医療受給者の負担区分に応じた自己負担限度
額となります。

②高額療養費
　自己負担分のうち，限度額が公費で負担され，
それを超える分は高額療養費として保険者が負
担します。

280,000 円

保険給付（180 円×回数） 公費負担（460 円×回数）

38,570 円

国保の例（医療費：所得区分「ウ」の場合，月
額 400,000 円，患者の収入：月額 300,000 円）

保険給付　70％
高額

療養費
公費
負担

標準負担額相当分

国保による負担 318,570 円

食事療養費

負担限度額 80,100 円＋（医療費
400,000 円－267,000 円）×1％

後期高齢者
医療給付

高額療養費
現物給付

後期高齢者
医療給付

現物
高療

窓口
負担

費用
徴収公費

57,600 円

定率負担公費対象外 公費併用

公費併用分の費用徴収額
と保険単独分の窓口負担
の合計額に自己負担限度
額（負担区分に応じて異
なる）を適用し，現物給
付化
※ 　一定以上所得者の場
合，1％負担は保険単
独分についてのみ算定

公費併用分の定率負
担に自己負担限度額
（負担区分にかかわ
らず一律 57,600
円）を適用し，現物
給付化

  用語解説  　精神保健指定医
精神保健福祉法で定められた職務を行うため，

厚生労働大臣により指定を受けた医師。医師の
申請に対して，一定の臨床経験を満たし，必要

な知識・技能をもつと認められた場合に指定さ
れる。5年以上の実務経験（3年以上の精神科
実務経験），厚生労働大臣が定める精神科臨床
経験，厚生労働大臣またはその指定する者が行
う研修課程の修了などが申請条件となっている。
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※ 
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・
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、
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載
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用
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収
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ク
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番号 54）（図表 2-43），「自己負担上限額管理
票」（図表 2-44）
  負担割合  　
①　医療費は保険給付・高額療養費が優先さ
れる。

②　そのうえで，所得階層ごとの自己負担上
限額を適用（その上限額を超える分が公費
負担となる）。

③　自己負担上限額が医療費の 2割を上回る
場合は，2割が自己負担額となる（上限額は
所得や治療状況に応じて設定される）。
階層区分 ※1 一般 高額かつ長期 ※ 2

人工呼吸器
等装着者

生活保護 0 円 0 円 0 円
低所得Ⅰ 2,500 円 2,500 円

1,000 円
低所得Ⅱ 5,000 円 5,000 円
一般所得Ⅰ 10,000 円 5,000 円
一般所得Ⅱ 20,000 円 10,000 円
上位所得 30,000 円 20,000 円
入院時の
食費

食事（生活）療養標準負担額を
自己負担

※ 1　低所得Ⅰ：市町村民税非課税（～年収 80 万），
低所得Ⅱ：市町村民税非課税（～年収 160 万），一
般所得Ⅰ：市町村民税課税以上～約 7.1 万円（～年
収 370 万），一般所得Ⅱ：市町村民税～約 25.1 万円
（～年収 810 万），上位所得：市町村民税約 25.1 万
円～（年収 810 万～）
※ 2　新規患者のうち「一般所得Ⅰ」「一般所得Ⅱ」「上
位所得」の受診者で，医療費総額が 5万円を超え
た月数が申請を行った月以前の 12 月以内に 6月以
上ある者が該当する。

■一般所得Ⅰ （年収 370 万円以下） の例
《医療費 12 万円の場合》

医療保険負担（7 割：84,000 円） 公費 自己

負担割合3割のうち，自己負
担上限額超過分を公費で負担
（36,000 円－10,000 円＝
26,000円）

自己負担
上限額：
10,000円

《医療費 30万円の場合》

医療保険負担
（7 割：210,000 円） 公費高額

療養

自己負担
上限額：
10,000円

高額療養費の自己負担限
度額57,600円のうち，
特定医療費の自己負担上
限額超過分を公費で負担
（57,600 円－10,000
円＝47,600円）

高額療養費で給付
（3 割：90,000 円
のうち高額療養費
の自己負担限度額
57,600 円を超え
た分：32,400円）

《医療費 4万円の場合》

医療保険負担（7 割：28,000 円）公費 自己

負担割合3割のうち，1割
を公費で負担（4,000円） 自己負担上限額が医

療費の 2 割を上回
るため，自己負担は
2割（8,000円）
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図表2-44　自己負担上限額管理票
特 定 医 療 費 （指 定 難 病）

平成○○年○月分　自己負担上限額管理票
受診者名 厚労　二郎 受給者番号 0 0 1 1 2 3

月額自己負担上限額　10,000 円

日　付 指定医療機関名 医療費総額（10 割分） 自己負担額 自己負担の累積額（月額） 徴収印

○月○日 ○○○病院 10,000 円 2,000 円 2,000 円 印

○月○日 □□薬局 15,000 円 3,000 円 5,000 円 印

○月○日 ○○○病院 10,000 円 2,000 円 7,000 円 印

○月○日 □□薬局 10,000 円 2,000 円 9,000 円 印

○月○日 ○○○病院 15,000 円 1,000 円 10,000 円 印

○月○日 ○○○病院 10,000 円

○月○日 □□薬局 5,000 円

　月　日

上記のとおり，当月の自己負担上限額に達しました。
日　付 指定医療機関名 確認印

○月○日 ○○○病院 印

訪問看護サービス
等で利用日の翌月
に利用料を徴収す
る場合，利用月の
自己負担累積額が
上限を超過してい
ないか確認する。

特定医療に係る診
療とそれ以外の診
療とに分かれる場
合は特定医療に係
る総額のみを記載
する。

自己負担上限額を
確認する。

法別番号別・医療制度総まとめ早見表── 2026年版

最新刊 病院＆クリニック

窓口事務【必携】ハンドブック
2026年５月刊予定

★マイナ保険証のスマートフォン対応，2026年度診療報酬・
療養担当規則・保険外併用療養費改定など，窓口事務に
関連する制度変更をすべて反映させた最新 2026年版 ! !

★病院＆クリニックの窓口事務に必要不可欠な知識を１冊
に総まとめ。協会けんぽ，組合健保，各種共済組合，各
種公費負担医療制度，労災・自賠責など，全 41制度を収載。

★ 41制度について，①仕組み，②対象患者，③資格確認
のポイント，④給付内容，⑤負担上限額，⑥他制度との
給付調整──等をコンパクトに明快に解説しています。

★フルカラーの見やすいレイアウトと図表でわかりやすく
解説。あらゆるケースバイケースに対応した，病院＆ク
リニックの窓口事務に１冊必携の実務ハンドブック !!

窓口事務

2026 年版

医学通信社

病 院 ＆クリニック

ハンドブック必携

0-70-100-0

組合健保

感染症法（新型コロナ感染症，結核・適正医療等）感染症法（新型コロナ感染症，結核・適正医療等）

高齢者医療高齢者医療 公務員共済公務員共済

障害者・更生医療障害者・更生医療

小児慢性特定疾患小児慢性特定疾患 肝炎治療特別促進事業肝炎治療特別促進事業

指定難病指定難病

労災・自賠責保険労災・自賠責保険 海外旅行保険海外旅行保険
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 A5（148×210）
　束7.5ミリ

3-3　オレンジ
2026年決定色

医学通信社

実際の受給
者証や

負担割合グ
ラフ等で

具体的に例
示し，

わかりやす
く解説！

①
基本的な
仕組み

②
対象患者

③
資格確認の
ポイント

④
給付内容

⑦
他制度との
給付調整

⑥
申請
手続き

⑤
窓口
負担額

医療保険から公費，労災，自賠責，臨床医学，統計，接遇まで

最新刊

■ 日本病院事務研
究会　著

■Ａ５判　約200頁
■２色刷
■1,800円（＋税）

2026年版　 Q&Aでわかる

医療事務【実践対応】ハンドブック
2026年度診療報酬・療養
担当規則・保険外併用療
養費改定，マイナ保険証
のスマホ対応開始など，
2026年４月現在の法制度
に完全準拠した最新版!!
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6　一部負担金

一部負担金6

  Scene 61  　自己負担額　小学校6年生の
Nさんが受診してきた。医療費の自己負担
があるかどうかは，被保険者証のどこを見
ればわかるか。また，本人負担なしの場合，
食事料も全額助成されるのか。
A　窓口での患者自己負担がある場合は，医
療証の右上に「本人負担有り」の表示があ
ります。Nさんの場合，被保険者証に本人
負担に関する表示がなかったので，本人負
担はありません。なお，いずれの場合でも，
入院の際は，食事療養標準負担額が発生す
るので支払いは必要となります。

  Scene 62  　高齢受給者証　今月70歳の
誕生日を迎えるWさんは，高齢受給者証が
送られて来たため，医療機関でこれを提示
したところ，窓口では「まだ該当しない」
と対応されたという。なぜか。
A　高齢受給者証は，70 〜 74 歳までの前期
高齢者のみに支給されるものです。前期高
齢者として，70歳の誕生日の翌月1日から，
または誕生日が 1日の人はその当日から該
当します。よって，高齢受給者証は該当月
より早めに送付されることが多いため，質
問の場合，まだ前記高齢者になっていない
日に受診し高齢受給者証も提示したケース
と考えられます。
	 　なお，前期高齢者に限らずほとんどの場

合は翌月 1日から切り替わることとなって
いますが，例外として後期高齢者は誕生日
当日からの切り替えとなります。

  Scene 63  　端数処理　一部負担金の端数
処理は，どのように行うのか。
A　一部負担金に 10 円未満の端数がある場
合は，入院・外来ともにその端数を四捨五
入して料金を徴収します。ただし，入院の
自己負担限度額を超えた場合は，端数処理
は行いません。

  Scene 64  　請求額の誤り　患者Hさんが
レセプト開示を求めた。開示されたレセプ
トをみると，領収証の金額がレセプト点数
から計算される自己負担額を上回っていた。
「払いすぎたのだから今すぐ返せ」と息巻く
Hさん。この場合，医療機関は一部負担金
返金を義務付けられるのか。
A　医療機関は正しい保険請求が要求され，
患者については支払い義務があります。こ
のケースのように，過剰請求受領の場合，
医療機関には返還の義務が生じます。民法
第 703 条「不当利得の返還義務」の規定に
基づき，患者の過剰支払い分返還の求めに
応じることになります。

  Scene 65  　一部負担金額の返還　A病院

　一部負担金とは，健康保険各法の加入者で
ある患者が医療機関や保険薬局の窓口で支払
う額のことで，差額室料，自由診療等の保険
診療外の費用は含まれません。

＊　　　＊　　　＊
　一部負担金の割合は時代とともに変遷して
います。健康保険の被保険者本人については，
1984 年 10 月に，それまでの定額負担から 1割
の定率負担に変更され，1997 年 9 月には 2 割
に引き上げられました。
　さらに，2003 年 4 月の健康保険法改正以降，
給付率の統一により 3 割負担となり，3歳未満
の乳幼児については給付率の改善などが行わ
れ，原則 2割負担〔都道府県によっては 2007
年 10 月から，義務教育就学児医療費助成によ
り小・中学生を対象とした治療費は全額助成

（一部負担ありの地域もある）〕となりました。
2008 年 4 月の改正から，義務教育就学前の子
どもは 2 割負担，70〜 74 歳は 2 割負担，75歳
以上は原則 1割負担（現役並み所得者は 3 割）
となりました。また，2015 年 1 月 1 日施行の
新難病制度の対象者については，引き続き 1
割を超える部分は軽減特例措置の対象となり
ます。なお，現役並み所得者とは，各種控除
後の課税所得が年額 145 万円以上でかつ年収
520 万円以上（夫婦 2人世帯。1人世帯の場合
は年収 383 万円以上）の者等をいいます（p.99）。

＊　　　＊　　　＊
　国民健康保険においては，特別な理由によ
り保険医療機関に一部負担金を支払うことが
困難な被保険者のための減免制度があります
（国民健康保険法第 77 条）。
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11 　公費負担医療の概要

■感染症法の結核
⑴　37条の2：適正医療（法別番号「10」）
　一般の結核患者（通院患者）を対象に，結核治療の医療費を公費負担するもの。

《結核の通院医療の公費対象とされる医療費の負担割合》

医療保険 70％ 公費 25％ 　　患者負担 5％

※�　生活保護併用の場合は，医療保険と感染症法（結核適正医療）が優先され，患者自己負担分の 5％が
生活保護の医療扶助の対象となる。

《給付内容》結核治療（下記の①〜④）に限る。
①化学療法（抗結核薬，抗結核薬併用剤・副腎皮質ホルモン剤）
②外科的療法およびこれに必要な処置その他の治療並びに病院，診療所への入院
③骨関節結核の装具療法およびこれに必要な処置その他の治療並びに病院，診療所への入院
④前記それぞれの医療に必要なエックス線検査（直接撮影，透視，断層撮影その他の特殊撮影），CT
撮影，結核菌検査（塗抹・培養検査，薬剤感受性検査），副作用を確認するための検査

※　初診料，再診料，医学管理等については公費医療の対象外である。
《医療機関》指定医療機関
⑵　37条：入院医療（法別番号「11」）
　都道府県知事により，多数と接触する業務に就いており，結核を伝染させるおそれが大きいため，
従業禁止措置をとられた者，また，結核患者が同居人に伝染させるおそれのあるため，結核診療所へ
の命令入所措置を受けた者に対する医療費を公費負担するもの。

《負担割合》全額公費負担対象で医療保険優先

医療保険 70％ 公費 30％

※　所得税額により自己負担あり，年額 147 万円以下：0円，147 万円超：上限月 2万円。
《給付内容》健康保険による給付内容＋移送
《医療機関》指定医療機関

公費負担医療の概要11
■費用負担別にみる公費負担医療制度
　公費負担医療制度を費用負担のパターン別にみると，主に次の 3種類に分けられる。

公費 100％ 

医療保険優先 70％（一般）

※　所得に応じた負担がある制度もあり。� ※　所得に応じて負担上限額設定。

①全額公費負担…原爆援護法（認定疾病），戦傷
病者特別援護法，感染症法（新感染症）など。�

③公費負担対象で医療保険優先，窓口負担あり（保
険診療の自己負担相当額から公費負担医療の患
者自己負担を引いた額が公費負担）…感染症法
（結核患者の適正医療），障害者総合支援法，難
病法など。

②公費負担対象で医療保険優先，窓口負担なし
（保険診療の自己負担相当額を公費負担）…生
活保護法，原爆援護法（一般疾病），精神保健
福祉法（措置入院）など。

100％が公費対象 

公費 30％ 

100％が公費対象 

自己
負担
5％

95％が公費対象 

医療保険優先 70％（一般） 公費 25％

自己
負担
10％

90％が公費対象

医療保険優先 70％（一般） 公費
20％

自己負担
20％

80％が公費対象

医療保険優先 70％（一般） 公費
10％
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25 　人体解剖図

  28 小腸・大腸

虫垂
回腸末端

バウヒン弁
盲腸

上行結腸

肝彎曲
横行結腸

脾彎曲

下行結腸

S状結腸

直腸

肛門管

結腸ヒモ
結腸膨起
空腸
回腸

小腸

大腸

腹大動脈

髄質
皮質
腎盂
じんう

膀胱

下大静脈

腎動脈
腎静脈

尿管

尿道

副腎

右腎 左腎

  29 泌尿器系

肝臓

脾臓

左腎
膵臓

大動脈
上腸間膜動脈

上腸間膜静脈

下大静脈
十二指腸
右腎

胆囊
胆管
門脈

膵管

胆囊管

  27 肝胆膵

総肝動脈
固有肝動脈（肝臓へ）
胃
右胃大網動脈
右胃大網静脈
門脈（肝臓へ）
胃十二指腸動脈

十二指腸

左胃動脈（胃へ）
腹腔動脈
腹大動脈
脾動脈（脾臓へ）

大膵動脈（膵臓へ）
脾静脈（肝臓へ）
空腸

回腸へ

心臓から

下腸間膜静脈（肝臓へ）
上腸間膜動脈（腸へ）
上腸間膜静脈（肝臓へ）
じょうちょうかんまくじょうみゃく

膵臓は胃の後方に位置し，右側（頭
部）は十二指腸に抱きかかえられ，
左側（尾部）は脾臓に接している．

  26 十二指腸・膵臓

直腸

精囊

前立腺部
肛門挙筋
肛門

精管
精巣上体
（副睾丸）
陰嚢

腹膜

膀胱

恥骨結合
陰茎海綿体
尿道海綿体

尿道
陰茎

陰茎亀頭

精巣（睾丸）

  31 男性生殖器

腎動脈

腎門
腎静脈

尿管

脂肪組織

腎乳頭
皮質

皮膜

髄放線

腎柱
じんちゅう

腎盂（腎盤）
じん う じんばん

腎杯
じんぱい

髄質（腎錐体）
ずいしつ じんすいたい

  30 腎臓

卵管
卵管膨大部
卵管采
らんかんさい

卵巣
黄体

内子宮口

外子宮口
膣

卵管狭部
子宮底

卵管間膜
子宮内膜

モルガニー小胞

固有卵巣索
子宮広間膜

子宮腔

子宮頸管

  32 女性生殖器

2026年５月刊予定

★ 2026年度診療報酬・療養担当規則・保険外併用療養費
改定，マイナ保険証のスマホ対応開始，その他法制度
の変更をすべて取り込み事例解説した最新 2026年版 ! !

★第１章「データＢＯＸ」では，医療保険制度や公費負
担医療，指導・監査，臨床知識，統計用語・計算式な
ど，医療事務の必須知識を一覧表と解説で総まとめ !!

★第２章「対応事例Ｑ＆Ａ」では，医療現場で発生する
法解釈や対応がむずかしい 500事例──保険資格，実
費徴収，公費負担，患者クレーム等をずばり解決 ! !

★幅広い知識と実践ノウハウを凝縮し，わかりやすく解
説した高機能ハンドブック !!　本書１冊あれば，医療
事務のあらゆる疑問・トラブルに対応可能です ! !
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15労災・自賠責請求マニュアル　ISBN978-4-86840-032-5　　医師事務作業補助・実践入門 BOOK　ISBN978-4-86840-031-8

C M Y K Kinmei

■武田匡弘　他著
■B５判／約200頁
■多色＋２色刷
■2,800円（＋税）

2026年４月労災診療費改定に
準拠し，内容もさらにバージ
ョンアップした最新版。労災・
自賠責の基礎知識から，あら
ゆるケース対応の実践マニュ
アルまでを１冊に総まとめ!!

10　　ひと目でわかる労災保険＆自賠責保険

Q1 　当院には派遣職員がいますが，先日，そのうちの １ 人が業務中に院内の階段から足を

踏み外し転倒してしまいました。この場合は，労災扱いとなるのでしょうか。また，労

災とすれば勤務先である当院の労災保険を使用するのでしょうか。

業務中であるので，労災保険の扱いとなります（→ p.31）。この場合，雇用契約を結んでい
るのは人材派遣会社のため，労災などの手続きは派遣会社が行うことになります。

Q2 　スーパーでパートをしています。仕事中にけが等をした場合，パートでも労災保険給

付を受け取ることができるのでしょうか。また，正社員と違いはあるのでしょうか。

パート，アルバイトの方も，労災保険給付を受けることができます。また，給付内容は正
社員の方と同様です。労災保険はパート，アルバイト等の就業形態にかかわらず，労働基準
法上の労働者が対象となるため，事業主との間に雇用関係があり，給与を得ていれば，業務
または通勤により負傷した場合などは，社員と同様に労災保険給付を受けることができます。

Q3 　小さな町工場で働いています。業務中にけがをしましたが，事業主は個人経営で，労

災保険の加入手続を行っていませんでした。労災未加入でも，労災保険給付を受け取る

ことはできるのでしょうか。

事業主が労災保険の加入手続を行っていない場合でも，労働者が業務上または通勤により
けがをした場合には，労災保険給付を受けることができます。詳しくは最寄りの労働基準監
督署にご相談ください。

Q4 　業務中にけがをしましたが，会社がそ

のけがを労災として認めてくれません。

このような場合でも労災保険の給付は受

けられるのでしょうか。

給付は受けられます。労働者が業務または
通勤途上中にけがをした場合，本来，会社側
が手続きを行うべきですが，労働者本人が労
働基準監督署に労災保険給付の請求を行うこ
とができます。その請求内容を労働基準監督
署長が確認をして，支給・不支給の決定を行います。したがって，労災が認められるのかは，
会社側が決めるわけではありません。業務とけがとの間に相当因果関係があると判断されれ
ば，労災保険給付が行われます。

Q5 　労災で通院し，症状固定となっていた傷病労働者が，再度，同じ疾病で来院されまし

た。この場合には労災扱いとすることができるのでしょうか。

医師が旧傷病との間に医学的な因果関係があると認め，かつ症状固定時より状態が悪化し
ていて，治療を行うことで効果が得られると判断した場合には，再度労災として扱うことが

労災保険Q&A
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　⑴　第三者行為災害に関する提出書類

　第三者行為災害に関する労災保険の請求の際は，以下の書類を提出
します。
①　被災者等が提出する書類
　第三者行為災害届：被災労働者等が第三者行為災害について労災保
険の給付を受ける場合，所轄の労働基準監督署に，第三者行為災害届
を 2部提出します。正当な理由がなく第三者行為災害届を提出しない場合，労災保険の給付が一時差
し止められることがあります。添付する書類は図表26のとおりです。
②　第三者に対して提出を求める書類
　労災保険の給付を行う原因となった第三者に該当する人は，第三者行為災害報告書を提出します。
この第三者行為災害報告書は，第三者に関する事項，災害発生状況および損害賠償金の支払状況等を
確認するために必要な書類です。

図表２５　災害補償と損害賠償との関係

図表２６　「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表

　
交通事故に
よる災害

交通事故以外
による災害

提出
部数

備　　考

「交通事故証明書＊ １ 」または
「交通事故発生届」

○ － 2
自動車安全運転センターの証明
がもらえない場合は「交通事故
発生届」

念書＊ ２ ○ ○ 3 　

示談書の謄本 ○ ○ 1
示談が行われた場合
（写しでも可）

自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書
または保険金支払通知書

○ － 1
仮渡金または賠償金を受けてい
る場合（写しでも可）

死体検案書または死亡診断書 ○ ○ 1 死亡の場合（写しでも可）

戸籍謄本 ○ ○ 1 死亡の場合（写しでも可）

＊ 1 �　交通事故証明書は，自動車安全運転センターにて交付証明を受けたものを提出する。なお，警察署へ届け出ていない等の理
由により，証明書の提出ができない場合，交通事故発生届（様式第 3号）を提出する。なお，念書および交通事故証明書（も
しくは，交通事故発生届）以外の添付書類については，備考欄に該当する場合のみ必要である。

＊ 2 �　労災保険の給付を受ける人が，不用意な示談を行って，思わぬ損失を被る場合がある。念書は，このようなことのないよう
に注意事項を文面で記載したもの。念書は，労災保険の給付を受ける本人が署名する。
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156　　第４章　自動車保険のしくみと請求

２ ．自動車保険
のしくみ

　自動車保険には，自賠責保険（強制保険）と任意保険の 2
種類があります。
　大きな違いは，自賠責保険は被害者の最低の保障を確保するためのもので，任意保険は自賠責保険
で足りない部分を補う保険ということです。ただし，任意保険でも補いきれない部分は加害者個人の
負担となります。

1 	 自動車損害賠償責任保険とは

　⑴　自動車損害賠償保障法と自賠責保険

　自動車の運行に伴って起きる人身事故（傷害・死亡）＝人的損害を補償するために，自動車損害賠
償保障法（以下「法」）ではすべての自動車に対し強制的に保険に加入することを義務付けています。
これが自動車損害賠償責任保険いわゆる「自賠責保険」というものです。
　交通事故の被害者は，加害者に損害賠償を請求するわけですが，加害者側に支払い能力がなければ
支払ってもらえません。この保険は自動車事故の加害者が被害者に対して負う損害賠償責任のうち，
最低限のものを保険会社が補填する保険です。
　したがって，支払金額は一定限度までで打ち切られてしまいます（法施行令第 2 条）。また，自賠
責保険は対人賠償に限られ，物損事故は保障されません。
　①　死亡事故の場合：合計3000万円まで（葬儀費，逸失利益，慰謝料）
　②　傷害事故の場合：合計120万円まで（治療費，休業損害，慰謝料等）
　③�　後遺症が残る場合：傷害事故の限度額の程度（ 1～14級）に応じて3000万円から75万円までと

なり，神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4000万円（随
時介護は3000万円）（逸失利益，慰謝料等）

　⑵　任意保険と強制保険

　入院となれば，治療費が120万円を超えるケースも珍しくありません。また死亡事故では自賠責は
3000万円が限度ですが，被害者への補償額が億単位の金額になることもあります。
　さらに実際の自動車事故による損害は人的なものだけでなく，車両や積載物あるいは周囲のガード
レール・電柱等の構築物などの物的な損害，
いわゆる物損事故もあります。
　加害者にとって自賠責保険でまかない
きれない場合，これら人損の自賠限度超
過部分および物損部分の補償をカバーす
る目的で設けられているのが任意保険で
す（図表54）。いわば任意保険は自賠責の
上乗せ保険といえるものです。

2 	 任意保険の種類
　任意保険は，契約した保険の内容によっ

自賠責保険 任意保険
加入 法律によって車両の所有

者に義務付けられている
任意で加入する

目的 最低限の補償を確保する
被害者保護

自賠責保険の不足分を補
うこと

保険料・
補償内容

法令により定められてい
る

自分で選択する

賠償範囲 対人賠償のみ 保険商品によって異なる
が，対物賠償もある

示談交渉 自分でしなければならな
い

保険会社が代行するサー
ビスがある

図表５４　自賠責保険と任意保険の違い

窓口対応・制度の仕組み・請求方法の完全知識

最新刊 2026-27年版

労災・自賠責請求マニュアル
2026年８月刊予定

★ 2026年４月労災診療費改定に完全準拠した最新版 !!
巻頭カラー頁で，労災・自賠責制度の基礎知識とＱ＆Ａ
をわかりやすく総まとめしています。

★労災・自賠責制度の基礎知識から窓口対応，給付申請の
ディテール，算定・請求の実践ノウハウまでを詳しく具
体的に解説。①会話形式の窓口対応例，②申請手続等の

様式・記載例，③算定事例・レセプト記載例──なども
多数収載した実務即応の実践マニュアルです !!

★ 50のＱ＆Ａ，30の算定事例問題を収録。事例問題では
外来・入院別に算定からレセプト記載方法までを明快に
解説しています。本書１冊あれば，労災・自賠責のあら
ゆる患者，あらゆるケースへの対応は万全です !!

★2026年度診療報酬改定と最新の医療制度・臨床医学に準拠した2026年版‼

★ 医師事務作業補助（医療クラーク）に必要な知識と実践ノウハウを，「日本医
師事務作業補助協会」が総力をあげて執筆した実務入門書の決定版‼　医師事
務作業補助体制加算の施設基準「32時間研修」のテキストとしても最適です。

★ ①「診断書」「退院時サマリー」「入院診療計画書」「主治医意見書」など各
種文書の記載方法・記載例，②「カルテ」「手術記録」「検査・処方・注射・
処置のオーダ」等の代行入力のノウハウ，③「がん登録」「診療データの集計」
等のノウハウ――など，実作業に即して具体的・実践的に解説しています。

★ 各章末の「演習問題」に取り組むことで必須知識が確実に身に付きます。ま
た，実務に必要な基礎知識（医療用語・略語・人体解剖図）も収録。医師事
務作業補助の「研修」と「実務」にそのまま役立つ必読・必携の１冊です‼

2026年８月刊予定実務者のための

医師事務作業補助・実践入門BOOK
■監修：佐藤秀次 ■編者：高橋　新
■協力： 特定非営利活動法人・日本

医師事務作業補助者協会
■B5判／約230頁 ■2,300円（+税）
診断書・退院時サマリー等の
記載方法，カルテや検査・処
方オーダ等の代行入力のノウ
ハウを実例解説。32時間研修
のテキストとしても最適!!

基礎知識＆実践ノウハウ入門テキスト　2026-27年版

最新刊
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申込み・利用方法
⑴ 　申込書やHPからお申込みいただくと，ユーザー登録を
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⑵ 　パソコン，スマートフォン，タブレットのいずれからで
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⑴ 　利用料：１ユーザー（１ID）につき，月1,000円（＋税）
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診療点数早見表 検査・画像診断事典 手術術式の完全解説 臨床手技の完全解説

入院
加算

入院料等〔入院基本料等加算〕　A200-2 109

総合入院体制加算２ 33％ → 31％ 30％
総合入院体制加算３ 30％ → 28％ 27％

→総合入院体制加算
     　総合入院体制加算は，十分な人員配置及び設備等を備
え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体
制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する
体制等を評価した加算であり，入院した日から起算して
14日を限度として算定できる。当該加算を算定する場合
は，  Ａ200-2 急性期充実体制加算 は別に算定できない。 
 （令６保医発0305･4）

Ａ200-2　 急性期充実体制加算（１日につき）
   　 １ 　急性期充実体制加算１     急充１     
   　　イ　７日以内の期間   440点
   　　ロ　８日以上11日以内の期間   200点
   　　ハ　12日以上14日以内の期間   120点
   　 ２ 　急性期充実体制加算２     急充２     
   　　イ　７日以内の期間   360点
   　　ロ　８日以上11日以内の期間   150点
   　　ハ　12日以上14日以内の期間   90点
   　 注１ 　高度かつ専門的な医療及び急性期医療を

提供する体制その他の事項につき別に  厚生
労働大臣が定める施設基準〔告示3第８・１
の２⑴⑵， p.1150 〕  に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
に入院している患者 〔第１節の入院基本料（特
別入院基本料等を除く）又は第３節の特定入院料
のうち，急性期充実体制加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る〕 について， 当該
基準に係る区分に従い，かつ， 当該患者の
入院期間に応じ，それぞれ所定点数に加算
する。この場合において，  Ａ200  総合入院
体制加算は別に算定できない。 

   　　 ２ 　小児患者，妊産婦である患者及び精神疾
患を有する患者の受入れに係る充実した体
制の確保につき別に  厚生労働大臣が定める
施設基準〔告示3第８・１の２⑶， p.1150 〕  に
適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者
については， 小児・周産期・精神科充実体
制加算 として，算定する急性期充実体制加
算の区分に応じ，次に掲げる点数を更に所
定点数に加算する。 

   　　　イ　急性期充実体制加算１の場合   90点
   　　　ロ　急性期充実体制加算２の場合   60点
   　　 ３ 　 注２に該当しない場合であって， 精神疾

患を有する患者の受入れに係る充実した体
制の確保につき別に 厚生労働大臣が定める
施設基準〔告示3第８・１の２⑷， p.1150 〕 に
適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者
については，   精神科充実体制加算   精充       と
して， 30点 を更に所定点数に加算する。 

Ａ201～Ａ203 　削除 

【2024年改定による主な変更点】
⑴ 　手術等の実績に応じて， 加算１ と 加算２ に分けられた。

加算１ は，全身麻酔・緊急手術の実績のほか， 悪性腫瘍手
術等の実績を「十分」（６基準中５つ以上） 有していること
が要件。 加算２ は，全身麻酔・緊急手術の実績のほか，悪

性腫瘍手術等の実績を「相当程度」（６基準中２つ以上）有
し，かつ産科・小児科手術の実績を有していることが要件。 
《施設基準／手術等の実績》 （年間件数）

加算１ 加算２
必須要件

全身麻酔手術 2000件（緊急手術350件）以上
①〜⑥のうち ５以上満たす ２以上満たす

①悪性腫瘍手術 400件以上 400件以上
②腹腔鏡･胸腔鏡下手術 400件以上 400件以上
③心臓カテーテル手術 200件以上 200件以上
④消化管内視鏡手術 600件以上 600件以上
⑤化学療法(※) 1000件以上 1000件以上
⑥心臓胸部大血管手術 100件以上 100件以上

⑦，⑧のいずれかを満たす（加算２のみ）
⑦異常分娩 ─ 50件以上
⑧６歳未満の乳幼児手術 ─ 40件以上

　【経過措置】 2024年３月末の許可病床300床未満の届出医療機関は，
2026年５月末まで上記基準を満たすものとする。 

　【経過措置】 2024年３月末の加算１の届出医療機関は，2026年５
月末まで⑥心臓胸部大血管手術の基準を満たすものとする。 

  　 ※ 　⑤化学療法の基準を満たすものとして届出を行った医
療機関は，次のいずれにも該当すること （ 【経過措置】 2025
年５月末まで当該基準を満たすものとする） 。 

  　　 ア 　  Ｂ001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料１ の届出施設 
  　　 イ 　化学療法を実施した患者全体に占める，外来で化学

療法を実施した患者の割合が６割以上 
⑵ 　救急時医療情報閲覧機能を有していることが要件となっ

た （ 【経過措置】 2025年４月１日以降に適用） 。これは，救急時
にレセプト情報に基づく医療情報等が閲覧できる機能のこ
と（2024年10月運用開始予定）。 

⑶ 　 【新設】 「注２」小児・周産期・精神科充実体制加算 ：①
異常分娩の件数（50件／年以上），②６歳未満の乳幼児の手
術件数（40件／年以上），③精神病床を有していること，④
精神疾患の患者への24時間対応の体制，⑤精神病棟入院基
本料等の届出医療機関であること──等をいずれも満たし
ていることが要件。 

→急性期充実体制加算 摘要欄   p.1670
⑴ 　急性期充実体制加算は，地域において急性期・高度

急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保す
る観点から，手術等の高度かつ専門的な医療に係る実
績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したもの
であり，入院した日から起算して14 日を限度として，
当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。な
お，ここでいう入院した日とは，当該患者が当該加算
を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをい
う。当該加算を算定する場合は，  Ａ200 総合入院体制
加算 は別に算定できない。 

⑵ 　「注２」に規定する小児・周産期・精神科充実体制
加算は，高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供
する十分な体制を有した上で，小児患者，妊産婦であ
る患者及び精神疾患を有する患者の充実した受入体制
を確保している体制を評価するものである。  

⑶ 　 「注３」 に規定する精神科充実体制加算は，高度か
つ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制
を有した上で，精神疾患を有する患者の充実した受入
体制を確保している体制を評価するものである。 
 （令６保医発0305･4）

 事務連絡    問１ 　急性期充実体制加算について，「入院した
日とは，当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は
転棟した日のことをいう」とあるが，急性期一般入院料１
を算定する病棟に入院後，当該加算を算定できない病棟又
は病室に転棟し，再度急性期一般入院料１を算定する病棟
に転棟した場合，起算日はどのように考えればよいか。 
答 　急性期一般入院料１を算定する病棟に最初に入院した日

を起算日とする。  （令4.3.31）

43 ⠲ グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 anti-Chlamydia trachomatis antibody, IgG, IgA, IgM
200点

【目的】 クラミジア・トラコマチスの感染の確認には通常抗原検査が行われるが，抗原検出不能例や検
体採取が困難な症例には抗体検査が実施される。抗体検査はクラミジア感染の既往を証明するが，活動
性の場合は高い抗体価，持続的抗体価の上昇を認める。とくに，新生児・乳幼児におけるクラミジア・
トラコマチス肺炎においては，IgG 抗体や IgA 抗体よりも先に IgM抗体が出現してくることから，活
動性肺炎の指標として IgM 抗体価の測定を行うことは診断的価値が高い。IgG クラス，IgA クラス，
IgMクラス抗体価がある。
【方法】 酵素免疫測定法（EIA，ELISA），蛍光抗体法（IFA）
適応疾患 ▶クラミジア感染症 ▶鼡径リンパ肉芽腫症 ▶トラコーマ ▶非淋菌性尿道炎 ▶骨盤内感染症
（クラミジア性女性骨盤炎）▶卵管炎 ▶副睾丸炎（精巣上体炎）▶子宮頚管炎 ▶新生児クラミジア感染
症 ▶新生児肺炎（乳児肺炎）▶骨盤内炎症性疾患 ▶女性性器クラミジア感染症
《保険請求》
★「43」のグロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体は，クラミジア・トラコマチス抗原検出不能または検
体採取の困難な疾患（骨盤内感染症，卵管炎，副睾丸炎，新生児・乳児肺炎等）の診断に際し，IgG 抗体価また
は IgA抗体価を測定した場合，または新生児・乳幼児肺炎の診断に際し，IgM抗体価を測定した場合に算定する。
★IgG抗体価，IgA抗体価および IgM抗体価のうち⚒項目以上を同時に測定した場合は，主たるもののみ算定する。

44 ⠳ グロブリンクラス別ウイルス抗体価（⚑項目当たり) anti-viral antibody (IgM, IgG) 200点
【目的】 ヘルペスウイルス（単純ヘルペスウイルス，水痘・帯状疱疹ウイルス），風疹ウイルス，サイ
トメガロウイルス，EB ウイルス，麻疹ウイルス，ムンプスウイルス，ヒトパルボウイルス B19の IgG
クラス抗体価または IgMクラス抗体価を測定する。IgM抗体価の有意な上昇が認められれば単独の検
査でも診断が可能であるが，通常は急性期（発症初期）と回復期（発症後⚒～⚓週間後）に IgG のウ
イルス抗体価を測定し，両者の値を比較して判断する。なお，ヒトパルボウイルスB19については，紅
斑が出現している15歳以上の成人における IgM抗体価測定のみが算定の対象とされている。
【方法】 酵素免疫測定法（EIA，ELISA），化学発光免疫測定法（CLIA，CLEIA），蛍光免疫測定法
（FIA），蛍光抗体法（IFA）
適応疾患 ▶単純ヘルペス ▶水痘 ▶帯状疱疹 ▶風疹 ▶サイトメガロウイルス感染症 ▶伝染性単核症 ▶肝
機能障害 ▶麻疹 ▶流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）▶急性肝炎 ▶パルボウイルス感染症 ▶バーキット
リンパ腫 ▶上咽頭癌 ▶Ｂ細胞日和見リンパ腫 ▶NK細胞性白血病 ▶胃癌 ▶気管支炎 ▶中耳炎 ▶亜急性
硬化性全脳炎 ▶睾丸炎 ▶無菌性髄膜炎 ▶伝染性紅斑
《保険請求》
■同一検体について，グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は，⚒項目を限度として算定する。
★「44」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は，下記の項目のウイルスの IgG型ウイルス抗体価または IgM型ウ
イルス抗体価を測定した場合に算定する。
（イ） ヘルペスウイルス （ホ） 麻疹ウイルス
（ロ） 風疹ウイルス （ヘ） ムンプスウイルス
（ハ） サイトメガロウイルス （ト） ヒトパルボウイルスB19
（ニ） EBウイルス （チ） 水痘・帯状疱疹ウイルス
★ただし，「（ト）」のヒトパルボウイルスB19は，紅斑が出現している15歳以上の成人について，このウイルスによ
る感染症が強く疑われ，IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。
★同一ウイルスについて IgG型ウイルス抗体価および IgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては，いずれか
一方の点数を算定する。

★「11」のウイルス抗体価（定性・半定量・定量）と併せて測定した場合にあっては，いずれか一方の点数を算定する。

45 ⠴ ツツガムシ抗体定性 anti-Orientia tsutsugamushi antibody 203点
【目的】 ツツガムシ病はリケッチアに属するOrientia (Richettsia) tsutsugamushi の感染で起こる。特徴
的な症状として，高熱，発疹および特有の刺し口が認められる。リケッチアの培養は特殊な条件が必要
なため一般的には行われない。そこで確定診断は一般的に抗体価の測定によってなされる。通常，ギリ
アム（Gilliam），カープ（Karp），カトウ（Kato）の⚓株を標準株として抗体検査が実施される。早期
診断可能な方法で，抗体別（IgG，IgM）の測定が可能。発病時期の判別にも有用である。
【方法】 ※現在，定性の試薬はなく，該当する検査方法はなし。
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図10-3 経腹腔到達法
腹壁は正中を縦に切開することも，横に切開することも

ある。腹腔に入り，もういちど腹膜を切開して後腹膜腔に
入る。右なら肝と結腸の間，左なら脾・膵と横行結腸の間
を開くことが多い。

副腎

腎

肝

下大静脈

図10-4 腰部斜切開法
この体位が腎摘位といわれる有名な体位である。このよ

うに側腹部を伸展させ，⚓層ある腹筋を大きく切断して後
腹膜腔に入る。図では第12肋骨を切除する位置に切開線を
おいている。
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図10-5 経胸腔到達法
腰部斜切開の切開線を上方にすると胸腔を開く危険があ
るが，積極的に切開位置を移して，胸膜と横隔膜を開くと
副腎がすぐに出てくる。大きな副腎腫瘍の場合に選択され
る。

肋骨

腎

副腎腫瘍

図10-6 背部到達法
脊柱のすぐ近くを縦に切開して，肋骨を起始部近くで切

断する（Nagamatsu）。

（図10-5）。開胸になるので一見侵襲が大きそうで
あるが，胸腔は手術が終われば元のように閉じる
ので術後経過も良好であり，感染をまねかないよ
うに注意すれば問題はない。
背部到達法：両側副腎を同時に摘出するときは
背部から到達する方法がよい。第11ないし12肋骨
を切断して後腹膜腔に入る。第12肋骨の下縁に沿
って切開し，上に切り上げて第12，11，10肋骨を
それぞれ⚒～⚓cm切除することで肋骨を切断し，
皮膚と筋肉，肋骨をいっしょに上方にまくり上げ
るNagamatsuの方法も有名である（図10-6）。こう
すると，副腎は腹膜も胸膜も切開することなく直
下に現れる。特に両側の副腎を同時に手術すると
きに都合がよい。腰部からの到達法では反対側の
副腎の手術はできない。両側同時に手術するな
ら，背部到達法か経腹腔到達法が選ばれる。

K754 副腎摘出術（副腎部分切除術を含む）
28,210点

別称 副腎摘除術
副腎の良性腫瘍はK755，悪性腫瘍はK756で摘出術

を算定するが，本項で算定する正常な副腎の摘出は，
副腎のホルモン機能をブロックしたいときに行う。副
腎からは少量ながら性ホルモンも分泌されているが，
前立腺癌には抗男性ホルモン療法，乳癌には抗女性ホ
ルモン療法が行われ，その一環としての副腎摘出術も
以前には行われた。特発性脱疸に対する髄質の摘除も
現在ではほとんど行われない。これらの場合は，その
目的を考えれば当然両側副腎の摘出が必要になる。本
項もそうであるが，一般に両側性臓器において両側に
手術を行うときは，特に指定していない限り左右別々
に算定できる。
適応疾患 ▶副腎のう腫 ▶非機能性副腎腫瘍 ▶神経節
細胞腫（ガングリオーマ）▶骨髄脂肪腫（副腎骨髄脂
肪腫）▶副腎結核などに準用

K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術【施⚕】【内支】
40,100点
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図1-77 熱傷の受傷面積算定法

A，B，Cは表1-9参照

年 齢
⚐歳 ⚑歳 ⚕歳 10歳 15歳 成人

A-頭部の⚑／⚒ ⚙⚑／⚒ ⚘⚑／⚒ ⚖⚑／⚒ ⚕⚑／⚒ ⚔⚑／⚒ ⚓⚑／⚒
B-大腿部の⚑／⚒ ⚒⚓／⚔ ⚓⚑／⚔ ⚔ ⚔⚑／⚔ ⚔⚑／⚒ ⚔⚓／⚔
C-下腿部の⚑／⚒ ⚒⚑／⚒ ⚒⚑／⚒ ⚒⚓／⚔ ⚓ ⚓⚑／⚔ ⚓⚑／⚒

表1-9 年齢による熱傷の受傷面積の換算（％）

る。また同時にタンポナーデ効果で出血を抑制すると
もいわれる。骨盤骨折，下肢開放性骨折などに伴う出
血性ショックに適応となる。一方，頭部外傷による脳
圧亢進が疑われる場合は禁忌となる。
ショックパンツ本体，フットポンプ，圧力ゲージの
ついたホースがセットとなった製品が市販されてい
る。ショックパンツ本体は，腹部と両下肢の⚓つのパ
ーツからなり，外開きでそれぞれのパーツで別々に加
圧したり，圧を解放したりできるようになっている。
加圧はフットポンプで行うが，過度の圧上昇は使用部
の循環障害を起こすこともあり，避けねばならず，フ
ットポンプには安全弁がついている。
ショックパンツの装着は，本体を広げた状態で患者

を仰臥位にして寝かせ，腹部と両下肢を巻き込んで留
め，圧ゲージをみながら下肢から加圧する。圧の目標
は30～50mmHgである。
ショックパンツの装着は，あくまでも一時的な血圧

維持であり，ショックを伴う骨折患者の高次医療機関
への転送時や止血処置の準備が整うまでの使用が原則
である。長時間使用する場合は，定期的に圧を解放す
るのが望ましい。
《保険請求》

⚒日目以降は⚑日につき50点を算定する。
適応疾患 ▶出血性ショック（骨盤骨折，大腿骨骨折
などによる）
使用物品 ショックパンツセット一式

J052-2 熱傷温浴療法〔⚑日につき〕 2,175点

体表面積の30％以上の熱傷を受傷した広範囲熱傷患
者で入院中に行った場合に限り算定できる。受傷面積
の算定の仕方は，図1-77，表1-9に示す。
この他，形状の複雑な熱傷などにおいて局所的な面

積を推計することができる手掌法というものがある。
これは患者の手掌をおおむね全体表面積の⚑％として
熱傷面積を計測するものである。
熱傷の温浴療法は創部の清浄，創面のドレナージ促

進，組織の循環賦活，焼痂脱落と上皮化促進などを目
的として行う。広範囲熱傷では創部感染の防止に温浴
療法が有用である。熱傷によるショック期を脱したな
らばできるだけ速やかに温浴療法を開始する。ハーバ
ードタンクのような熱傷用の浴槽があればよいが，な
ければシャワー浴でもよい。乳幼児では，ベビーバス
を利用してもよい。
《保険請求》
受傷日から60日までで，入院中に行った場合にしか

算定できない
レセプト摘要欄 受傷年月日を記載する
適応疾患 ▶Ⅱ度もしくはⅢ度熱傷（体表面積30％以
上の広範囲熱傷）
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2026年改定に
準拠したVersion4.0！
オンライン電子書籍化によ
り，スマホ，タブレットでも
利用可能となり，書籍をそ
のまま再現した見やすい
画面に変わります

オンライン電子書籍なので，インタ
ーネットにアクセスできれば，パソ
コン，スマホ，タブレットによって，
いつでもどこでも利用可能です‼

書籍レイアウトのままの見やすい画
面（拡大・縮小も自在）となり，実
務に便利な「付箋メモ機能」や「マ
ーカー機能」も新たに装備しました‼

目次から該当ページを開く「目次機
能」，全書籍にまたがる「文字検索
機能」も実装。探したいページ・項
目に素早く的確にたどり着けます‼

【ご注文方法】①HP・ハガキ・FAX・電話等でご注文下さい。
②振込用紙同封でダウンロードのご案内をお送りします。

101─0051 東京都千代田区神田神保町 2─6 十歩ビル
tel.03─3512─0251　fax.03─3512─0250

ホームページ　https://www.igakutushin.co.jp 医学通信社


